
　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0001

 A201200138

 2012/05/02

 (事故発生地)

愛媛県

 2012-0338

換気扇 　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　○屋内用（居間、トイレ、洗面所）の当該製品が、一般住宅の軒天井の外側に設置されて
おり、また、当該製品は、工事説明書で指示されているダクト接続は行われていなかった。
○当該製品は、電源接続端子部の焼損が著しく、電源電線接続部が焼失していた。○電源接
続端子に接続されていた電源電線の先端部に溶融痕が認められた。○モーター内部は焼損し
ておらず、異常は認められなかった。●当該製品を用途外の軒天井にダクト接続を行わずに
設置したため、外気の吸引により天井裏で生じた結露水が、電源電線を伝って電源接続端子
内部に浸入してトラッキング現象が生じ、出火に至ったものと推定される。なお、工事説明
書には、「居間用・トイレ用・洗面所用」、「天井に取り付ける際には、ダクト工事をする
」旨、記載されている。

(受付:2012/05/17)

( 火災 ) ( D1 )

 A201200404

 2012/08/22

 (事故発生地)

富山県

 2012-1257

エアコン 　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　○当該製品の室外機用ファンモーターの排気側ダクト口に鳥の巣とみられる枯れ草が蓄積
して塞がれた状態になっていた。○室外機用ファンモーターのコイル巻き線部に溶融痕が認
められた。○室外機用ファンモーター以外の電気部品等に出火の痕跡は認められなかった。
○当該製品は、約３８年前に製造された製品で数年間使用されていなかった。●当該製品の
室外機用ファンモーターの排気ダクト口が、鳥の巣とみられる枯れ草で塞がれていたことか
ら、室外機用ファンモーターへの過負荷や排熱不良によって、モーターのコイル巻き線部が
温度上昇したため、コイル巻き線の絶縁が劣化して、層間短絡が生じ、スパークするなどし
て、周囲の電線被覆等の可燃物を焼損して出火したものと推定される。

(受付:2012/09/03)

( 火災 ) ( F1 )

 A201200452

 2012/09/02

 (事故発生地)

沖縄県

 2012-1377

電気こんろ 　家人が外出中、当該製品の周辺を焼損
する火災が発生した。

　○火災現場の状況からラジエントヒーターにかけられていた天ぷら鍋内の油が燃え上がり
、こんろ下部、床へ延焼したものと推定された。○使用者は長時間不在であった。○当該製
品内部から出火した痕跡はみられず、スイッチ操作に異常は認められなかった。○当該製品
のノイズ試験で異常は認められなかった。●当該製品のラジエントヒーターのスイッチが入
った原因の特定には至らなかったが、製品内部に出火の痕跡はみられず、ノイズ等による誤
動作の可能性も認められないことから、製品に起因しない事故と判断される。

(受付:2012/09/20)

( 火災 ) ( F2 )

 A201200473

 2012/07/17

 (事故発生地)

栃木県

 2012-0902

携帯電話機 　当該製品を使用中、当該製品を焼損す
る火災が発生し、１名が負傷した。

　○当該製品のイヤホンジャックに当該製品に関係しない樹脂製の異物が詰まっていた。○
バッテリーが焼損しており、イヤホンジャックの真下の部分が膨らんでいた。○バッテリー
の上部にあるイヤホンジャック部品は、外側に焼損が認められたが、基板に焼損等の痕跡は
認められなかった。○当該製品は、代替機として使用されていたもので、過去に複数名が使
用していた。●当該製品のイヤホンジャック内に異物が詰まった状態で外力が加わったため
に、内蔵バッテリーパックが異物によって損傷し、バッテリーセル内で内部短絡が発生して
出火に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2012/09/27)

( 火災 ) ( F2 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0002

 A201200515

 2012/09/29

 (事故発生地)

北海道

 2012-1518

温水洗浄便座 　異臭に気付き確認すると、当該製品を
焼損する火災が発生していた。

　○当該製品の便座の裏板は中央部で著しく焼損して、穴が開いていた。○便座後部中央の
内周側のヒーター線が断線し、先端部が先細りしていたが、ヒーター線の断線部と便座裏板
の穴開き位置は一致していなかった。○同等品の便座後部中央の表面に着火する実験を行っ
た結果、当該製品と焼損状態が異なった。○同等品の便座後部中央のノズル先端部に着火す
る実験を行った結果、当該製品と酷似した焼損状態を再現することができた。●当該製品の
使用状況が不明なことから、事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に出火の痕跡が
認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2012/10/15)

( 火災 ) ( F2 )

 A201200518

 2012/10/08

 (事故発生地)

福岡県

 2012-1670

テーブルタップ 　当該製品に複数の電気製品を接続して
使用中、当該製品を焼損する火災が発生
した。

　○当該製品のコード部の途中からタップ部にかけて、高く積み上げられた雑誌等の下敷き
になっていた。○コード部の中間で両極が一部断線し、素線の一部が異極間で短絡し、当該
箇所に溶融痕が認められた。○コードの断線部付近にキンクが認められた。●当該製品のコ
ード部が大量の雑誌等で圧迫されていたため、被覆が損傷して短絡が生じて出火したものと
推定される。　なお、取扱説明書には、「コードを家具に挟んだり、敷物の下にして使用し
ないでください。断線や発熱による火災の原因になります。」旨、記載されている。

(受付:2012/10/16)

( 火災 ) ( E2 )

 A201200536

 2012/10/06

 (事故発生地)

東京都

 2012-1758

スピーカー 　当該製品を使用中、異臭がしたため確
認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚
損する火災が発生していた。

　○当該製品の右スピーカーのウーファー部が焼損していた。○当該製品定格許容入力は
７５Ｗであったが、接続されていたアンプの定格出力は最大１５０Ｗであった。○アンプの
ボリュームが最大であった。●当該製品の定格許容入力を超える出力を有するアンプと接続
し、アンプのボリュームを最大で使用していたため、ウーファーのボイスコイルが異常発熱
して出火に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、取扱説明
書には、「定格を超えた入力や長時間音が歪んだ状態で使用しない。スピーカーが発熱し、
火災の原因となることがある」旨、記載されている。

(受付:2012/10/22)

( 火災 ) ( E2 )

 A201200542

 2012/10/14

 (事故発生地)

岡山県

 2012-1642

スピーカー 　他社製のアンプに接続された当該製品
及び周辺を焼損する火災が発生した。

　○当該製品の右側スピーカーの前面グリル及びコーン紙が焼損し、コイル及びスピーカー
ユニットに過熱の痕跡が認められた。○左側スピーカーのコイル、コイル周囲、配線接続箇
所に過熱の痕跡が認められた。○当該製品に接続されていた他社製アンプ（業務用）は、部
品の故障により、スピーカー出力端子から常時直流電圧（２７．４Ｖ）が出力されていた。
●当該製品に接続されていた他社製アンプの故障により、当該製品に常時直流電圧が入力さ
れていたため、スピーカー内部ユニットが作動しない状況となり、長時間、コイルに電流が
流れて過熱し、周囲を焼損したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2012/10/25)

( 火災 ) ( F2 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0003

 A201200615

 2012/11/09

 (事故発生地)

静岡県

 2012-2102

電気がま 　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　○当該製品は食器棚中段の引き出し式木台に設置されており、電源コードが引き出されて
いる後側の焼損が著しかった。○当該製品の電源コードは、コードリール部が取り外され、
電源コードが内部配線と直接手より接続されており、接続部近傍の内部配線に溶融痕が認め
られた。○電源プラグ、基板、ヒーター等の部品に出火の痕跡は認められなかった。●当該
製品のコードリールを外し、電源コードと内部配線を直接手より接続する改造を行ったため
、使用時等に内部配線が損傷し、短絡が生じて出火に至ったものと考えられ、製品に起因し
ない事故と推定される。　なお、当該製品を改造した者及び改造の経緯等は、特定できなか
った。

(受付:2012/11/19)

( 火災 ) ( F2 )

 A201200623

 2012/11/11

 (事故発生地)

埼玉県

 2012-2130

投げ込み式湯沸器 　当該製品を使用後、浴槽から取り出し
、電源プラグを差したまま放置していた
ところ、当該製品を焼損する火災が発生
した。

　○当該製品を延長コードに接続して風呂の湯の保温用に使用し、電源プラグをコンセント
に差したまま浴槽より当該製品を取り出した。○通電中の当該製品発熱部は、空気中に露出
すると表面温度は８００℃程度になる。○延長コードの一部に短絡痕が認められた。○当該
製品に出火した痕跡は認められなかった。●当該製品を通電したまま湯船から取り出した際
、当該製品に延長コードが接触したため、延長コードが短絡し火災に至ったものと推定され
る。　なお、取扱説明書には、「風呂加熱用には使わない」、また、本体表示には、「発熱
部を水中にいれてから電源を入れる」、「空気中では絶対に通電しない」、「使用後は電源
を切る」旨、記載されている。

(受付:2012/11/22)

( 火災 ) ( E1 )

 A201200639

 2012/11/18

 (事故発生地)

福岡県

 2012-2097

電子レンジ 　店舗で、異臭に気付き確認すると、当
該製品庫内を焼損する火災が発生してい
た。

　○当該製品は店舗内に設置されており、不特定多数の使用者が食品を温めるために使用さ
れていた。○当該製品の庫内の丸皿は破損し、回転ローラーの一部が焼損して溶着していた
。○当該製品の庫内には、食品カスと思われる付着物が認められた。○再現試験の結果、庫
内に付着物がある状態で空だきを行うと、当該製品と同様の焼損が確認された。●当該製品
の庫内に付着物がある状態で空だき運転したことにより、付着物にマイクロ波が集中して加
熱され発火し、回転ローラーが焼損したため、回転皿が回転しない状態となり溶融に至った
ものと推定される。　なお、取扱説明書には、「庫内が汚れたまま使用しない」、「空だき
しない」旨、記載されている。

(受付:2012/11/28)

( 火災 ) ( E2 )

 A201200715

 2012/08/27

 (事故発生地)

埼玉県

 2012-2059

接続ケーブル（太陽光
発電システム用）

　当該製品に太陽電池モジュール及びパ
ワーコンディショナを接続して使用中、
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生
した。

　○当該製品が、断線し、約１ｍ焼失していた。○断線部分に溶融痕が認められた。○回収
された当該製品の内１本（白）の表示方向が溶断部を境に反転していた。○当該製品の電気
特性（耐電圧）、材料特性（引張試験、過熱変形試験）を測定した結果、劣化は認められな
かった。○太陽光発電システムの発電や出力等に異常は認められなかった。●当該製品は、
太陽光発電システムを設置・施工する際に中間接続されたものと考えられ、接続部で接触不
良が発生し異常発熱したため、火災に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定
される。

(受付:2012/12/25)

( 火災 ) ( D1 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0004

 A201200734

 2012/12/18

 (事故発生地)

埼玉県

 2012-2458

照明器具 　店舗で当該製品を使用中、当該製品か
ら発煙し、当該製品を焼損する火災が発
生した。

　○当該製品は、電源端子台を中心に焼損していた。○電源端子台は片極側が著しく焼損し
ており、電源端子台の約２／３の外郭樹脂が焼失していた。○電源端子台の＋側の導電端子
は、一部が溶融し欠落していた。○当該製品の電源端子台に接続されていた電源線（ＶＶＦ
ケーブルの素線の先端部分）は熱による変色が認められた。○他の部品に異常は認められな
かった。○当該製品は電源線（ＶＶＦケーブル）の素線を当該製品の電源端子台に挿入する
と、接続端子のバネによって、素線先端から約６～７ｍｍ近のところにバネによる圧接痕が
発生することになるが、事故発生フロアに同時期に設置された同型式品１６台の圧接痕位置
は、素線先端から３．７ｍｍ～７．８ｍｍとバラツキが認められた。●当該製品を施工事業
者が設置、施工した際に、電源線の挿入が不十分であったため、電源端子台の電線接続部で
接触不良が生じて異常発熱し、焼損したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定され
る。　なお、施工説明書には、「接続が不完全な場合や電源線が器具に接触した場合、火災
・感電の原因になる。」旨、記載されている。

(受付:2012/12/28)

( 火災 ) ( D1 )

 A201200785

 2013/01/09

 (事故発生地)

富山県

 2012-2533

延長コード 　当該製品に電気製品を接続して使用中
、当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　○当該製品は、食器洗い乾燥機と同時に購入し、１０年４か月使用されていた。○当該製
品は、コードコネクタボディ内部が焼損していた。○内部の刃受け金具には溶融痕があり、
刃受け間で短絡が生じていた。○食器洗い乾燥機の電源プラグ栓刃に挿入不足の痕跡が認め
られた。●当該製品と食器洗い乾燥機の電源プラグ栓刃の差し込みが、浅い状態で長期間使
用されていたため、接触不良が生じて異常発熱し、コードコネクタボディ内部の絶縁が劣化
して出火に至ったものと推定される。

(受付:2013/01/17)

( 火災 ) ( F2 )

 A201200792

 2013/01/05

 (事故発生地)

鳥取県

 2012-2550

延長コード 　当該製品に電気製品を接続して使用中
、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火
災が発生した。

　○壁コンセントに接続されていた当該製品の電源プラグが焼損していた。○電源プラグの
栓刃が湾曲しており、片側の栓刃は、プラグ内部の電源コード芯線のカシメ部直近で折損し
、溶融痕が認められた。○栓刃の芯線カシメ部に異常は認められなかった。○壁コンセント
の刃受け金具に異常は認められなかった。●当該製品の電源プラグに繰り返し曲げ応力が加
わったため、栓刃に亀裂が入り、亀裂部でスパークが生じ、出火に至ったものと推定される
。　なお、当該製品の梱包の台紙には、「火災の原因になるため、コードを引っ張ったり、
無理に曲げたり、ねじったりしない」旨、記載されている。

(受付:2013/01/18)

( 火災 ) ( E2 )

 A201200832

 2013/01/11

 (事故発生地)

千葉県

 2012-2947

エアコン 　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　○当該製品の焼損は著しいが、電気部品から発火した痕跡は認められなかった。○当該製
品の電源コードは途中で切断しねじり接続され、その接続部に溶融痕が認められた。○当該
製品の電源プラグは標準仕様のＴ型形状プラグから平行プラグに改造が行われていた。○当
該製品の電源コードを改造した者及び時期は特定できなかった。●当該製品の電源コードは
途中で切断されてねじり接続され、その接続部に溶融痕が認められたことから、当該接続部
の接触不良によって過熱し、短絡により出火したものと考えられ、製品に起因しない事故と
推定される。

(受付:2013/01/28)

( 火災 ) ( F2 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0005

 A201200894

 2013/01/13

 (事故発生地)

神奈川県

 2012-3105

電気温風機 　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生し、１名が死亡した。

　○当該製品は、本体正面左側の焼損が著しい。○電源スイッチは、８００Ｗの位置であっ
た。○当該製品のガードに焦げた繊維片が付着し、掛け布団にガードの接触していた痕跡が
認められた。○当該製品の電気部品、内部配線、電源コード等に溶融痕等の出火の痕跡は認
められなかった。●当該製品に出火の痕跡が認められないことから、使用中に可燃物が接触
し、可燃物が過熱されて発火し、火災に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推
定される。

(受付:2013/02/12)

( 火災 死亡 ) ( E2 )

 A201200936

 2013/02/10

 (事故発生地)

千葉県

 2012-3140

充電器（デジタルカメ
ラ用）

　当該製品に充電池を装着しない状態で
接続機器を介してコンセントに接続して
いたところ、当該製品及び周辺を焼損す
る火災が発生した。

　○当該製品のＡＣ入力端子インレットの周辺に焼損が認められ、インレットの金属ピンが
焼失していた。○焼損による欠落箇所を除いて電気部品に短絡や破損などの異常は確認され
なかった。○当該製品は事故発生時、充電池は装填されていなかった。○事故発生時、畳の
一部が焼損したが、当該製品の焼損箇所と畳の最も焼損が著しい箇所は一致しなかった。○
当該製品の回路基板とケースに当該製品には由来しない付着物が認められた。○事故現場に
あった当該製品以外の製品（マルチ電源タップ、携帯電話充電器、短い延長コード）に内部
から出火した痕跡は認められなかった。●当該製品は、ＡＣ入力端子インレット付近の焼損
が著しいため事故原因の特定には至らなかったが、内部の電気部品に発火の痕跡は認められ
ないことから、水分や微小な異物が侵入し、当該部でトラッキング現象による異極間短絡が
生じて出火に至った、または外部からの延焼により焼損したものと考えられ、製品に起因し
ない事故と推定される。

(受付:2013/02/21)

( 火災 ) ( F2 )

 A201200971

 2013/01/15

 (事故発生地)

大阪府

 2012-3210

電気ストーブ（セラミ
ックヒーター）

　当該製品を使用して就寝中、目を覚ま
したところ、当該製品から出火する火災
が発生しており、当該製品及び周辺を焼
損した。

　○当該製品内部のヒーターの共通端子のファストン端子部が溶融し、リード線が溶融、断
線していた。○断線部周辺のリード線被覆部には、製造時には無い巻きつけられた状態のテ
ープ状の異物が付着していた。○その他の箇所に出火の痕跡は認められなかった。●当該製
品は、ヒーターの共通端子へ接続されるリード線部を再接続する修理が行われたため、使用
に伴い異常発熱して、周囲の樹脂が発火して出火に至ったものと推定される。

(受付:2013/03/01)

( 火災 ) ( E4 )

 A201200977

 2013/02/19

 (事故発生地)

千葉県

 2012-3275

電気ストーブ 　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　○当該製品の前面上部が著しく焼損していた。○当該製品より、約４０ｃｍ上部で乾かし
ていた洗濯物が落下し、焼損していた。○当該製品に洗濯物が接触し燃えた痕跡が認められ
た。○当該製品から出火した痕跡は認められなかった。●当該製品から出火した痕跡が認め
られなかったことから、当該製品に落下した洗濯物が接触したため火災に至ったものと考え
られ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、取扱説明書には、「洗濯物の下で使用
しない。」と記載されている。

(受付:2013/03/01)

( 火災 ) ( E2 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0006

 A201200988

 2013/02/20

 (事故発生地)

神奈川県

 2012-3314

電気ストーブ 　当該製品の電源を切り、当該製品にタ
オルをかけて就寝中、異臭に気付き確認
すると、当該製品及び周辺（タオル）を
焼損する火災が発生していた。

　○当該製品のトップカバー部に、バスタオルの焼残物が付着していた。○ストーブ前面の
樹脂枠の焼失が認められたが、当該製品から出火した痕跡は認められなかった。○使用者は
、以前からスイッチの不具合（切から弱は点灯しない）を認識していた。○使用者は当該製
品のヒーターが点灯していないことを確認し、バスタオルを掛けて就寝したが、起床時はヒ
ーターが点灯していた。●当該製品にバスタオルをかけて放置したため、バスタオルが過熱
され出火に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と考えられ、製品に起因しない事
故と推定される。　なお、本体には、「本体に衣類、タオルなどをかけない。」旨、記載さ
れている。

(受付:2013/03/05)

( 火災 ) ( E1 )

 A201201012

 2013/03/06

 (事故発生地)

東京都

 2012-3396

電気ミニマット 　当該製品を布団の中で足元に敷いて使
用中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生し、１名が火傷を負った。

　○当該製品は布団の中で使用されていた。○クッション（ヒーター線の上側）とフエルト
生地（ヒーター線の下側）の両方に長さ約１０ｃｍの焦げ跡が認められ、ヒーター線が接着
箇所からずれて重なり合っていた。○温度ヒューズ（１０２℃）は溶断していなかった。●
当該製品を布団の中で使用していたことから、ヒーター線がずれて重なり合い異常発熱し、
内部が焼損したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、取扱説明書
には、「就寝用暖房器具として使用しない、段差のない平らな場所に敷く」旨、記載されて
いる。

(受付:2013/03/12)

( 火災 ) ( E2 )

 A201201045

 2013/03/03

 (事故発生地)

神奈川県

 2013-0011

電気カーペット 　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　○使用者は、当該製品の上に布団を敷いて就寝していた。○当該製品のカーペット部のほ
ぼ中央に約２ｃｍ程度の焦げが認められ、ヒーター線の一部が断線し、断線部分に溶融痕が
認められた。○布団を敷いていた部分のヒーター線に変色及び硬化が認められた。○コント
ローラー内の温度ヒューズは断線し、通電停止状態になっていた。○その他の電気部品、電
源コード等に異常は認められなかった。●当該製品の上に布団を敷き使用していたため、ヒ
ーター線が硬化し、ヒーター線に外力が加わったことで、ヒーター線が半断線して発熱し、
焼損に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、取扱説明書に
は、「座布団、クッション、布団など保温性のあるものを局部的に長時間同じ場所にのせな
い。熱によって、本体表面及び置いたものや床や畳、敷物等が変色したり変形するおそれや
本体を傷めるおそれがある」、「就寝用暖房器具として使用しない」旨、記載されている。

(受付:2013/03/25)

( 火災 ) ( E1 )

 A201201063

 2013/03/17

 (事故発生地)

神奈川県

 2013-0045

エアコン 　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生し、１名が火傷を負った。

　○当該製品は事故発生当時停止状態であった。○当該製品は右寄りの熱交換器と電装品部
の間を中心に焼損していた。○電装品部内部のプリント基板は、部品が実装されていないパ
ターンのみの箇所の焼損が著しかった。○当該製品内部に小動物（ゴキブリ）が複数匹確認
され、電装品箱内部からも確認された。○その他の電気部品に出火元となる痕跡は認められ
なかった。●当該製品の電装品箱内に小動物が侵入したことにより、プリント基板のパター
ン間でトラッキング現象が生じて出火に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推
定される。

(受付:2013/03/28)

( 火災 重傷 ) ( F1 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0007

 A201300026

 2013/02/23

 (事故発生地)

東京都

 2013-0091

電気あんか 　当該製品を使用して就寝中、太股に低
温火傷を負った。

　○使用者は当該製品をタオルで包み、身体に接触させて使用していた。○当該製品の表面
温度は仕様範囲内であった。○同等品の表面温度の最高値は、「弱」で３５．４℃、「強」
で６１．４℃であった。○温度調節ダイヤルは「弱～中～強」と連続的に調節できるもので
あった。●当該製品を使用者が身体に接触させて使用していたことにより、低温火傷に至っ
たものと推定される。　なお、本体表示及び取扱説明書には、「身体から離して使用するこ
と」、「低温やけどの恐れがある」旨、記載されている。

(受付:2013/04/11)

( 重傷 ) ( E2 )

 A201300050

 2013/03/25

 (事故発生地)

青森県

 2013-0226

液晶テレビ 　異音がしたため確認すると、当該製品
及び周辺を焼損する火災が発生していた
。

　○当該製品のＡＣアダプターが置かれていたカラーボックス内から上方に放射状に焼損し
ていた。○ＡＣアダプターの電源コードは、束ねてカラーボックス内に収められていた。○
ＡＣアダプターに接続された電源コードの芯線は、ＡＣ入力部のブッシング近辺で断線し、
溶融痕が認められた。○電源コードの溶融痕の解析を行ったところ、一次痕と推定された。
●詳細な使用状況が不明であるが、当該製品の電源コードを束ねる等した際の圧迫や屈曲等
により半断線状態となり、発熱、スパークにより周辺の可燃物に着火し出火に至ったものと
考えられ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、ＡＣアダプターの電源コードのＡ
Ｃ入力部は、電気用品安全法に基づく技術基準の折り曲げ試験に適合していた。

(受付:2013/04/19)

( 火災 ) ( F2 )

 A201300074

 2013/03/11

 (事故発生地)

山梨県

 2013-0326

電子レンジ 　当該製品を移動させようと持ち上げた
ところ、右手を負傷した。

　○使用者は、両手で当該製品の両側面の下部中央を持っていた。○使用者はバランスを崩
して手を滑らせ、右手の親指以外の指に裂傷を負った。○裂傷を負った部分は手のひら側の
指の第一関節に近い部分であった。○当該製品の外観に変形等の異常は認められなかった。
○当該製品の側面板は、縁部が底板側に折り返された構造となっており、右側面板について
は、縁部と底板との間に上下約７ｍｍの隙間が生じていた。○右側面板の縁部の端面に鋭利
さがないかＵＬ規格に基づいて調査した結果、鋭利さは認められなかった。●当該製品の詳
細な事故時の状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に異常が認め
られないことから、当該製品を移動しようとして持ち上げた際に体のバランスを崩して、指
先が底面のエッジ部分に強く接触して擦れたため、事故に至ったものと考えられ、製品に起
因しない事故と推定される。

(受付:2013/04/30)

( 重傷 ) ( F2 )

 A201300077

 2013/03/20

 (事故発生地)

岡山県

 2013-0195

照明器具 　駐輪場に設置された当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　○当該製品は表側（照明側）の焼損が著しいものの、内部の電源基板及びＬＥＤ基板には
、出火痕跡は認められなかった。○電源配線は、屋外配線と閉端接続子によりカシメ接続さ
れていた。○当該製品内部に引き込まれた屋外配線の芯線に工具等により切断された形跡と
溶融痕が認められた。●当該製品の設置工事作業の際に、当該製品の電源配線につながる屋
外配線の芯線が工具等で切断された状態で通電が継続したため、接触不良により発熱し出火
したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2013/04/30)

( 火災 ) ( D1 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0008

 A201300139

 2013/05/14

 (事故発生地)

広島県

 2013-0541

ＩＨ調理器 　当該製品を焼損し、周辺を汚損する火
災が発生した。

　○当該製品のガラス製トッププレートには右側のＩＨヒーター部にひび割れがあり、それ
に沿って裏面に異物が付着していた。○当該製品のメイン基板が著しく焼損し、一部が焼失
していた。○メイン基板以外の電気部品や配線に異常は認められなかった。●当該製品のト
ッププレートのひび割れから徐々に煮汁等の液体が垂れこんでメイン基板まで流れ込み、ト
ラッキング現象が生じて出火したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。　
なお、取扱説明書には、「トッププレートにひびが入ったり割れたりした場合、過熱や異常
動作・感電の原因となる恐れがあるため、専用回路のブレーカーを切り、すぐに修理を依頼
する」旨、記載されている。

(受付:2013/05/23)

( 火災 ) ( E2 )

 A201300154

 2013/05/19

 (事故発生地)

神奈川県

 2013-0586

照明器具（センサー付
き）

　店舗で当該製品を使用中、当該製品及
び周辺を焼損する火災が発生した。

　○当該製品は、店舗外壁に設置されており、従業員が往来していた。○当該製品は、ハロ
ゲンランプ（１５０Ｗ）１灯のセンサーライトで、外壁面に取り付けた当該製品の前面によ
しずの入った袋が接触するように立て掛けられていた。○防犯カメラによれば、出火直前に
当該製品が点灯し続けて白煙が出ていた。●当該製品のランプ面によしずが入った袋が接触
していたため、焼損したものと推定される。　なお、取扱説明書には、「燃えやすいものを
かぶせないで下さい。」、本体には、「燃えやすいものの近くで使用しない。」旨、記載さ
れている。

(受付:2013/05/28)

( 火災 ) ( E2 )

 A201300158

 2013/05/24

 (事故発生地)

東京都

 2013-0606

電気ストーブ（カーボ
ンヒーター）

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　○当該製品の上部周辺を中心に焼損していた。○当該製品上面に繊維物の跡が付着し、そ
ばに布巾が燃え落ちていた。○布巾の焼損物の一部にスイッチのつまみ部分に被さっていた
と思われる形状のものがあった。○スイッチは金属部分以外は焼失しており、「入・切」状
態を確認できなかった。○スイッチの接点部分にスパーク痕や溶融痕など異常な発熱の痕跡
は認められなかった。○その他の電気部品、電源コード等に異常はなく、内部に発火した痕
跡は確認できなかった。●当該製品の詳細な使用状況が不明のため事故原因の特定には至ら
なかったが、当該製品に出火の痕跡が認められないことから、製品に起因しない事故と推定
される。

(受付:2013/05/30)

( 火災 ) ( F2 )

 A201300178

 2013/05/24

 (事故発生地)

千葉県

 2013-0693

ＩＨ調理器 　当該製品の上でカセットこんろを使用
中、爆発する火災が発生し、当該製品の
周辺を焼損、１名が負傷した。

　○事故発生時、当該製品の上にカセットこんろが置かれていた。○当該製品の上に置かれ
ていたカセットこんろ底部の板金部分に円形の変色が認められ、その位置は、カセットこん
ろ下にあった当該製品の加熱コイルの位置と対応していた。また、カセットこんろ底部の樹
脂製脚足に溶融が認められた。○当該製品とカセットコンロの底部の板金は約２ｃｍの隙間
があった。○同等品と板金を用いて再現試験を行ったところ、板金の高さを２．５ｃｍ浮か
せ加熱した際、板金が約２４０℃まで上昇した。○当該製品は、ノイズや誤作動に関するＪ
ＩＳ規格を満足していた。●当該製品上にカセットこんろを設置した状態で、使用者が誤っ
てＩＨヒーターのスイッチを入れたことにより、カセットこんろ底部の板金が加熱され、カ
セットこんろにセットされていたガスボンベが破裂したものと考えられ、製品に起因しない
事故と推定される。　なお、取扱説明書には、「鍋以外のものは載せない」旨、記載されて
いる。

(受付:2013/06/06)

( 火災 ) ( E1 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0009

 A201300194

 2013/06/06

 (事故発生地)

広島県

 2013-0624

エアコン 　当該製品を焼損し、周辺を汚損する火
災が発生した。

　○当該製品のファンモーターのコネクター端子間が著しく焼損し、異極間でトラッキン現
象が発生していた。○当該製品は、８か月前にリフォーム業者によってエアコンクリーニン
グが実施されていた。○ファンモーターのコネクターの位置が正規位置ではなく、ドレンパ
ンの上部となる前寄りに取り付けられていた。●当該製品のファンモーターコネクター部に
エアコンクリーニング時の洗浄成分が浸入したか、クリーニング後のファンモーターの再組
立時にコネクターの位置を正規位置に戻さなかったことにより結露水が浸入しやすい状態と
なったため、コネクター部でトラッキング現象が発生し出火したものと考えられ、製品に起
因しない事故と推定される。　なお、日本冷凍空調工業会のホームページにおいて、「エア
コンの内部洗浄は、高い専門知識を有する業者に依頼をしてください。お買い上げの販売店
、メーカーのサービス窓口にご相談されると安心です。」と注意喚起している。

(受付:2013/06/13)

( 火災 ) ( D2 )

 A201300211

 2013/04/22

 (事故発生地)

長野県

 2013-0392

電気毛布 　当該製品を使用していたところ、右足
に低温火傷を負った。

　○毛布本体表面の一部に変色跡はあるが、毛布内部のヒーター線のよじれは認められなか
った。○温度調整のためのスライド式スイッチは、弱から強まで摺動性は一定であり、特定
のひっかかり等は認められなかった。○ヒーター線及び温度検知線の抵抗値、コントローラ
ーの電気回路に異常は認められなかった。○使用者の毛布の敷き方を再現した試験で異常な
温度上昇は認められなかった。○本体及び取扱説明書には、「低温火傷のおそれがあるので
、皮膚感覚の弱いかたは特に注意が必要なこと、１日１回毛布を広げ直す」旨、記載されて
いる。●当該製品の使用状況が不明なことから、事故原因の特定には至らなかったが、当該
製品に異常が認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2013/06/21)

( 重傷 ) ( F2 )

 A201300233

 2013/03/02

 (事故発生地)

群馬県

 2013-0805

電気ストーブ 　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　○事故発生の数日前、当該製品の電源を入れたが、暖まらず、揺すると暖まることがあっ
た。○使用者は掃除機をかけた際に当該製品に椅子を接触させ、そのままの状態で外出し、
戻ると当該製品・椅子及び周辺を焼損していた。○当該製品は外郭の一部に焼損や熱変形、
ヒーターガードに炭化物の付着等が認められたが、電気部品や配線に出火の痕跡は認められ
なかった。○当該製品は運転可能であり、作動に異常は認められなかった。○転倒時オフス
イッチ内部に異常は認められなかった。●当該製品の詳細な使用状況が不明なことから、事
故原因の特定には至らなかったが、当該製品に出火の痕跡が認められないことから、製品に
起因しない事故と推定される。

(受付:2013/07/04)

( 火災 ) ( F2 )

 A201300251

 2013/01/16

 (事故発生地)

東京都

 2013-0966

電子レンジ 　当該製品を使用中、当該製品の庫内を
焼損する火災が発生した。

　○外観に発煙・発火等の痕跡は認められなかった。○庫内に食品カスや汚れの付着が認め
られた。○庫内右側面の導波管カバー及びその周辺に焼損が認められた。○マグネトロンの
アンテナ部にスパークによる変色が認められた。○導波管カバーの裏面に食品カスや汚れは
認められなかった。○他の電装部品に異常は認められなかった。●当該製品の庫内右側面の
導波管カバー付近に付着していた食品カスが繰り返し使用による加熱によって徐々に炭化し
、スパークが発生したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、取扱
説明書には、「庫内や付属品に食品カスなどが付いたまま加熱しない。火花や発火、焦げる
原因になる。」旨、記載されている。

(受付:2013/07/11)

( 火災 ) ( E2 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0010

 A201300259

 2013/06/29

 (事故発生地)

高知県

 2013-1012

ＩＨ調理器 　当該製品を使用中、異臭に気付き確認
すると、当該製品を焼損する火災が発生
していた。

　○当該製品の両側面の排気口に熱変形があり、後方の排気口部に焼損が認められた。○排
気口付近の電源入力部のメイン基板には、穴あきが認められ、当該穴あき部には、異極（Ａ
Ｃ１００Ｖ）となるパターンが含まれていた。○下ケース内部にゴキブリの死骸及び卵鞘が
多数認められた。●当該製品のメイン基板の電源入力部が著しく焼損し穴が開いていたこと
から、当該穴あき部の異極間（ＡＣ１００Ｖ）において、当該製品内部に認められたゴキブ
リの死骸等によりトラッキング現象が生じて出火したものと考えられ、製品に起因しない事
故と推定される。

(受付:2013/07/16)

( 火災 ) ( F1 )

 A201300310

 2013/07/23

 (事故発生地)

東京都

 2013-1197

エアコン 　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　○当該製品のファンモーター用配線コネクターが一部焼損し、リード線の端子に溶融痕が
認められた。○端子板、制御基板等、他の電気部品に出火した痕跡は認められなかった。○
ファンモーターの端子部の付着物から、エアコン洗浄液の成分が検出された。○過去にマン
ション管理会社が、当該製品の洗浄作業を行った。○モーター部には、吹き出し口側から容
易にエアコン洗浄剤が入り込む構造ではなかった。●当該製品のファンモーター用コネクタ
ーのリード線の端子に、エアコン洗浄剤が付着したため、トラッキング現象が生じて異常発
熱し、出火に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、取扱説
明書には、「お客様自身で内部の洗浄はしない。故障・水漏れの原因となる。」旨、記載さ
れている。また、（一財）日本冷凍空調工業会では、ホームページ上において、「エアコン
内部の洗浄は高い専門知識が必要です。もし誤った洗浄剤の選定・使用方法で内部洗浄を行
うと、エアコン内部に残った洗浄剤で、樹脂部品の破損・電気部品の絶縁不良などが発生し
、最悪の場合は、発煙・発火につながる恐れがある」旨、注意喚起を行っている。

(受付:2013/08/02)

( 火災 ) ( D2 )

 A201300341

 2013/07/26

 (事故発生地)

千葉県

 2013-1318

電子レンジ 　当該製品でプラスチックの容器に入れ
た食品を加熱後、外出したところ、当該
製品の庫内を焼損する火災が発生した。

　○当該製品の庫内に食品が燃えた際のススの付着が認められた。○庫内のターンテーブル
が破損していた。○当該製品は事故後も正常に作動した。○当該製品を使用し、食品を加熱
した再現テストの結果、約１５分の加熱で発火・発煙が認められた。●当該製品で長時間食
品を加熱したため、過加熱により庫内の食品が発火し、庫内を焼損したものと考えられ、製
品に起因しない事故と推定される。　なお、取扱説明書には、「食品や飲物は加熱しすぎな
い、発煙・発火の原因になる」旨、記載されている。

(受付:2013/08/13)

( 火災 ) ( E2 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0011

 A201300359

 2013/08/12

 (事故発生地)

福岡県

 2013-1398

エアコン 　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　○使用者は、事故発生の半年前に、業者によるエアコンクリーニングを実施していた。○
当該製品のファンモーターのコネクター部が著しく焼損しており、コネクター端子に溶融痕
が認められた。○ファンモーターのコネクターの樹脂部分から、エアコン洗浄剤の成分が検
出された。●当該製品のファンモーターのコネクター部に、エアコンクリーニングの洗浄剤
が付着したため、コネクター端子間でトラッキング現象が生じて出火に至ったものと考えら
れ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、取扱説明書には、「エアコン内部の洗浄
は、高い専門知識が必要で、消費者自身が、市販の洗浄剤で洗浄すると故障することがあり
、販売店、または、お客様相談窓口に相談すること。」旨、記載されているとともに、（一
財）日本冷凍空調工業会では、ホームページ上において、「エアコン内部の洗浄は高い専門
知識が必要です。もし誤った洗浄剤の選定・使用方法で内部洗浄を行うと、エアコン内部に
残った洗浄剤で、樹脂部品の破損・電気部品の絶縁不良などが発生し、最悪の場合は、発煙
・発火につながる恐れがある」旨、注意喚起を行っている。

(受付:2013/08/22)

( 火災 ) ( D2 )

 A201300365

 2013/08/06

 (事故発生地)

福岡県

 2013-1341

電気湯沸器 　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　○当該製品は譲渡品であり、電源プラグは当該製品の付属品ではないものに交換され、電
源コードが規定の長さよりも短くなっていた。○マグネットプラグ本体のコードプロテクタ
ー付近において、電源コードが断線してねじれており、断線部先端に溶融痕が認められた。
○当該製品の内部部品に異常は認められなかった。●当該製品は譲渡品であり、以前の使用
状況等が不明であるため、原因の特定には至らなかったが、マグネットプラグ部のコードプ
ロテクター部に過大な力が加わったために半断線が生じて出火したものと考えられ、製品に
起因しない事故であると推定される。

(受付:2013/08/26)

( 火災 ) ( F2 )

 A201300368

 2013/08/14

 (事故発生地)

兵庫県

 2013-1450

空気清浄機 　当該製品を使用中、当該製品を焼損す
る火災が発生した。

　○当該製品は前面パネルに焼けは認められなかったが、本体外郭の背面と天面は著しく溶
融しており、側面及び底面にも一部溶融が認められた。○フィルターは前面下方の吸込口付
近から上部の吹出口付近にかけて焼失していた。○表示基板、電源基板、モーターなどに発
火の痕跡は認められなかった。○使用者は当該製品のすぐ前に灰皿を置き、使用していた。
●当該製品に出火の痕跡が認められないことから、運転中に外部から火種が前面パネル下方
より侵入し、フィルターに付着し発火したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定さ
れる。　なお、発煙に気づいた使用者が前面パネルを開けたことにより発火し、上部吹出口
に向かって燃え上がったものと推定される。

(受付:2013/08/26)

( 火災 ) ( E2 )

 A201300411

 2013/08/30

 (事故発生地)

福岡県

 2013-1579

エアコン 　当該製品を使用中、当該製品から出火
する火災が発生し、当該製品及び周辺を
焼損した。

　○当該製品のファンモーターのコネクター部が焼損しており、コネクター部の端子に溶融
痕が認められた。○当該製品のファンモーター外郭から洗浄液成分が検出された。○当該製
品は、エアコン洗浄業者及び使用者によって清掃が行われていた。●当該製品のファンモー
ターのコネクター部に、エアコン洗浄時の洗浄剤が浸入・付着したことにより、トラッキン
グ現象が生じ、火災に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。　なお
、取扱説明書には、「洗浄するときは、サービス窓口に連絡する」旨、記載されているとと
もに、（一財）日本冷凍空調工業会では、ホームページ上において、「エアコン内部の洗浄
は高い専門知識が必要です。もし、誤った洗浄剤の選定・使用方法で内部洗浄を行うと、エ
アコン内部に残った洗浄剤で、樹脂部品の破損・電気部品の絶縁不良などが発生し、最悪の
場合は、発煙・発火につながる恐れがある」旨、注意喚起を行っている。

(受付:2013/09/09)

( 火災 ) ( F2 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0012

 A201300418

 2013/08/04

 (事故発生地)

兵庫県

 2013-1603

延長コード 　当該製品に複数の電気製品を接続して
使用中、当該製品を溶融し、周辺を汚損
する火災が発生した。

　○電源プラグの栓刃可動部のカシメ部を中心にプラグボディの樹脂部が焼損し、両方の栓
刃が露出していた。○使用者は事故発生当日、当該製品の３口タップにＩＨクッキングヒー
ター（最大１，４００Ｗ）、オーブンレンジ（最大１，１８０Ｗ）を接続して同時に使用し
ており、同様な使い方を約５年間継続していた。○電源プラグの栓刃及び電源コードの芯線
接続部に、溶融や電気痕等の異常は認められなかった。○電源プラグが接続されていた壁コ
ンセントは、差込口表面に黒く焦げた樹脂が付着していたが、内部に溶融や焼損等の異常は
認められなかった。●当該製品は、接続可能な最大電力（１，５００Ｗ）を大きく超えて電
気製品を接続（最大２，５８０Ｗ）し、使用（約５年間）していたため、過電流により電源
プラグ部が過熱して溶融したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。　なお
、当該製品のタップ部分には、「合計１５００Ｗまで」の旨、記載されている。

(受付:2013/09/13)

( 火災 ) ( E2 )

 A201300419

 2013/09/03

 (事故発生地)

熊本県

 2013-1609

携帯電話機 　当該製品を充電中、異臭に気付き確認
すると、当該製品及び周辺を焼損する火
災が発生していた。

　○当該製品の本体表示部、メイン基板、バッテリー及び充電器に、異常は認められなかっ
た。○本体充電コネクター付近に液体が浸入した痕跡が認められた。○本体充電コネクター
付近にあるサブ基板からメイン基板につながるケーブルが異常発熱により焼損していた。●
当該製品内部に液体が浸入した経緯は不明であるが、液体の浸入により充電時に製品内部で
異常発熱が生じたため、ケーブルが焼損し、その影響でソファの一部を焦がしたものと考え
られ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、取扱説明書には、「水などの液体をか
けないでください。また、水やペットの尿などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場
所での使用、または濡れた手での使用は絶対にしないでください。感電や電子回路のショー
ト、腐食による故障の原因となる。」旨、記載されている。

(受付:2013/09/13)

( 火災 ) ( F2 )

 A201300420

 2013/09/04

 (事故発生地)

山口県

 2013-1604

電気脱臭装置 　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　○当該製品の外郭は、溶融・焼損しており、原形を留めていなかった。○基板、ファンモ
ーター、内部配線などの電気部品から出火した痕跡は認められなかった。○当該製品の電源
プラグを接続していた延長コードのタップ内部で、刃受け金具の溶融及び刃受け間の樹脂が
炭化するなど、タップ内部の焼損が著しかった。○電源プラグは、片側の栓刃先端部で溶融
が認められたが、栓刃間の樹脂は残存しており、また、栓刃に変形は認められなかった。●
当該製品の電源プラグを接続していた延長コードのタップ内部の刃受け間でトラッキング現
象が生じて出火し、当該製品及び周辺に延焼したものと考えられ、製品に起因しない事故と
推定される。

(受付:2013/09/13)

( 火災 ) ( F2 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0013

 A201300424

 2013/09/06

 (事故発生地)

兵庫県

 2013-1621

電子レンジ 　当該製品を使用中、当該製品を溶融し
、周辺を汚損する火災が発生した。

　○当該製品で、哺乳瓶消毒用の煮沸容器に樹脂製の哺乳瓶２本と水を５０ｍｌ入れ、加熱
していたところ、約２分５０秒経過したところで扉上部から炎が上がった。○当該製品は、
扉上部の扉カバーと扉枠の嵌合部分に焼損が認められたが、製品内部の電気部品に焼損等の
異常は認められなかった。○当該製品を使用して、類似の哺乳瓶消毒用煮沸容器を用いた再
現試験を行ったところ、焼損していた扉の同一箇所でスパークによる発煙・発火が認められ
た。○庫内に２００ｍｌの水を入れたビーカーを置いて、事故発生時と同一設定（電子レン
ジ６００Ｗ、５分間）で運転したところ、正常に水が加熱され発煙・発火等の異常は認めら
れなかった。●当該製品は正常に作動しており、扉カバー及び扉枠の上部のみ焼損している
ことから、軽負荷の煮沸容器を加熱したことにより、扉カバーと扉シーリングの嵌合部の隙
間に付着していた食品カス等の異物にマイクロ波の電界集中が起こり、スパークが発生して
扉カバー及び扉枠が発煙・発火したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。
　なお、取扱説明書には、「哺乳瓶（消毒バッグ）などは加熱しない。過熱して火災の原因
になる。」、「食品や肉汁などで汚れたままにしない。電波が汚れた部分に集中して、火花
の発生・発煙・発火などの恐れがある。」旨、記載されている。

(受付:2013/09/17)

( 火災 ) ( E2 )

 A201300426

 2013/09/09

 (事故発生地)

兵庫県

 2013-1589

ＩＨ調理器 　当該製品で調理中、その場を離れたと
ころ、異音がしたため確認すると、周辺
を焼損する火災が発生していた。

　○使用者は調理中にその場を離れていた。○油の量は少量であった。○製品内部に異常は
認められなかった。○油量９００ｇ、底が平らな鍋で加熱した結果、設定温度とほぼ同一の
油温となった。●当該製品に異常が認められないことから、少量の油で調理中にその場を離
れたために油が過熱し、出火に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される
。　なお、本体及び取扱説明書には、「揚げ物をするときは側から離れない」、「９００ｇ
未満の油では調理しない」旨、記載されている。

(受付:2013/09/18)

( 火災 ) ( E1 )

 A201300431

 

 (事故発生地)

兵庫県

 2013-1643

インターホン 　当該製品を焼損し、周辺を汚損する火
災が発生した。

　○本体下面から正面にかけて外郭ケースが溶融・変形し、表面にススの付着が認められた
。○電源コードは当該製品の本体出口部から約３０ｃｍ付近で断線し、先端に溶融痕が認め
られ、当該製品までの絶縁被覆が焼損していた。○本体内部の基板や電気部品を確認したと
ころ、焼損等の異常は認められなかった。○焼損した電源コードを交換し、子機を接続して
通電確認したところ、モニター画像や通話機能等に異常は認められず、正常に作動した。○
当該製品の断線した電源コードを柱伝いに伸ばして復元すると、断線した電源コードの先端
部分と、柱に刺さった画鋲の位置がほぼ一致した。●当該製品は出火の痕跡がなく、本体の
機能には異常が認められなかったことから、外的要因により電源コードが損傷して事故に至
ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2013/09/20)

( 火災 ) ( F2 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0014

 A201300438

 2013/09/03

 (事故発生地)

福岡県

 2013-1661

電気ポンプ（井戸用） 　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　○当該製品は故障していたが、ブレーカーの入り切りにより、安全装置のリセットを繰り
返しながら使用を続けていた。○販売事業者は当該製品を修理中に、延焼防止用の制御基板
カバーを外したままブレーカーを落とした。○その後、当該製品と同系統の電源に接続され
ていた車庫用電動扉を使用者が開けようとしてブレーカーを入れて出火した。●当該製品は
故障した状態であったが、使用者がブレーカーの入り切りで安全装置をリセットし、使用を
繰り返したことで安全装置が正常に機能しなくなり、当該製品を修理中にブレーカーを入れ
たため出火に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2013/09/24)

( 火災 ) ( F2 )

 A201300453

 2013/09/18

 (事故発生地)

東京都

 2013-1738

エアコン（室外機） 　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　○当該製品は、電気部品のない本体左側の焼損が著しかった。○本体右側の機械室に焼損
は認められなかった。○当該製品の電気部品は残存しており、出火した痕跡は認められなか
った。●当該製品に出火の痕跡が認められないことから、製品に起因しない事故と推定され
る。

(受付:2013/09/30)

( 火災 ) ( F2 )

 A201300463

 2013/09/25

 (事故発生地)

京都府

 2013-1784

加湿器 　当該製品を使用中、異音がしたため確
認すると、当該製品の電源コード及び周
辺を焼損する火災が発生していた。

　○当該製品は原形を留め、ＤＣ入力ジャック部付近から上方に向け外郭にススが付着して
いた。○当該製品に付属しているＡＣアダプターのＤＣ出力コードのＤＣプラグ部付近で被
覆が焼損し芯線に溶融痕が認められた。○当該製品のＤＣ出力コードはＤＣプラグのコード
ブッシング部で鋭角に折り曲げられた状態で使用されていた。●当該製品に付属しているＡ
ＣアダプターのＤＣ出力コードのＤＣプラグ部付近で被覆が焼損し芯線に溶融痕が認められ
たことから、外部からの過度な機械的なストレスによりコードの芯線が短絡し、出火に至っ
たものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、取扱説明書には、「電源
コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、高温部に近づけたり、重い物をのせ
たり、挟み込んだり、加工したりしない」旨、記載されている。

(受付:2013/10/08)

( 火災 ) ( E2 )

 A201300465

 2013/09/27

 (事故発生地)

東京都

 2013-1834

ＡＣアダプター（携帯
電話機用）

　携帯電話機を接続せず、当該製品をコ
ンセントに接続していたところ、当該製
品及び周辺を焼損する火災が発生した。

　○ＡＣアダプター本体側に異常は認められなかった。○充電コネクター内部のハウジング
樹脂に溶融が認められた。○充電コネクターをＸ線解析した結果、コネクター内部接点のプ
ラス端子に溶融が認められた。●当該製品の使用状況が不明のため、事故原因の特定には至
らなかったが、当該製品の充電コネクター内部のハウジング樹脂の溶融以外に異常が認めら
れなかったことから、当該コネクターの接続口に異物が侵入しショートしたため、異常発熱
し出火に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2013/10/10)

( 火災 ) ( F2 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0015

 A201300485

 2013/10/06

 (事故発生地)

滋賀県

 2013-1767

電気がま 　当該製品のタイマーをセットした後、
異音がしたため確認すると、当該製品及
び周辺を焼損する火災が発生していた。

　○コードリール内部と周辺樹脂部分が焼損していた。○基板、内部配線及びヒーター等の
内部部品には出火の痕跡は認められなかった。○ＩＨ基板上の電流ヒューズは溶断していな
かった。○コードリール部の配線に手より接続の跡があり、当該箇所に著しい焼損と溶融痕
が認められた。○使用者がコードリール部の修理を行っていた。●当該製品のコードリール
部の配線が手より接続されていたため、当該接続箇所が接触不良により異常過熱し、出火に
至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、取扱説明書には、「
自身で修理したり改造しない」旨、記載されている。

(受付:2013/10/17)

( 火災 ) ( E4 )

 A201300493

 2013/10/02

 (事故発生地)

東京都

 2013-1945

加湿器 　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　○マグネットプラグ及び受部の金属面は錆が発生し、マグネットプラグ端子及び受部のピ
ンは溶融していた。○液体がマグネットプラグ受部に流れた痕跡が認められた。○マグネッ
トプラグ受部以外に異常は認められなかった。●当該製品のマグネットプラグ受部に液体が
付着したことにより、トラッキング現象が生じて火花が散ったものと考えられ、製品に起因
しない事故と推定される。　なお、取扱説明書（本体表示）には、「本体を水につけない、
水をかけない。本体底面・吸気口・マグネットプラグ受け・送風口から水が回りこんで、火
災・感電・ショートの原因になる」旨、記載されている。

(受付:2013/10/21)

( 火災 ) ( E2 )

 A201300545

 2013/11/02

 (事故発生地)

島根県

 2013-2211

電気ストーブ 　当該製品を使用後、異臭と異音がした
ため確認すると、当該製品の電源コード
及び周辺を焼損する火災が発生していた
。

　○当該製品の本体、電源コードに焼損は認められなかったが、電源プラグは３口コーナー
タップに半挿し状態で、プラグボディの一部が焼損していた。○Ｘ線観察をしたところ、３
口コーナータップに挿入された電源プラグの栓刃はコンセント刃受けと十分に接触していな
かった。また、プラグ内部樹脂の電源線間に炭化によるものとみられる空隙が認められた。
○電源プラグボディ内部でプラグの栓刃と芯線の接続部分に断線等の異常は認められなかっ
た。●当該製品の電源プラグを３口コーナータップに十分に差し込まず使用を継続したため
、電源プラグの栓刃とコンセント刃受けの接触箇所で通電過熱により接触抵抗が増大し発熱
し、電源プラグボディ内部で樹脂の炭化が進み、最終的にプラグ内部の電源線間で短絡し出
火したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、取扱説明書には、「
電源プラグは根元まで確実に差し込む」旨、記載されている。

(受付:2013/11/15)

( 火災 ) ( E1 )

 A201300559

 2013/11/08

 (事故発生地)

岡山県

 2013-2172

布団乾燥機 　施設で当該製品を使用中、当該製品及
び周辺が焼損する火災が発生した。

　○当該製品の焼損は電源プラグ部のみであり、電源コードを取り換えたところ当該製品は
正常に運転した。○電源プラグ内部は、プラグの栓刃と芯線のカシメ部根元付近で電源コー
ドの片側の芯線が断線し、断線部の芯線は溶融していた。○電源プラグのブッシング部付近
で電源コード芯線に捻れと半断線が認められた。●当該製品の電源プラグブッシング部の電
源コードの芯線に捻れと半断線が認められたことから、電源プラグ部に過度な屈曲が加わっ
たため、電源プラグボディ内のカシメ部の芯線が断線し、スパークが生じ、プラグボディ樹
脂を炭化させ出火したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、取扱
説明書には、「電源コード・電源プラグを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり等し
ない」旨、記載されている。また、電源プラグ部は、電気用品安全法に基づく技術基準の折
り曲げ試験に適合している。

(受付:2013/11/22)

( 火災 ) ( E2 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0016

 A201300573

 2013/10/24

 (事故発生地)

愛知県

 2013-2324

電気湯沸器 　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　○当該製品の電源プラグは持ち手部分が焼損し、片側のコード芯線が断線していた。○断
線部はコード芯線のカシメ端部で、断線部には溶融痕が認められた。○コード芯線の圧着状
態に異常は認められなかった。○コードプロテクター部の両側コード芯線には、強く折り曲
げられた痕が認められた。○栓刃に変形や接触不良の痕跡はなく、当該製品の本体やコンセ
ント等に異常は認められなかった。●当該製品の電源コードに過度な外力が加わったため、
電源プラグ内部のコード芯線が半断線状態になり、スパークが生じたことにより発熱し、出
火に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、当該製品は電気
用品安全法の技術基準に適合しており、取扱説明書には、「コードやプラグを無理に曲げた
り、ねじったり、引っ張ったりしない。」、「プラグを抜く時はコードを持たずに必ずプラ
グを持って引き抜く。」旨、記載されている。

(受付:2013/11/28)

( 火災 CO中毒 ) ( E2 )

 A201300578

 2013/11/07

 (事故発生地)

愛知県

 2013-2125

電気衣類乾燥機 　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　○当該製品は使用者が電源線を延長する改造を行っていた。○本体外部と内部の２か所で
電源線の手撚り接続が行われていた。○本体内部の手撚り接続部分付近には溶融痕が生じ、
手撚り接続部には接触不良の痕跡を示す亜酸化銅が認められた。○モーター、ヒーター、コ
ンデンサー、制御基板に出火の痕跡は認められなかった。●当該製品を改造し、電源線を手
撚り接続していたため、手撚り接続部で接触不良による異常発熱が発生し、出火に至ったも
のと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、取扱説明書には、「修理・改
造を行わない。発火することがある」旨、記載されている。

(受付:2013/11/28)

( 火災 ) ( E4 )

 A201300588

 2013/11/17

 (事故発生地)

愛知県

 2013-2372

テーブルタップ 　当該製品に電気製品を接続して使用中
、当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。（A201300677と同一事故)

　○当該製品を壁コンセントに接続し、タップにもう１つテーブルタップをつないで配線を
延長し、電気鍋を使用中、当該製品のタップともう１つのテーブルタップの差込プラグの接
続部から出火した。○当該製品のタップは外郭樹脂が著しく焼損していたが、内部の刃受け
金具に溶融はなく、出火の痕跡は認められなかった。○当該製品の差込プラグ及びコードに
異常は認められなかった。●当該製品に出火の痕跡が認められないことから、タップ部に接
続されたもう１つのテーブルタップの差込プラグ部からの延焼により焼損に至ったものと考
えられ、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2013/12/03)

( 火災 ) ( F2 )

 A201300610

 2013/11/23

 (事故発生地)

長野県

 2013-2466

電子レンジ 　宿泊施設で当該製品を使用中、当該製
品庫内を焼損する火災が発生した。

　○当該製品は庫内右側面に付いているマイクロ波出口の導波管カバー（マイカ板）部分が
焼損していた。○導波管カバーはマグネトロン側よりも庫内側の焼損が著しかった。○マグ
ネトロンのアンテナ部先端に焼損が認められた。○他の電装部品に出火の痕跡は認められな
かった。●当該製品の庫内の導波管カバーに食品カス等が付着し、繰り返し使用により炭化
していたため、使用中に導波管カバーとマグネトロンアンテナ間でスパークが発生したもの
と考えられ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、本体及び取扱説明書には、「庫
内や付属品に食品カス等が付いたまま加熱しない。発煙、発火の原因となる。」旨、記載さ
れている。

(受付:2013/12/09)

( 火災 ) ( E2 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0017

 A201300649

 2013/12/07

 (事故発生地)

東京都

 2013-2598

テーブルタップ 　施設で当該製品に電気炊飯器を接続し
ていたところ、当該製品を焼損する火災
が発生した。

　○当該製品は差込プラグ部の栓刃可動部が焼損していた。○栓刃可動部のカシメ部にはア
ーク放電の痕跡が認められた。○片側の栓刃は横方向に変形していた。○一週間前から、電
気炊飯器を使用した時に焦げ臭いにおいがしていた。●当該製品の差込プラグに過大な外力
が加わったため、プラグ内の栓刃可動部に接触不良が生じ、異常発熱により出火に至ったと
考えられ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、当該製品は電気用品安全法の技術
基準に適合し、栓刃可動部の耐久性及び耐荷重性についてはＪＩＳ基準を踏まえた社内基準
に適合しており、パッケージには、「破損、変形、コードが傷んだまま使わない。」旨、記
載されている。

(受付:2013/12/25)

( 火災 ) ( E2 )

 A201300660

 2013/12/17

 (事故発生地)

千葉県

 2013-2628

電気掃除機 　当該製品を使用中、当該製品の電源コ
ード及び周辺を焼損する火災が発生した
。

　○電源コードの途中の被覆が溶融し、ススが付着していた。○溶融部の２本の電線は片側
芯線が断線・溶融し、もう一方の芯線には凹み跡が残っていた。○電源コードを交換すると
当該製品は正常に作動した。●当該製品の電源コードに外力が加わったため、内部の電線が
断線し、火花が発生したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、当
該製品は電気用品安全法の技術基準に適合しており、取扱説明書には「電源コードを傷付け
ない。傷んだ場合はショート・発火の原因となるため使用しない。」旨、記載されている。

(受付:2013/12/27)

( 火災 ) ( E2 )

 A201300677

 2013/11/17

 (事故発生地)

愛知県

 2013-3332

テーブルタップ 　当該製品に他社製テーブルタップを接
続して使用中、当該製品及び周辺を焼損
する火災が発生した。(A201300588と
同一事故)

　○壁コンセントに他社製のテーブルタップを接続し、当該製品をつないで配線を延長し、
電気こたつ上で電気鍋を使用していたところ、当該製品の差込プラグと他社製タップの接続
部から出火した。○当該製品の差込プラグ（栓刃可動式）は栓刃可動部を中心に焼損してお
り、栓刃には変形が認められ、栓刃可動部に溶融痕が確認できた。○栓刃の刃受け接触部に
発熱の痕跡はなく、当該製品は１５００Ｗまで使用可能で電気鍋（１０５０Ｗ）以外の電気
製品は接続されていなかった。●当該製品のプラグ栓刃に強い外力が加わり、プラグ内部の
栓刃可動部に緩みが生じたため、接触不良による異常発熱が発生し出火に至ったものと考え
られ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、取扱説明書には、「コードを曲げたり
、引っ張ったりしない。火災の原因になる。」旨、記載されている。

(受付:2014/01/10)

( 火災 ) ( E2 )

 A201300689

 2014/01/05

 (事故発生地)

愛知県

 2013-3441

食器洗い乾燥機 　当該製品の電源プラグ部及び周辺を焼
損する火災が発生した。

　○１か月半前に当該製品の電源プラグを接続していたマルチタップ（３口）が焦げていた
。○マルチタップが焦げた時、電源プラグも焦げていたが、マルチタップを延長コードに交
換して継続使用していた。○電源プラグは内部が焼損し、２本の栓刃は根元で溶断していた
。○当該製品本体に出火の痕跡は認められなかった。○マルチタップは廃棄されており確認
できなかった。●当該製品の電源プラグに異常が生じていたが、そのままの状態で継続使用
したため、トラッキング現象が生じて出火に至ったものと推定される。　なお、電源コード
には、「コードや電源プラグが傷んでいるときは使用しない。」旨、記載されたラベルが付
いている。

(受付:2014/01/15)

( 火災 ) ( E1 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0018

 A201300733

 2014/01/11

 (事故発生地)

静岡県

 2013-3642

電気ストーブ 　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生し、１名が病院へ
搬送され、死亡が確認された。

　○使用者は就寝時に当該製品を使用していた。○当該製品の前面ガードに繊維状の焼損物
が付着していた。○当該製品外郭は内側よりも外側の焼損が著しかった。○電源スイッチ、
転倒時ＯＦＦスイッチ、内部配線等に出火の痕跡は認められなかった。●当該製品に出火の
痕跡は認められず、前面ガードに繊維状の焼損物が付着していることから、前面ガードに可
燃物が接触し出火に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、
取扱説明書には、「就寝中は使用しない。寝具などが触れると火災の原因になる。」旨、記
載されている。

(受付:2014/01/27)

( 火災 死亡 ) ( E2 )

 A201300738

 2014/01/16

 (事故発生地)

北海道

 2013-3477

ＩＨ調理器 　当該製品を使用中、天ぷら鍋から発火
した。

　○当該製品は、トッププレート表面に過熱痕が認められたが、本体内部には焼損等の異常
は認められなかった。○使用されていた天ぷら鍋の鍋底中央と外周に油脂の炭化物の付着が
認められた。○当該製品は、天ぷらモードや加熱調理モードの通常使用において正常に作動
した。●当該製品に異常が認められないことから、使用者が油を予熱したまま、その場を離
れていた間に、鍋底に付着した油脂炭化物による温度センサーの検知遅れ等により、油が過
熱して発火し、事故に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。　なお
、取扱説明書には、「揚げ物調理中はそばを離れない、油煙が多く出たら電源を切る」旨、
記載されている。

(受付:2014/01/27)

( 火災 ) ( E2 )

 A201300803

 2014/02/05

 (事故発生地)

埼玉県

 2013-3868

電気ストーブ 　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生し、１名が病院へ
搬送され、死亡が確認された。

　○当該製品（縦型ストーブ）は前面が著しく焼損し、前面ガード上側に焼損した繊維状の
可燃物が付着していた。○台座は前面の一部が焼損し、転倒時ＯＦＦスイッチが押された状
態で固着しており、当該製品は立った状態で焼損していた。○電源スイッチの状態は確認で
きなかったが、当該製品内部に出火の痕跡は認められなかった。●当該製品の詳細な使用状
況が不明なため、事故原因の特定には至らなかったが、内部に出火の痕跡は認められないこ
とから、前面ガードに可燃物が接触して着火した可能性が考えられ、製品に起因しない事故
と推定される。

(受付:2014/02/20)

( 火災 死亡 ) ( F2 )

 A201400083

 2014/04/25

 (事故発生地)

熊本県

 2014-0383

ＵＳＢケーブル 　当該製品を使用してスマートフォンを
パソコンに接続して充電中、当該製品及
び周辺を焼損する火災が発生した。

　○スマートフォン側のコードプロテクター付近のコードが半断線しており、半断線箇所に
は溶融痕が認められた。○断線したコードは電源線であった。○パソコンやスマートフォン
には異常が認められなかった。●当該製品のコード部に過大なストレスを繰り返し加えたた
め、芯線が断線して短絡・異常発熱により、焼損したものと推定される。

(受付:2014/05/09)

( 火災 ) ( E2 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0019

 A201400093

 2014/04/30

 (事故発生地)

岡山県

 2014-0327

エアコン（窓用） 　火災報知器が鳴動したため確認すると
、当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生していた。

　○当該製品は制御基板のリレー端子が溶融して痩せ細り、端子間には球状の溶融痕が認め
られた。○リレー端子間の基板は炭化し、一部焼失している箇所が認められた。○当該製品
の内部には小動物の排泄物とみられる異物が大量に付着し、電装部もそれらの異物に覆われ
ていた。○当該製品は集合住宅の空き部屋に設置されていたが、別の空き部屋からは小動物
の死骸が確認されており、製品内部に小動物の排泄物とみられる異物が認められた。●当該
製品内部に侵入した小動物の排泄物によって、制御基板のリレー端子間でトラッキング現象
が発生し、出火に至ったものと推定される。

(受付:2014/05/16)

( 火災 ) ( F1 )

 A201400205

 2014/05/27

 (事故発生地)

兵庫県

 2014-0838

フッドミキサー 　電源プラグを差したまま当該製品の手
入れをしていたところ、スイッチが入り
、手のひらを負傷した。

　○使用者は、当該製品を使用後にコップを外し、電源プラグを差し込んだ状態で、回転部
が露出した本体の清掃をしていた。○本体及び取扱説明書には、「回転部を露出したままで
運転しない」旨、また、取扱説明書には、「お手入れするときは、スイッチを切り電源プラ
グを抜く」旨、記載されていた。●電源プラグを差し込んだ状態で清掃した際、誤ってスイ
ッチに触れたため回転部が高速回転し、左手のひらが回転部に接触して裂傷を負ったもの推
定される。

(受付:2014/07/08)

( 重傷 ) ( E2 )

 A201400210

 2014/06/25

 (事故発生地)

福岡県

 2014-0858

液晶テレビ 　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生し、１名が軽傷を
負った。

　○当該製品は、正面から見て右側の焼損が著しい状態であったが、高圧部は左側に位置し
、分解調査等の結果、当該高圧部が最も焼損が少ない状態であった。○基板は一様に焼損し
ており、短絡した痕跡等は認められず、また、電流ヒューズはいずれも溶断していなかった
。○当該製品に近接して焼損した空気清浄機は使用中であったが、事業者名及び仕様が不明
であり、異常の有無を確認することができなかった。●当該製品周辺の詳細な状況が不明で
あるため、原因の特定には至らなかったが、当該製品内部に出火の痕跡が認められないこと
から、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2014/07/10)

( 火災 ) ( F2 )

 A201400226

 2014/07/05

 (事故発生地)

兵庫県

 2014-0951

除湿乾燥機 　美容室で当該製品を使用中、当該製品
及び周辺を焼損する火災が発生した。

　○当該製品の電源コード全長は同等品（２５０ｃｍ）より約４０ｃｍ短く、電源プラグか
ら約１５０ｃｍの部分に結び目が作られていた。○電源コードの結び目の先端部分で芯線が
両極とも全断線し、断線部分には溶融痕が認められた。○当該製品の電源コードを同等品の
本体に組み込んだところ、断線部分と結び目は電源コードの本体出口部（本体下部）に位置
していることが確認された。○各種モーター、ヒーター及び内部配線には発火の痕跡は認め
られなかった。●当該製品は、電源コードの修理不良により、修理された部分で異常発熱し
、最終的に修理部分でスパークが発生し本体に延焼したものと推定される。

(受付:2014/07/22)

( 火災 ) ( E4 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0020

 A201400243

 2014/05/15

 (事故発生地)

京都府

 2014-0957

照明器具 　店舗で当該製品のスイッチを入れたと
ころ、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。

　○当該製品は天井埋込型のダウンライトであり、事故の２か月前から当該製品と繋がって
いる同型品４台が点灯しなくなっていた。○事故の２日前に電気工事業者が点検し、後日修
理することになっていた。○当該製品の磁器製ソケットに接続されていた電線が入力側、送
り側の両側で断線していたが、その他の箇所には発火の痕跡は認められなかった。○ソケッ
トと白熱電球に通電したところ、正常に点灯した。○取扱説明書には断熱材から１０ｃｍ以
上離して施工するよう注意事項が記載されていたが、当該製品はエアコンの断熱材付ダクト
が隣接する状態で設置され、離隔距離が確保されていなかった。○金属製の外郭上部にスパ
ーク痕が見られ、電線が外郭に接触、もしくは接近していた痕跡が認められた。●当該製品
は、エアコンの断熱材付ダクトが隣接して施工され、外郭との離隔距離が不足したことによ
り、外郭上部に接近した電線が使用中に異常過熱したため、電線の被覆が溶融して短絡し、
断熱材に着火したものと推定される。

(受付:2014/07/25)

( 火災 ) ( F2 )

 A201400245

 2014/07/15

 (事故発生地)

埼玉県

 2014-1052

電気掃除機 　当該製品を使用中、当該製品を焼損す
る火災が発生した。

　○当該製品はリラクゼーションサロンで使用されており、当該製品の本体内部からマッサ
ージオイル成分が検出された。○本体内部の防音板及びパッキンに焼損及び熱収縮が認めら
れた。○モーターに発熱の痕跡及び回転子コイルに層間短絡が認められた。○使用者は、事
故発生前に電源プラグを繰り返し差し直しており、基板上のマイコンメモリ（履歴）には過
電流検知８回の記録があった。○同等品のモーター回転子コイルを短絡した状態で、吸気口
からマッサージオイルを吸引しながら運転し、安全装置が作動する毎に電源プラグを差し直
したところ、事故事象が再現したが、マッサージオイルの吸引がない場合は、ヒューズが溶
断して安全に終息し、事故事象は再現しなかった。●当該製品は、モーターコイルの層間短
絡により安全装置が作動し、本体が停止した状態で、使用者が電源プラグの差し直しを繰り
返したことで、モーターコイルに過電流が流れて発熱したために、掃除機内部に吸引されて
付着していたマッサージオイルが発火したものと推定される。　なお、取扱説明書には「異
常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く」、「異常・故障時にはすぐに、販
売店へ点検・修理を依頼する」、「引火性のもの、火の気のあるものを吸わせない」旨、記
載されている。

(受付:2014/07/29)

( 火災 ) ( E2 )

 A201400269

 2014/07/26

 (事故発生地)

兵庫県

 2014-1063

エアコン 　異音がしたため確認すると、当該製品
及び周辺を焼損する火災が発生していた
。

　○当該製品は樹脂部品の殆どが焼損しており、外郭樹脂は溶け落ちた塊になっていた。○
ファンモーターの配線口出し用コネクター部が著しく焼損しており、当該部からナトリウム
、硫黄等エアコン洗浄液に含まれる導電性成分が検出された。○残存していたその他の電気
部品に発火の痕跡は認められなかった。○事故発生の約２か月前にエアコン洗浄業者が当該
製品の洗浄を行っていた。また、同時期に洗浄した別の部屋に設置されたエアコンについて
もファンモーターが焼損しており、端子部からエアコン洗浄液に含まれている成分が検出さ
れた。●当該製品は、エアコン洗浄業者による不適切な洗浄により洗浄液がファンモーター
の配線口出し部に付着し、当該部でトラッキング現象が生じたため発火に至ったものと推定
される。　なお、事業者のホームページでは、「エアコン内部の洗浄は、高い専門知識が必
要で、正しい洗浄剤の選定と洗浄方法で行わないと発煙・発火する恐れがある」旨、注意喚
起を行っている。また、日本冷凍空調工業会では、ホームページ上において、「エアコン内
部の洗浄は高い専門知識が必要です。もし誤った洗浄剤の選定・使用方法で内部洗浄を行う
と、エアコン内部に残った洗浄剤で、樹脂部品の破損・電気部品の絶縁不良などが発生し、
最悪の場合は、発煙・発火につながる恐れがある」旨、注意喚起を行っている。

(受付:2014/08/08)

( 火災 ) ( D2 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0021

 A201400328

 2014/08/19

 (事故発生地)

兵庫県

 2014-1326

電気掃除機 　当該製品を使用中、当該製品の電源プ
ラグを焼損し、周辺を汚損する火災が発
生し、１名が軽傷を負った。

　○当該製品は電源コードプロテクター直近に焼損が認められたが、それ以外に発火の痕跡
は認められず、コードリールを交換して通電すると正常に動作した。○電源コードの芯線は
プロテクター内部で断線し、断線部に強い捻れが認められた。●当該製品は、電源コードプ
ロテクター部に強い捻れを生じさせるような状態で使用されたため、プロテクター内部で芯
線が半断線して異常発熱し、出火したものと推定される。　なお、当該製品はＪＩＳ　Ｃ
８３０３（配線用差込接続器）の要求事項を満たしており、取扱説明書には、「電源コード
を引っ張らない。必ず電源プラグを持って抜く」旨、記載されている。

(受付:2014/09/04)

( 火災 ) ( E2 )

 A201400357

 2014/08/24

 (事故発生地)

大阪府

 2014-1395

ＩＨ調理器 　当該製品の上に置かれていた可燃物等
を焼損し、当該製品を汚損する火災が発
生した。

　○当該製品はトッププレート上に金属製ボウル等が置かれていた。○内部の基板、配線接
続部等に発火の痕跡は認められなかった。また、電源コード及び電源プラグに異常は認めら
れなかった。○当該製品は電源スイッチを押下した後、加熱キー又は揚げ物キーを押下しな
いと加熱しない構造であった。○室内で猫を飼育しており、当該製品のトッププレートには
猫の毛が付着していた。○事故発生場所は事故発生の２～３日前から無人であった。●当該
製品は詳細な使用状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に出火に
至る異常は認められないことから、当該製品のスイッチが外的要因で入ったことにより、ト
ッププレート上の金属製品がＩＨヒーターにより加熱された結果、接触していた可燃物が出
火したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2014/09/16)

( 火災 ) ( F2 )

 A201400368

 2014/09/04

 (事故発生地)

北海道

 2014-1387

ＡＣアダプター（タブ
レット端末用）

　タブレット端末を装着しない状態で当
該製品をコンセントに接続していたとこ
ろ、当該製品及び周辺を焼損する火災が
発生した。

　○当該製品は２口壁コンセントの上側に接続された状態で焼損していたが、事故発生時、
当該製品にタブレットは接続されていなかった。○当該製品の焼損は著しく、基板の上の電
子部品の一部が確認できなかったが、残存する基板、電子部品及び栓刃に出火の痕跡は認め
られなかった。○同等品による強制燃焼試験の結果、外郭ケースが一部熱変形して終息し、
製品外部に炎が出ることはなかった。○当該製品が接続されていた壁コンセントに出火の痕
跡は認められなかった。○壁コンセントの下側に接続された他の電気製品の電源コードの断
線部に溶融痕が認められたが、電気製品本体は確認できなかった。●当該製品は残存する電
気部品等に出火の痕跡が認められず、また、事故発生時、当該製品にタブレットは接続され
ていなかったこと、強制燃焼試験において当該製品内部からの発火の可能性は低いと考えら
れることから、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2014/09/19)

( 火災 ) ( F2 )

 A201400383

 2014/09/07

 (事故発生地)

神奈川県

 2014-1459

扇風機 　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　○当該製品の電源スイッチは切っていたが、電源プラグはコンセントから延長コードを経
由して接続していた。○電源コードの本体側引き出し部付近が断線し、溶融痕が認められた
。○ファンモーター、制御基板、内部配線等の電気部品に溶融痕等の出火の痕跡は認められ
なかった。●当該製品の電源コードに強い屈曲等の外力が加わったため、芯線が断線、スパ
ークし、出火に至ったものと推定される。　なお、当該製品は電気用品取締法の技術基準に
適合しており、取扱説明書には、「電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無
理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない」旨、記載されている。

(受付:2014/09/26)

( 火災 ) ( E2 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0022

 A201400385

 2014/09/17

 (事故発生地)

北海道

 2014-1481

電気衣類乾燥機 　事業所で当該製品及び周辺を焼損する
火災が発生した。

　○使用者は、事故発生前日に食品油等の拭き取りに使用していたカウンタークロスを洗濯
後、当該製品で乾燥し、一晩放置していた。○ドラム内部はカウンタークロスが焼損した部
分で黒く変色し、内部の樹脂部品が全て溶融していた。○ドラム内にあった焼損物の一部か
ら菜種油と同様の油分が検出された。○電気部品、配線等に出火の痕跡は認められなかった
。●当該製品に出火の痕跡が認められなかったことから、油分が付着したカウンタークロス
を洗濯し、乾燥させていたため、残留していた油脂成分が酸化熱により自然発火し、火災に
至ったものと推定される。　なお、取扱説明書及び本体表示には、「油の付着した物は洗濯
後でも絶対に乾燥しない。油などの酸化熱による自然発火や引火の恐れがある。」旨、記載
されている。

(受付:2014/09/29)

( 火災 ) ( E1 )

 A201400395

 2014/09/25

 (事故発生地)

神奈川県

 2014-1487

デスクトップパソコン 　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　○当該製品の本体内に増設されたＨＤＤ（ハードディスク）５台の内、一番上のＨＤＤに
接続する電源ケーブル用コネクターを中心に著しく焼損していた。○電源コネクターのＤＣ
１２Ｖ端子とＧＮＤ端子が焼失していた。○増設したＨＤＤ及び電源ケーブルは、事業者を
通じて入手したものではなかった。●当該製品に増設されたＨＤＤに接続する電源ケーブル
用コネクターの差し込み不良等により出火したものと考えられ、製品に起因しない事故と推
定される。

(受付:2014/10/02)

( 火災 ) ( F2 )

 A201400398

 2014/09/15

 (事故発生地)

兵庫県

 2014-1492

電気こんろ 　当該製品の上に置かれていたＩＨ調理
器を使用したところ、周辺を焼損し、当
該製品を汚損する火災が発生した。

　○当該製品の上に置かれた電源に接続されていないＩＨ調理器が焼損していた。○当該製
品のスイッチ内部部品は摩耗しており、押し回し機構は機能していなかったが、スイッチに
はスイッチガードを備えており、体や物が当たっても容易にスイッチが入らない構造であっ
た。○当該製品の内部に焼損は認められなかった。●当該製品のスイッチ内部部品は摩耗し
ていたが、スイッチが容易に入らないよう対策されていることから、スイッチを回す動作を
行わない限り意図せずスイッチが入ることは考えにくいことから、製品に起因しない事故と
推定される。

(受付:2014/10/02)

( 火災 ) ( F2 )

 A201400400

 2014/09/06

 (事故発生地)

熊本県

 2014-1440

配線器具（コードリー
ル）

　事業所で当該製品に複数のバッテリー
を接続して充電中、当該製品を焼損する
火災が発生した。

　○当該製品はリールに巻いた状態のまま、延長コードを経由して合計３０台の自動車用バ
ッテリー充電器が接続されていた。○当該製品に巻かれていたケーブルは被覆が炭化・焼損
し、隣接するケーブルの被覆が熱の影響で溶着していた。○引き出されていたケーブル及び
電源プラグに焼損等の異常は認められなかった。●当該製品が巻かれた状態で使用され、許
容値（６Ａ）を超える電流が長時間流れたため、ケーブル内で蓄熱し発火に至ったものと推
定される。　なお、本体表示には「全部巻いたままで使用する場合は６Ａ以下で使用する旨
」、記載されている。

(受付:2014/10/03)

( 火災 ) ( E1 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0023

 A201400403

 2014/09/25

 (事故発生地)

岡山県

 2014-1439

電気こんろ 　当該製品の上に置かれていた電気製品
を焼損する火災が発生した。

　○当該製品の上に置かれていた樹脂製のトレイ及び電磁調理器が焼損し、当該製品にも焼
損が認められた。○事故発生時、電源スイッチは「入」状態であった。○当該製品のスイッ
チつまみ部は意図せず容易にスイッチが入らないようガードが設けられており、電源スイッ
チの動作等にも異常は認められなかった。○キッチンユニット壁面の見え易い位置に、「ヒ
ーターの上や周囲に可燃物は絶対に置かない。」旨、表示されていた。●当該製品のこんろ
の上に可燃物が置かれた状態で電源スイッチを入れたため、可燃物が加熱され焼損したもの
と推定される。

(受付:2014/10/06)

( 火災 ) ( E2 )

 A201400406

 2014/09/26

 (事故発生地)

大阪府

 2014-1531

電気掃除機 　当該製品を使用中、当該製品の電源コ
ード及び周辺を焼損する火災が発生した
。

　○当該製品の本体に異常は認められず、電源コード（全長５ｍ）の一部が断線していた。
○当該コードは、電源プラグ先端から約３．５ｍの箇所で断線し、当該断線部分に溶融痕が
認められた。○当該コードの断線箇所の近傍に絶縁被覆が削り取られたような損傷が認めら
れ、当該箇所の芯線に素線の断線が認められた。○使用者はペット（小型犬）を室内で放し
飼いにしていた。●当該製品の電源コードが、ペットによる囓り等の外力で絶縁被覆が損傷
して短絡し、出火に至ったものと推定される。　なお、本体及び取扱説明書には、「電源コ
ードを破損させない。電源コードが傷んだ場合は使わない。感電・ショート・発火・けがの
原因になる。」旨、記載されている。

(受付:2014/10/06)

( 火災 ) ( F2 )

 A201400407

 2014/09/20

 (事故発生地)

兵庫県

 2014-1525

オーブントースター 　当該製品を焼損する火災が発生した。 　○当該製品の外観は原型を留めているが、庫内、前面部、天面の焼損が著しい状態であっ
た。○庫内にはトランプの束とリモコンが焼けた状態で残存しており、扉は開いていた。○
ゼンマイ式のタイマーは「切」の状態であった。○電源コード、ヒーター管及び内部配線に
断線等の出火の痕跡は認められなかった。○当該製品は普段から小物入れとして使用されて
いたが、電源は接続された状態であった。○同等品を確認した結果、タイマーは「２」の位
置（つまみ部が水平より約４５度傾いた状態）がＯＮ／ＯＦＦの分岐点であり、回転トルク
は適度な重さがあった。○扉が開いた状態でもヒーターに通電される構造であった。●当該
製品は、製品内部に出火の痕跡が認められないことと、タイマースイッチの回転トルクは適
度な重さがあることから、意図せず電源がＯＮになるものではないと考えられ、製品に起因
しない事故と推定される。

(受付:2014/10/07)

( 火災 ) ( F2 )

 A201400417

 2014/09/05

 (事故発生地)

愛知県

 2014-1548

照明器具 　発煙に気付き確認すると、当該製品及
び周辺を焼損する火災が発生していた。

　○当該製品は天井埋め込み型の白熱灯照明器具で、端子台とソケットを接続する配線が断
線し、断線部に溶融痕が認められた。　また、断線部付近の配線被覆が硬化していたが、端
子台付近は柔軟性があった。○ソケット内部の電球の中心電極との接触部にスパーク痕が認
められた。○電球の中心電極に荒れが認められた。○当該製品が設置されていた天井埋め込
み穴には断熱材がかぶさっており、天井より落下した断熱材が焦げていた。○端子台に接続
していた屋内配線に溶融痕等の異常は認められなかった。●当該製品に電球が確実に取り付
けられていなかったため、接触不良により、異常発熱し、配線被覆が絶縁劣化によりショー
トし、出火に至ったものと推定される。また、当該製品が断熱材で覆われていた事も被覆の
絶縁劣化に影響したものと推定される。　なお、取扱説明書には、「電球を確実に取り付け
る」、「断熱材、防音材をかぶせて使用しない。火災の原因となる。」旨、記載されている
。

(受付:2014/10/10)

( 火災 ) ( E2 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0024

 A201400422

 2014/10/03

 (事故発生地)

京都府

 2014-1561

電気冷凍庫 　当該製品を使用中、当該製品を焼損す
る火災が発生した。

　○当該製品の外郭は前面及び側面が著しく焼損し、側面下方にある開口部内部の電装部品
が焼損していた。○表示基板のはんだ面は一部がグラファイト化しトラッキング現象の痕跡
が認められた。○コンプレッサー、コンデンサー等その他の電装部品及び内部配線に発火痕
跡は認められなかった。○当該製品は屋内仕様であったが、屋外で約１０年使用されていた
。●当該製品を屋外に設置し長期間使用されたことで内部に雨水などの異物が浸入し、トラ
ッキング現象により表示基板から出火したものと推定される。

(受付:2014/10/15)

( 火災 ) ( F2 )

 A201400445

 2014/10/07

 (事故発生地)

福岡県

 2014-1629

コンセント 　当該製品に電気製品を接続して使用後
、当該電気製品の電源プラグを抜くと、
当該製品を焼損する火災が発生した。

　○当該製品の背面に挿入された屋内配線の一方が熱変色し、屋内配線や錠ばねにスパーク
痕が多数認められた。○もう一方の屋内配線に発熱の痕跡は認められなかった。○変色して
いた屋内配線や当該製品の端子板から、塩素とカルシウムが検出されたが、コンセントカバ
ー及びコンセント本体には、外観上異物の侵入や付着等の痕跡は認められなかった。○屋内
配線の被覆が推奨位置よりも長くむかれており、通常の錠ばね接触位置よりも奥側の位置に•
き傷が認められた。●当該製品の施工時に屋内配線を変形させた、又は端子板に異物が付着
したため、当該製品の端子板と屋内配線との間で接触不良となり、錠ばねに通電され発熱し
たものと推定される。

(受付:2014/10/22)

( 火災 ) ( D1 )

 A201400450

 2014/10/13

 (事故発生地)

徳島県

 2014-1644

シュレッダー 　可燃性ガスを含む潤滑剤スプレーを使
用して当該製品を整備中、当該製品を焼
損する火災が発生した。

　○当該製品に焼損等の異常は認められず、正常に動作した。○紙投入口に付着した液体か
ら、可燃性ガスを含む潤滑剤スプレーと同じ成分が検出された。○モーターブラシからの火
花は、正常品と同程度であった。●当該製品に潤滑剤スプレーを吹き付けたため、含有する
可燃性ガスがモーターブラシの火花により引火して、出火したものと推定される。　なお、
当該製品の取扱説明書及び本体表示には、「本体やカッター部に潤滑油等の可燃性のものを
塗布したり、吹き付けたりしない。」旨、記載されている。

(受付:2014/10/24)

( 火災 ) ( E2 )

 A201400455

 2014/10/13

 (事故発生地)

福島県

 2014-1560

電気炊飯器 　当該製品のタイマーをセットして就寝
中、当該製品及び周辺を焼損する火災が
発生し、１名が軽傷を負った。

　○当該製品は、内釜の下に当該製品に使用されていない金属製異物（バネ）が認められ、
樹脂製の内釜受けにバネの大きさ程度の凹みが認められた。○ＩＨコイルの芯線に溶融痕が
認められた。○電源コード、基板等のその他の電気部品に溶融痕等の出火の痕跡は認められ
なかった。●当該製品は、内釜の下に金属製異物（バネ）が入り込み、炊飯時の電磁誘導に
よりバネが加熱される状態で継続使用されたため、内釜受け下のＩＨコイルに熱が加わるこ
とにより芯線の被覆に絶縁不良が発生して短絡し、出火に至ったものと推定される。

(受付:2014/10/27)

( 火災 ) ( E2 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0025

 A201400466

 2014/10/17

 (事故発生地)

滋賀県

 2014-1695

電気ロースター（電気
魚焼き器）

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　○当該製品の水受皿に水を入れず、数匹の秋刀魚を入れてスイッチを入れ、その場を離れ
ていた。○事故品は全焼状態で特に側面が著しく焼損していた。○電源コード及び内部配線
に短絡痕等の発火の痕跡は認められなかった。○受皿や受皿の外側に位置するヒーター取り
付け金具に油脂成分が付着していた。○再現試験の結果、受皿が正常位置の場合は炎は製品
外部に出なかったが、受皿を確実にセットしなかった場合には、蓋が確実に閉まらず隙間か
ら炎が外部に漏れた。●当該製品を頻繁に使用する間に受皿周辺に油脂成分が堆積し、受皿
に水を張らず、且つ確実にセットしない状態で使用したため調理物が発火し、堆積していた
油脂成分に引火して周囲に延焼したものと推定される。　なお、製品本体上には、「可燃物
の近くで使わない。使用中は本体から離れない。」また、取扱説明書には、「壁や家具（木
製）の近くでは使わない。使用中は本体から離れない。使用後は必ずお手入れをする。水を
約３００ｍｌ受皿に入れる。受皿・ふた・上ヒーター・下ヒーターを確実にセットする。」
旨、記載されている。

(受付:2014/10/31)

( 火災 ) ( E1 )

 A201400477

 

 (事故発生地)

兵庫県

 2014-0596

携帯電話機 　当該製品を使用していたところ、当該
製品の塗料が剥がれ、手のひらに湿疹を
発症した。

　○当該製品の塗料を削り、使用者にパッチテストをしたところ、陽性であった。○当該製
品の塗料および下地から検出された、皮膚炎を発症する可能性のある物質を、使用者にパッ
チテストしたが、いずれも陰性であったことから、原因物質は特定できなかった。○同種事
故は発生していない。○使用者は、当該製品の使用を中止して半年以上経っても、症状が続
いている。●当該製品から原因物質を特定することはできなかったが、当該製品型式による
同種事故も発生していないことから、使用者個人の感受性による可能性が考えられ、製品に
起因しない事故と推定される。

(受付:2014/11/05)

( 重傷 ) ( F2 )

 A201400484

 2014/10/21

 (事故発生地)

千葉県

 2014-1741

延長コード（ＵＳＢ充
電ポート付）

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　◯当該製品は、２口コンセントと２口のＵＳＢ充電ポートで構成されるマルチタップであ
る。◯当該製品の刃受け金具と基板の接続部の一部が焼失し、接続されていたコード芯線に
溶融痕が認められた。◯プラグ栓刃とコードに出火の痕跡は認められない。◯事故発生時、
室内は無人であったが、室内で猫が飼われていた。◯事故品の基板、差込口カバー及び刃受
けカバーから、尿成分が検出された。●当該製品のコンセントプラグ差し込み口から、内部
に液体（猫の尿）が浸入したため、基板の異極間でトラッキング現象が発生し、出火に至っ
たものと推定される。

(受付:2014/11/07)

( 火災 ) ( F1 )

 A201400493

 2014/10/26

 (事故発生地)

石川県

 2014-1660

液晶テレビ 　建物を全焼する火災が発生し、４名が
死亡した。現場には当該製品があった。

　○出火元とみられる居室の壁コンセント付近に、電源プラグの栓刃が残存しており、同一
居室内には当該製品があった。○残存していた電源プラグの栓刃と壁コンセントの刃受け金
具に、溶融痕が認められたことから、出火元は当該箇所と推定される。○残存していた電源
プラグの栓刃は、当該製品の部品ではなかった。●壁コンセントと電源プラグの栓刃の接触
不良により出火したものと考えられるが、残存していた電源プラグの栓刃は、当該製品の部
品ではなかったことから、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2014/11/11)

( 火災 死亡 ) ( F2 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0026

 A201400498

 2014/06/22

 (事故発生地)

神奈川県

 2014-1791

発電機（携帯型） 　当該製品を使用中、一酸化炭素中毒に
より１名が軽症を負う事故が発生した。

　〇内装工事を行っていた使用者は、屋内の作業現場で当該製品２台を使用していた。〇当
該製品が使用されていた作業現場の詳細は特定できなかった。〇使用者が当該製品を屋内で
使用した経緯、作業内容及び作業時間は特定できなかった。〇当該製品はガソリンエンジン
を用いた発電機であるが、排気ガスに多量の一酸化炭素が含まれていることから、換気の悪
い屋内で使用することが禁止されていた。○一般社団法人日本陸用内燃機関協会のホームペ
ージでは、排気ガスには一酸化炭素が含まれている旨、換気の悪い場所では使用しない旨、
記載されている。●当該製品の事故状況の詳細は特定できなかったが、使用者が当該製品を
屋内で使用したために、当該製品から発生した排気ガスによって一酸化炭素中毒となり、事
故に至ったものと推定され、製品に起因しない事故と推定される。　なお、取扱説明書には
、「排気ガスは一酸化炭素など有害成分を含んでいるので、室内、車内、倉庫内など換気の
悪い場所や排気ガスがこもる場所で使用しない」旨、記載されている。

(受付:2014/11/12)

( CO中毒 ) ( E2 )

 A201400529

 2014/11/04

 (事故発生地)

富山県

 2014-1748

水槽用サーモスタット
付ヒーター

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　○当該製品は、空だき防止用安全装置を有しており、電源プラグを抜き再度差し込むこと
で通電が復帰する構造であった。○当該製品は、事故の数か月前から電源プラグを差したま
ま、水槽の外に出されており、その上に可燃物が積まれていた。○事故発生の約２時間前に
、付近一帯の停電があり、送電が再開されてすぐに出火した。○電源プラグの栓刃、電源コ
ード、ヒーター線、制御基板等に異常は認められなかった。●当該製品は、電源プラグを差
した状態で水槽外に置いていたことで、空だき防止用安全装置が働いて停止していたが、停
電後の再送電によって通電し、空だき状態となって周辺の可燃物から出火したものと推定さ
れる。　なお、取扱説明書には、「ヒーターは必ず水中で使用し、水槽からヒーターを取り
出すときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く」旨、記載されている。

(受付:2014/11/25)

( 火災 ) ( E2 )

 A201400551

 2014/11/12

 (事故発生地)

東京都

 2014-1961

配線器具（スイッチ） 　当該製品を焼損する火災が発生した。 　○当該製品の外郭に焼損が認められ、内部のダイオード及び表示灯用ＬＥＤ基板の一部が
焼失していた。○当該製品は、適合負荷が１～５０Ｗ（定格電流０．５Ａ）の低電力用スイ
ッチであった。○当該製品は白熱灯照明器具用のスイッチとして使用されており、照明器具
には２灯合計１４０Ｗのランプが接続されていたことから、照明点灯時、約１．４Ａの電流
が流れていた。○ランプは、集合住宅竣工当時から取り付けられていた。○取扱説明書には
、「定格電圧・定格電流を超えて使用しない。」旨、記載されているとともに、過負荷にな
らないようにスイッチで入切する器具に貼付する負荷容量表示シールが同梱されていた。●
当該製品は、定格電流を超える負荷（照明器具）が接続されていたため、製品内部のダイオ
ードが異常発熱して故障し、表示灯用ＬＥＤ基板に過電流が流れて焼損したものと推定され
る。　なお、同じ集合住宅で当該製品を使用していた他の住居に対し、十分な定格電流のあ
るスイッチに交換した。

(受付:2014/12/04)

( 火災 ) ( D1 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0027

 A201400556

 2014/11/24

 (事故発生地)

群馬県

 2014-1983

電動工具（丸のこ） 　作業場で当該製品を使用中、１名が重
傷を負った。

　○当該製品ののこ刃の保護カバーが変形してベースに接触し、スプリングの力では元の位
置に戻らない状態のため、人体などが不用意にのこ刃に接触することを防止する保護カバー
の機能が損なわれていた。○保護カバーの動作以外（スイッチの動作、回転異常・振動の有
無等）は、特に異常なかった。○本体の警告ラベル（保護カバーが円滑に動くことを確認す
る旨）が剥がれていた。○使用者は、保護カバーが正常に作動しない状態であったことを認
識していた。○使用者は、外壁材料の切断作業後、のこ刃が回転したまま当該製品をコンク
リートの地面に置いた。●当該製品の保護カバーが作動しない状態であったにもかかわらず
、使用者が、切断作業直後に当該製品ののこ刃が回転した状態で地面に置いたため、当該製
品が地面に弾かれ、被害者の方へ向かい、それをよけようとして右手甲を負傷したものと推
定される。　なお、取扱説明書には、「使用する前に保護カバーが円滑に動くことやその他
の損傷がないか十分点検し正常に作動するか確認する、回転したまま台や床などに放置しな
い、保護カバーが円滑に動かない場合は速やかに修理する」旨、記載されている。

(受付:2014/12/08)

( 重傷 ) ( E2 )

 A201400566

 2014/10/20

 (事故発生地)

埼玉県

 2014-2021

ノートパソコン 　当該製品を充電中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　○当該製品は、バッテリーパック取り付け部の外郭に焼損が認められるが、内部の基板な
どの電気部品に出火した痕跡は認められなかった。○バッテリーパック内の電池セルを確認
したところ、一部の電池セルの配置が正規品と異なっていることが確認された。〇バッテリ
ーパックの焼損は著しく、電池セルに開裂や底部のふくれがあり、異常発熱した痕跡が認め
られた。〇当該製品に装着されていたバッテリーパックは、使用者が本体とは別にインター
ネット・オークションにて購入したものであった。●当該製品に装着されたバッテリーパッ
ク内の電池セルが内部短絡したため、異常発熱し、焼損したものと推定されるが、当該製品
本体に異常が認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2014/12/11)

( 火災 ) ( F2 )

 A201400574

 2014/12/09

 (事故発生地)

大阪府

 2014-2057

電子レンジ 　店舗で当該製品の庫内を焼損する火災
が発生した。

　○当該製品は、店舗の食品売場で買い物客が自由に使用できるように設置されていた。○
当該製品は庫内のみの焼損しており、通電部及び操作回路に異常は認められなかった。○庫
内のガラス皿の一部が溶融し、回転ローラー部の一部が溶融・炭化していた。○ガラス皿は
回転軸から外れ落ちた状態で、ガラス皿の上部に食品カス（パン粉等）が付着し、焼損部に
は食品の炭化物が付着していた。○当該製品の庫内をクリーニングした後、新しいガラス皿
と回転ローラーを取付け、各種動作検証を行った結果、庫内でのスパークや異常動作、異常
過熱等は生じなかった。●当該製品の庫内のガラス皿の位置がずれ、加えて食品カス等が付
着した状態で空だき運転されたため、食品カス等が過熱し、庫内が焼損したものと推定され
る。　なお、製品本体上には、「食品カスなどがついたまま加熱しない。空だきしない。」
旨、取扱説明書には、「食品・油・煮汁などで汚れたままにしたり、加熱したりしない。庫
内がカラのまま作動させない。」旨、記載されている。

(受付:2014/12/16)

( 火災 ) ( E1 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0028

 A201400586

 2014/12/05

 (事故発生地)

福島県

 2014-2080

電気脱臭装置 　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　○使用者は、室内で犬を飼っていた。○当該製品の電源コードの焼損部に、断線及び溶融
痕が認められた。○電源コードの焼損していない箇所に、犬が噛んだことによるものとみら
れる破損が認められた。○当該製品内部のファンモーター等の電気部品に出火の痕跡は認め
られなかった。●当該製品の電源コードを室内で飼っていた犬が噛んだため、被覆が損傷し
て短絡・スパークが発生し、出火に至ったものと推定される。

(受付:2014/12/18)

( 火災 ) ( F1 )

 A201400598

 2014/12/06

 (事故発生地)

東京都

 2014-2088

スチームアイロン 　当該製品の電源プラグをコンセントに
差し込んだところ、当該製品の電源プラ
グ部及び周辺を焼損する火災が発生した
。

　○当該製品は、電源プラグのプロテクター付近の電源コードに焼損が認められた。○電源
コード焼損部は、片側の芯線が全断線、もう一方の芯線は数本が断線していた。○当該製品
の電源プラグは、壁コンセントに接続した可動式３口タップを介して、壁面と平行に接続さ
れていた。●焼損時の詳細が不明のため、事故原因の特定には至らなかったが、電源コード
に過度の応力が加わったことで断線して、スパークし、火災に至ったものと考えられ、製品
に起因しない事故と推定される。　なお、当該製品は電気用品安全法の技術基準に適合して
いる。

(受付:2014/12/19)

( 火災 ) ( F2 )

 A201400610

 2014/12/04

 (事故発生地)

石川県

 2014-2025

電気スタンド 　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　○当該製品は、支柱（金属製）に熱変色が認められ、台座には焼損物及び樹脂部が溶融し
た中間スイッチが付着していた。○電源コードの中間スイッチと本体間で被覆が焼失して断
線し、断線部に溶融痕が認められたが、一次痕、二次痕のいずれであるかの特定には至らな
かった。○電源プラグ、電球及び中間スイッチの接点に、出火に至ったような異常は認めら
れなかった。○中間スイッチの接点は離れていたが、可動部の支点も取り付け箇所から脱離
しており、事故当時のスイッチの状態（入／切）は不明であった。○当該製品は、可燃物に
密着して置かれていた。●当該製品の詳細な使用状況が不明のため、事故原因の特定には至
らなかったが、通電に伴う熱の影響で周囲の可燃物に着火した可能性が考えられ、製品に起
因しない事故と推定される。

(受付:2014/12/25)

( 火災 ) ( F2 )

 A201400619

 2014/12/04

 (事故発生地)

愛知県

 2014-2173

電気炊飯器 　異音がしたため確認すると、当該製品
及び周辺を焼損する火災が発生していた
。

　○当該製品の電源コードが、電源プラグのプロテクター端部付近で断線し、溶融痕が認め
られた。○その他の電気部品に異常は認められず、電源コードを交換して通電したところ、
正常に動作した。●当該製品の電源プラグのプロテクター端部付近に過度の外力が加わった
ため、コードの芯線が断線・スパークし、出火に至ったものと推定される。　なお、当該製
品は電気用品安全法の技術基準に適合しており、取扱説明書には、「電源コードを傷付けた
り、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。火災の原因となる。」旨、記載さ
れている。

(受付:2014/12/25)

( 火災 ) ( E2 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0029

 A201400671

 2015/01/07

 (事故発生地)

岐阜県

 2014-2348

電気温風機（セラミッ
クファンヒーター）

　当該製品を使用中、当該製品のプラグ
部を焼損する火災が発生した。

　○当該製品を受付カウンター下のコンセントに接続し、足元に置いて使用していた。○当
該製品の本体に焼損等の異常は認められなかったが、電源コードが電源プラグのコードプロ
テクター端部付近で断線、焼損していた。○電源コードの断線部には、溶融痕が認められた
。●当該製品は、電源プラグのコードプロテクター端部に引っ張りや屈曲などの過度の外力
が繰り返し加わったため、電源コードが断線、スパークし、火災に至ったものと推定される
。　なお、当該製品は電気用品安全法の技術基準に適合しており、取扱説明書には、「電源
コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。火災の原因になる。」旨、記
載されている。

(受付:2015/01/16)

( 火災 ) ( E2 )

 A201400706

 2015/01/17

 (事故発生地)

愛知県

 2014-2419

携帯電話機 　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　○当該製品はバッテリーカバー側の焼損が著しいが、液晶パネル及び操作ボタン部の焼損
はわずかであった。○リチウムバッテリーの焼損は著しく、２か所に凹みが認められ、一方
の凹み部の負極基材には溶融痕や損傷が認められた。○本体内部の基板に溶融痕等の出火の
痕跡は認められず、基板を同等品に組み込んだところ正常に動作した。○充電器に通電した
ところ正常に出力（ＤＣ５Ｖ）した。○リチウムバッテリーの保護回路基板に異常は認めら
れなかった。○当該製品は、過去に落としてバッテリーカバー及びバッテリーが外れたこと
があった。●当該製品のリチウムバッテリーに強い外力が加わったため、セパレーターの絶
縁性が低下し、繰返しの充放電等によりさらに絶縁性の低下が進行し、極板が内部短絡し出
火に至ったものと推定される。　なお、取扱説明書には、「落としたり踏みつけたりしたバ
ッテリーは使用しない。破裂、発火の原因となる。」旨、記載されている。

(受付:2015/01/30)

( 火災 ) ( E2 )



　製品区分：　02.台所・食卓用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0030

 A201300512

 2013/09/23

 (事故発生地)

千葉県

 2013-1999

鍋 　当該製品で調理中、当該製品が転倒し
、内容物がこぼれて足にかかり、火傷を
負った。

　○事故発生時、使用者は、ガスこんろのごとくの上に当該製品を置いており、製品の取っ
手は握っていなかった。○使用者は、当該製品で玉ねぎをゆでていたが、玉ねぎや水の量は
不明であった。また、当該製品が置かれていたガスこんろの詳細も特定できなかった。○事
故発生時に、当該製品のガラス蓋が使われていたかは不明である。○ＳＧ基準（ＣＰＳＡ
０１２３クッキングヒーター用調理器具）を適用し、当該製品をガラス蓋を取った状態で水
平な台上に静置したところ、がたつき等は認められなかった。また、満水容量の水を入れて
ガラス蓋をかぶせた状態で、板の上に載せ、取手を下方向にして１５°傾斜させた状態でも
、当該製品は転倒することなく、安定していた。○当該製品に満水容量の２０％以上の水が
入れた場合、ガラス蓋及びＳＩセンサーの有無にかかわらず、当該製品は安定することが確
認された。○事故品を同等品と比較した結果、重量や寸法に大きな差異は認められなかった
。●当該製品の詳細な使用状況が不明なことから、事故原因の特定には至らなかったが、当
該製品にがたつきや変形も認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2013/11/05)

( 重傷 ) ( F2 )

 A201400439

 2014/09/07

 (事故発生地)

神奈川県

 2014-1630

鍋（取っ手着脱式） 　当該製品で調理後、水につけたところ
、蒸気により右腕に火傷を負った。

　○当該製品に変形や破損等の異常は認められなかった。○加熱直後の当該製品を流水に当
てた際の周辺水蒸気の温度は、概ね７０～８０℃の範囲であった。○使用者が加熱調理後の
当該製品を左手に持って流水に当てた際、右腕は当該製品の近傍に位置していた。●当該製
品に変形等は認められず、加熱後に流水に当てた際も、熱水がとびはねる等の異常は認めら
れなかったことから、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2014/10/20)

( 重傷 ) ( F2 )

 A201400560

 2014/10/19

 (事故発生地)

岡山県

 2014-1986

鍋 　当該製品で調理後、火を止めてフタを
開けたところ、内容物が飛び出して火傷
を負った。

　○使用者は、当該製品に炊き込みご飯の具材を入れ、ガスこんろで調理をしていた。○耐
熱陶器製の鍋に変形、破損等の異常は認められなかった。○同等品による再現試験を行った
が、調理後、フタを開けた際に、鍋から具材が飛び出すことはなかった。●当該製品に異常
は認められないことから、フタを開けた際に突沸現象が生じ内容物が飛び出したため、事故
に至ったものと推定される。

(受付:2014/12/09)

( 重傷 ) ( F1 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0031

 A200901168

 2010/03/12

 (事故発生地)

愛知県

 2010-0150

石油温風暖房機（開放
式）

　当該製品を点火したところ、当該製品
から出火し、建物が全焼した。

　○当該製品は、給油して数十分後に、置台付近から炎が上がっていた。○当該製品の給油
タンクから、ガソリン成分が検出された。○使用者宅では、灯油、ガソリン、混合油が保管
されていた。●使用者が給油タンクへガソリンを誤って給油したため、当該製品使用時の熱
で給油タンクの内圧が上昇してガソリンが置台に漏れ出し、炎が引火して火災に至ったもの
と推定される。　なお、当該製品本体、給油タンク及び取扱説明書には「ガソリン厳禁」と
記載されていた。

(受付:2010/03/29)

( 火災 ) ( E1 )

 A201000211

 2010/06/04

 (事故発生地)

静岡県

 2010-1092

ガス栓（ＬＰガス用） 　ガスこんろを点火した際、異音ととも
に、当該製品と低圧ホース（継ぎ手が付
いているホース）の接続部より出火し、
当該製品が焼損した。（A201000214、
A201000232と同一事故）

　○当該製品のつまみに焦げが認められたが、傷及び打痕はなかった。○当該製品のガス気
密性は開栓・閉栓時ともに確保されており、ヒューズは正常に作動した。○迅速継ぎ手接続
部の寸法は基準値を満たしていた。○当該製品に接続された継ぎ手ホースのソケットは、グ
リル排気口のカバーがアルミ箔で覆われたガスこんろの背面に設置されていた。●当該製品
に異常は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。　 なお、当該製品に
接続された継ぎ手ホースのソケットがガスこんろ背面の中央部に設置されており、ガスこん
ろのグリル排気口のカバーが使用者によりアルミ箔で覆われていたため、グリル使用時にガ
スこんろ背面が高温となり、継ぎ手ホースのソケットが溶融・損傷してガス漏れが生じ、ガ
スこんろの操作ボタンを押したときのスパークで引火し、焼損したものと推定される。

 (受付:2010/06/11)

( 火災 ) ( F2 )

 A201000232

 2010/06/04

 (事故発生地)

静岡県

 2010-1158

継ぎ手ホース（ＬＰガ
ス用）

　ガスこんろを点火した際、異音ととも
に、当該製品とガス栓の接続部より出火
し、当該製品及び周辺が焼損した。（
A201000211,A201000214と同一事故）

　○当該製品のガス栓側のソケット可動部の樹脂が溶融・損傷して穴が開き、ガス漏れが生
じていた。○ソケットの各部品は、正常に組み付けられていた。○当該製品のガス栓側ソケ
ットは、グリル排気口のカバーがアルミ箔で覆われたガスこんろの背面中央部に設置されて
いた。●当該製品のガス栓側のソケットがガスこんろの背面中央に設置されており、ガスこ
んろのグリル排気口のカバーが使用者によりアルミ箔で覆われていたため、グリル使用時に
ガスこんろ背面が高温となり、当該製品のソケット部が溶融・損傷してガス漏れが生じ、ガ
スこんろの操作ボタンを押したときのスパークで引火し、焼損したものと推定される。

 (受付:2010/06/17)

( 火災 ) ( F2 )

 A201200155

 2012/03/20

 (事故発生地)

高知県

 2012-0443

ガスストーブ（ガスボ
ンベ式）

　当該製品のカセットボンベを交換し、
使用しようとしたところ、当該製品から
出火し、当該製品を焼損、１名が負傷し
た。（A201200195と同一事故）

　○当該製品とカセットボンベを正常に設置した場合、ガス漏れは検知されなかった。○ガ
スボンベのフランジ切欠き部分とストーブの凸部を合わせないで装着するとガス漏れが生じ
、ガスボンベ装着レバーも重なった。○凹凸を合わせて装着すると付かない圧着痕が、ガス
ボンベのフランジに認められた。○ガスボンベの下部缶の保持する金具が広がっていた。●
当該製品に使用者がガスボンベを装着する際に、凹凸を合わせず無理にガスボンベ装着レバ
ーを押したため、ガスボンベ接続口でガスが漏れ、着火動作によって漏れたガスに引火し、
着用していた衣服に着火して事故に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定さ
れる。　なお、取扱説明書には、「カセットボンベの凹みとストーブの凸部を合わせて設置
する」旨、記載されている。

(受付:2012/05/24)

( 重傷 ) ( E2 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0032

 A201200433

 2012/09/07

 (事故発生地)

福井県

 2012-1345

開放式ガス瞬間湯沸器
（ＬＰガス用）

　当該製品の周辺を焼損する火災が発生
した。

　○床に置かれた書類等が焼損していたが、上方に設置されていた当該製品に変形や焼損し
た痕跡は認められなかった。○当該製品に着火不良は認められず、動作は正常であった。○
当該製品及びガス配管にガス漏れは認められなかった。○出火時、事務室は不在で、窓やド
アは閉まっており、換気扇は動いていなかった。●事故当時の詳細な状況が不明のため、事
故原因の特定には至らなかったが、当該製品には着火不良などの異常が認められないことか
ら、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2012/09/13)

( 火災 ) ( F2 )

 A201200444

 2012/09/06

 (事故発生地)

長崎県

 2012-1400

ガスこんろ（ＬＰガス
用）

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生し、１名が負傷し
た。

　○事故当時、製品本体が１８０°近く回転していて、ガス栓に接続されたゴム管に当該製
品は接続されていなかった。○ゴム管は焼損していなかった。○当該製品は左側面の正面側
の焼損が著しく、当該箇所は内部より外部の焼損が著しかった。○当該製品の左バーナー及
びグリルは点火状態であった。●事故当時の詳細な状況が不明のため、事故原因の特定には
至らなかったが、当該製品は使用状態ではなかったことから、製品に起因しない事故と推定
される。

(受付:2012/09/18)

( 火災 重傷 ) ( F2 )

 A201200633

 2012/11/04

 (事故発生地)

福井県

 2012-2158

カセットボンベ 　当該製品をカセットこんろに接続して
使用中、当該製品が爆発する火災が発生
し、３名が火傷を負った。（20122061
と同一事故）

　○当該製品は、缶底が缶胴部のカシメ部より外れていた。○缶底及び缶天蓋部は膨らんで
いた。○缶天蓋部には、カセットこんろの容器受けガイドとの打痕が認められた。○カセッ
トこんろのボンベ収納部に、ススや焦げ跡等は認められなかった。●事故当時の詳細な使用
状況が不明のため、事故原因の特定には至らなかったが、当該製品は過熱されたことにより
内圧がかかって破壊したものと考えられることから、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2012/11/27)

( 火災 ) ( F2 )

 A201200636

 2012/11/05

 (事故発生地)

群馬県

 2012-2149

ガスこんろ（ＬＰガス
用）

　異臭に気付き確認すると、当該製品及
び周辺を焼損する火災が発生していた。

　○当該製品のグリル器具栓は開状態であった。○グリル内部及びグリル水入れ皿には、炭
化物が大量に堆積していた。○当該製品は、過熱防止装置や消し忘れタイマー等は搭載され
ていない。●当該製品のグリルの器具栓が開いていたことから、使用者がグリルを誤って点
火し、消し忘れたことから、グリル内に堆積していた油や食品カスが発火し、グリルの隙間
や排気口から出た炎や熱風によってガス経路が過熱されてガス漏れが生じ、火災に至ったも
のと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2012/11/27)

( 火災 ) ( E2 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0033

 A201200690

 2012/12/04

 (事故発生地)

神奈川県

 2012-2352

ガス衣類乾燥機（ＬＰ
ガス用）

　当該製品を使用中、当該製品内部及び
可燃物（衣類）を焼損する火災が発生し
た。

　○使用者が、当該製品で衣類を約１時間乾燥させた後、まだ乾いていなかったために再度
乾燥を開始したところ、乾燥開始から約１時間後に、回転中のドラムから異音がしてドラム
内の衣類が燃えた。○ドラム内に入っていた衣類の総重量は約７．５ｋｇで、標準乾燥容量
の５．０ｋｇを上回っていた。○ドラム内にあった衣類の一部から油脂成分が検出された。
○油脂成分が付着した経緯は特定できなかった。○ドラムの背面側に取り付けられているフ
ィルターカバーやファンが溶融していた。○モーターの配線類は焼損しておらず、バーナー
部にも異常は認められなかった。○安全装置である熱風サーミスターと排気サーミスターは
、いずれも焼損していなかった。○焼損した部品を交換して製品の作動確認を行ったところ
、安全装置を含む製品の作動に異常は認められなかった。●衣類に油脂成分が付着していた
経緯が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品の作動に異常が認められな
いことから、ドラム内の衣類の量が標準乾燥容量を上回っていたためにドラム回転中に一部
の衣類が密着状態となって油脂成分の酸化蓄熱が進み、出火に至ったものと考えられ、製品
に起因しない事故と推定される。

(受付:2013/04/01)

( 火災 ) ( F2 )

 A201200707

 2012/12/07

 (事故発生地)

埼玉県

 2012-2283

石油ストーブ（開放式
）

　当該製品を使用中、当該製品から出火
する火災が発生し、建物を１棟全焼、３
棟類焼し、１名が死亡、３名が負傷した
。

　○使用者は、早朝、寝室に設置されていた当該製品を点火し、そのまま外出した。○使用
者の家族が、異臭に気付いて目が覚め、当該製品の天板から高さ３０ｃｍ程度の炎が出てい
たため、消火しようと当該製品に毛布を掛けたが、消火できず燃え広がった。○当該製品は
、下部に比べて上部の焼損が著しく、塗装が焼失していた。○当該製品には繊維状の炭化物
が付着していた。○天板裏、燃焼筒の内炎筒の外側と外炎筒の内側に著しいススの付着は認
められなかった。○給油タンクに変形は認められず、口金はしっかりと閉められていた。○
置台の塗装が残っており、底面からの油漏れは確認できなかった。●事故当時の詳細な状況
が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品の内部から出火した痕跡が認め
られないことから、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2012/12/20)

( 火災 死亡 ) ( F2 )

 A201200873

 2012/11/09

 (事故発生地)

長野県

 2012-2397

石油ストーブ（開放式
）

　山小屋で当該製品を使用後、体調が悪
くなり入院、一酸化炭素中毒と診断され
た。

　○事故後、山小屋で発見された当該製品のしん案内筒の上板周辺には、マッチなどの燃え
かすが多数残っていた。○当該製品に残っていた灯油は変質しており、点火レバーは変質灯
油によるしんの硬化で動きづらくなっていた。○変質灯油が給油された経緯は特定できなか
ったが、山小屋の横の物置には半透明の蓋の開いたポリタンクがあり、中の灯油は変質して
いた。○当該製品の燃焼状態は不安定で、燃焼中に白煙と異臭が確認されたほか、排気ガス
中に５５０ｐｐｍの一酸化炭素が検出された。○山小屋には当該製品以外にも火鉢等の燃焼
器具が複数あり、一部には使用した痕跡が認められた。●当該製品から一酸化炭素が発生し
ていることから、当該製品によって事故に至った可能性も考えられるが、事故時の詳細な使
用状況が不明であり、変質灯油が給油された経緯も特定できなかったことから、事故原因の
特定には至らなかったが、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2013/02/05)

( 重傷 CO中毒 ) ( F2 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0034

 A201201029

 2013/03/06

 (事故発生地)

千葉県

 2012-3473

開放式ガス瞬間湯沸器
（ＬＰガス用）

　当該製品の点火操作を行ったところ、
爆発する火災が発生し、当該製品及び周
辺を焼損した。（A201300207と同一事
故）

　○当該製品からのガス漏れは認められなかった。○当該製品下側に取り付けられている電
池ケース及び電子ユニットケースが焼損しており、焼損の度合いは、内部よりも外側が激し
かった。○当該製品にはガスホースが接続されており、当該製品との接続部付近のガスホー
ス表面に焦げ跡が認められ、ガスホースとの接続部からガス漏れが認められた。○ガスホー
スの接続口に取り付けられているパッキンが欠損していた。○当該製品にガスホースが接続
された経緯については、誰が工事を行ったのかも含め、特定できなかった。●当該製品にガ
スホースが取り付けられた経緯が特定できなかったため、事故原因の特定には至らなかった
が、当該製品にガス漏れ等の異常が認められず、ガスホースのパッキンに欠損が認められた
ことから、ガスホースのパッキンの欠損によって当該製品との接続部からガス漏れが発生し
て事故に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2013/03/19)

( 火災 ) ( F2 )

 A201300099

 2013/04/29

 (事故発生地)

埼玉県

 2013-0405

ガスカートリッジ直結
型ガスこんろ

　当該製品に鉄板焼器を載せて使用中、
消火してガスボンベを取り外したところ
、漏洩したガスに引火する火災が発生し
、当該製品及び周辺を焼損、１名が火傷
を負った。

　○当該製品は、各口にガスボンベをねじ込んで直結する２口のガスコンロであった。○使
用者は、当該製品全体を覆う大きさの鉄板を載せて当該製品を使用した。使用中、火力調節
ができなくなったこととガスボンベの温まり方を気にしていたところ、左側バーナーの火が
消えたため、右側の火が付いたまま左側のガスボンベを取り外した。その際、外したガスボ
ンベから漏れ出たガスに右側バーナーの火が引火した。○事故発生から約２時間後に右側の
ガスボンベを外したところ、ガスが噴出した。○使用していたガスボンベは当該製品と同一
ブランドの対応品であり、２本ともステムが溶融していた。○同等品に市販の鉄板（Ｗ
６００×Ｄ４４０ｍｍ）を載せて右バーナーのみ点火し、ガスボンベのステム近傍温度を計
測したところ、点火後６分５０秒でステム材質の熱変形温度である１１０℃に達した。●当
該製品を鉄板で覆って使用したために強いふく射熱がガスボンベに加わりステムが溶融し、
右側バーナーの火を消さずに左側ガスボンベを取り外したため、ガスボンベから漏れ出たガ
スに右側バーナーの火が引火し、火災に至ったものと推定される。

(受付:2013/05/09)

( 火災 ) ( E1 )

 A201300130

 2013/05/09

 (事故発生地)

神奈川県

 2013-0518

ガスこんろ（都市ガス
用）

　当該製品を使用中、外出し戻ったとこ
ろ、当該製品を焼損し、周辺を汚損する
火災が発生していた。

　○使用者は、当該製品のグリルバーナーに点火して魚を焼き始めたあと、そのまま外出し
た。○約５０分後に使用者が帰宅したところ、グリル排気口付近より煙が出ていた。○事故
品のグリル庫内と水入れ皿には、食材及び庫内に付着した油脂物が炭化するとともに、グリ
ルケース内の左右側面及び奥面には過熱痕が確認された。○グリルケースの左側面が変色し
ており、その近傍にあった小コンロ用器具栓セットが熱の影響で破損し、器具栓防熱板に付
着していた油脂が焼損した跡が確認された。●使用者が当該製品のグリルを点火したまま外
出したために、グリルが異常高温となって内部の食材等が出火し、グリル近傍にあった器具
栓防熱板に付着していた油脂等が燃えたものと推定され、製品に起因しない事故と推定され
る。  なお、取扱説明書には、「火をつけたまま就寝や外出をしない。火をつけたまま離れな
い。」旨、記載されている。

(受付:2013/05/20)

( 火災 ) ( E2 )

 A201300145

 2013/05/03

 (事故発生地)

神奈川県

 2013-0576

ガスこんろ（都市ガス
用）

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生し、１名が火傷を負った。

　○当該製品は事故時に使用中であったが、使用状況の詳細については特定できなかった。
○事故後、当該製品の傍らには焦げた鍋が落ちており、当該製品の火はついていた。○当該
製品にガス漏れ等の異常は認められず、正常に点火・消火操作を行うことができた。●当該
製品の使用状況が不明なことから、事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に異常が
認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2013/05/27)

( 火災 重傷 ) ( F2 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0035

 A201300151

 2013/05/16

 (事故発生地)

群馬県

 2013-0578

ガス栓（ＬＰガス用） 　当該製品に接続したガスこんろを使用
中、当該製品及び周辺を焼損する火災が
発生した。

　○当該製品はヒューズ機構付きの２口ガス栓であり、片側にガスこんろが接続されていた
。○使用者は、当該製品の未使用の左側ガス栓のつまみを開いたが、ガスこんろが点火しな
いので、当該つまみを開いた状態で、ガスこんろに接続されている側のつまみを開いてガス
こんろを点火し料理をしていた。○当該製品の未使用側ガス栓のホースエンドには、当該製
品に付属のものではない一部が溶融した樹脂製キャップが取り付けられていた。○左右のガ
ス栓の樹脂製つまみが焼損していたが、気密及びヒューズ性能等に異常は認められなかった
。○左右のガス栓の内部のシール面、ゴムパッキン等には傷等の異常は認められなかった。
●当該製品の気密及びヒューズ性能等に異常は認められなかったことから、樹脂キャップが
取り付けられていた未使用側ガス栓のつまみを開いたまま、ガスこんろに接続されていた側
のつまみを開いて調理を行ったため、樹脂キャップとホースエンド間から漏れたガスにガス
こんろの火が引火し、事故に至ったものと推定される。

(受付:2013/05/27)

( 火災 ) ( E2 )

 A201300155

 2013/05/20

 (事故発生地)

北海道

 2013-0579

石油給湯機 　当該製品及び周辺を汚損する火災が発
生した。

　○当該製品の給排気筒トップが、外壁塗装工事に伴い養生シートで覆われていた。○当該
製品の電気系統、燃焼系統及び燃料系統に異常は認められなかった。○当該製品の作動を確
認した結果、着火状態や燃焼状態に異常は認められず、排気温度も正常値であった。●当該
製品の給排気筒トップが、外壁塗装工事に伴い養生シートで覆われた状態で、使用者が当該
製品を使用したため、異常燃焼を起こして給排気筒トップを覆っていた養生シートに着火し
、火災に至ったものと推定される。　なお、取扱説明書には、「異常燃焼や火災の原因にな
るため、排気口・給排気筒トップのすぐ前に物を置かない。」旨、記載されている。

(受付:2013/05/28)

( 火災 ) ( F2 )

 A201300160

 2013/05/27

 (事故発生地)

神奈川県

 2013-0601

ガスこんろ（都市ガス
用）

　火災報知機が鳴動したため確認すると
、当該製品から出火する火災が発生して
おり、当該製品及び周辺を焼損した。（
A201300231と同一事故）

　○使用者は事故の約１時間前まで当該製品を使用していたが、火災発生時には当該製品は
使われていなかった。○ビルトイン型の当該製品の下には機器接続用ガス栓が取り付けられ
ていた。○当該製品の底面部には、機器接続用ガス栓付近を中心にススが付着していた。○
天板裏側にススの付着はなく、製品内部から出火した痕跡は認められなかった。○機器接続
用ガス栓が損傷し、ガスが漏れていた。●当該製品に出火の痕跡が認められず、事故時にも
使用されていなかったことから、機器接続用ガス栓から漏洩したガスに引火して事故に至っ
たものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2013/05/30)

( 火災 ) ( F2 )

 A201300175

 2013/05/30

 (事故発生地)

北海道

 2013-0635

油だき温水ボイラ 　当該製品を使用中、火災報知機が鳴動
したため確認すると、当該製品から出火
する火災が発生しており、当該製品を焼
損した。

　○オイルストレーナーからバーナーへ灯油を供給するための送油管に、当該製品に同梱さ
れていた銅製送油管ではなくゴム製送油管（２００２年１２月製造）が使用されていた。○
ゴム製送油管はオイルストレーナーとの接続部で亀裂が生じていた。○オイルストレーナー
のＯリングに変形が認められ、灯油漏れが確認された。○当該製品は底板部付近からバーナ
ー部にかけての焼損が著しく、更に上方向に燃え広がった痕跡が認められた。○バーナー取
付け部、缶体部、消音器からの排気漏れはなかった。●当該製品の附属品でないゴム製送油
管がオイルストレーナーとの接続部で劣化し、亀裂が生じて漏れた灯油が底板付近にたまり
、運転時の熱によって気化し吸気ファンから吸われてバーナーの炎に引火し、オイルストレ
ーナーのＯリングがその熱影響を受けて変形し、Ｏリングからも灯油が漏れたため焼損が拡
大し、火災に至ったものと推定される。

(受付:2013/06/05)

( 火災 ) ( F2 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0036

 A201300207

 2013/03/06

 (事故発生地)

千葉県

 2013-0783

継手ホース（ＬＰガス
用）

　当該製品をガス瞬間湯沸器に接続して
使用中、当該製品及び周辺を焼損する火
災が発生した。（A201201029と同一事
故）

　○当該製品のガス瞬間湯沸器との接続部付近に焦げ跡が認められた。○当該製品の接続口
に取り付けられているパッキンが欠損していた。○当該製品と未使用の同等品を用いて気密
試験を行った結果、当該製品ではパッキン部からガス漏れが認められたが、同等品ではガス
漏れは認められなかった。○当該製品とガス瞬間湯沸器が接続された経緯については、誰が
工事を行ったのかも含め、特定できなかった。○当該製品は、製造時に気密性の全数検査を
受けており、異常が認められた製品はなかった。●当該製品がガス瞬間湯沸器に取り付けら
れた経緯が不明のため、事故原因の特定には至らなかったが、製造段階における当該製品の
気密性に異常が認められないことから、使用期間中に生じたパッキン部の欠損によってガス
漏れが発生し、ガス瞬間湯沸器の火で引火して事故に至ったものと考えられ、製品に起因し
ない事故と推定される。

(受付:2013/06/18)

( 火災 ) ( F2 )

 A201300222

 2013/06/23

 (事故発生地)

北海道

 2013-0859

ガスこんろ（都市ガス
用）

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生し、１名が負傷した。

　○当該製品内部から出火した痕跡は認められず、外部の焼損が著しかった。○右側こんろ
の器具栓スピンドルは燃焼状態の位置であった。○当該製品近辺のフライパンの中に燃えカ
スが残っていた。○使用者は事故発生当時寝込んでおり、当該製品を使用したかを含め、事
故当時の詳細な状況を覚えていなかった。●当該製品は右側こんろが燃焼状態のまま放置さ
れたため、周囲の可燃物に着火し、火災に至ったものと推定される。

(受付:2013/06/28)

( 火災 ) ( E2 )

 A201300237

 2013/06/26

 (事故発生地)

神奈川県

 2013-0904

密閉式（ＢＦ式）ガス
給湯付ふろがま（ＬＰ
ガス用）

　当該製品の点火操作を繰り返したとこ
ろ、異音とともに当該製品の外装が変形
した。

　○使用者は当該製品の器具栓つまみを押して点火ハンドルを回す動作をしたが、１回では
着火しなかったので繰り返し点火操作を行ったところ、大きな音がした。○事故時に使用者
が点火操作を何回繰り返したのか、又は何秒間行ったのかは、特定できなかった。○当該製
品のフロントカバーや本体外装部の左右側面と後面は、外側に向かって膨らんでいた。○当
該製品にガス漏れ、水漏れ、冠水の形跡はなかった。○当該製品のサーモカップル、点火確
認メーター、火花の発生に異常は認められず、着火状態、燃焼状態も正常だった。●当該製
品に異常が認められず、事故時に種火が着火しなかった原因は特定できなかったが、使用者
が繰り返し点火操作を行ったために、未燃焼ガスが機器内部に滞留し、ガスが充満した状態
で点火ハンドルを回して発火し、火災に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推
定される。  なお、本体表示及び取扱説明書には、「点火しないときは、器具栓つまみを“止
（０）”の位置に戻し、５分間は操作しない。」旨、記載されている。

(受付:2013/07/05)

( 火災 ) ( E2 )

 A201300307

 2013/07/08

 (事故発生地)

北海道

 2013-1195

ガスこんろ（ＬＰガス
用）

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　○使用者は左側こんろを使用後に外出した。その後、無人の台所が焼損した。○当該製品
は全体的に焼損しており、点火ボタンなどの樹脂部品やグリル扉のガラスは溶融、焼失して
いた。○左側こんろは五徳の支え爪が熱で脱落するなど著しく焼損しており、溶融したフラ
イパンが乗っていた。○本体外部は内部に比べて焼損が著しかった。○当該製品は１０年以
上前の製品で、調理油過熱防止装置は備えていなかった。●当該製品の詳細な使用状況が不
明なことから、事故原因の特定には至らなかったが、本体内部より外部の焼損が著しいこと
から、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2013/08/02)

( 火災 ) ( F2 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0037

 A201300317

 2013/07/26

 (事故発生地)

香川県

 2013-1240

石油ふろがま 　当該製品を焼損する火災が発生した。 　○使用者がシャワーを使用するために、当該製品とは別にある給湯器を使用しているシャ
ワーを２～３分使用し、その数分後に当該製品の循環パイプ付近から煙が上がった。○浴槽
内に水はなかった。○当該製品の浴室スイッチは「入」になっていた。○循環口に焼損した
接続ゴムの一部が付着していたが、当該製品内部に異常は認めらなかった。○当該製品は約
３５年前の製品で、空だき防止装置は備えていなかった。●詳細な使用状況が不明のため事
故原因の特定には至らなかったが、当該製品に出火に至る異常は認められないことから、当
該製品の浴室スイッチが入り空だき状態となって循環口の接続ゴムが焼損して発煙に至った
ものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2013/08/06)

( 火災 ) ( F2 )

 A201300336

 2013/07/30

 (事故発生地)

北海道

 2013-1286

ガス栓（ＬＰガス用） 　当該製品に接続したガスこんろを点火
したところ、当該製品及び周辺を焼損す
る火災が発生した。

　○当該製品はヒューズ機構付き二口ガス栓であり、事故発生事、ガスこんろに接続されて
いた側のつまみは閉じており、未使用側のつまみが全開状態であった。○当該製品は、未使
用側のガス栓には、ゴムキャップが取り付けられていたが、焼損により脱落していた。○当
該製品の気密性能に異常はなく、つまみのぐらつきも認められなかった。●当該製品のゴム
キャップが付けられていた未使用側のつまみを開いたまま、ガスこんろの点火操作をしたた
め、ゴムキャップの隙間から漏れたガスに引火し、火災に至ったものと推定される。

(受付:2013/08/09)

( 火災 ) ( E2 )

 A201300342

 2013/08/04

 (事故発生地)

埼玉県

 2013-1315

ガスこんろ（ＬＰガス
用）

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　○事故発生時、使用者は当該製品で調理をしていた。○当該製品の周囲には、可燃物が多
数あったほか、左側こんろの横のテーブルにはビニール袋があった。○事故後、当該製品の
左側こんろの点火スイッチは点火状態のままだった。○当該製品の上面は左側こんろを中心
に強く焼損しており、左側こんろの上にはビニール袋が溶けたと思われる異物が付着してい
た。●使用者が当該製品の周囲に可燃物を置いた状態で調理したために、バーナーの火が可
燃物に燃え移り、火災に至ったものと推定される。　なお、取扱説明書には、「機器の上や
周囲には燃えやすいものを置かない」旨、記載されている。

(受付:2013/08/13)

( 火災 重傷 ) ( E2 )

 A201300391

 2013/08/17

 (事故発生地)

青森県

 2013-1503

石油給湯機付ふろがま 　当該製品を使用中、異音がしたので確
認すると、当該製品から出火する火災が
発生しており、当該製品及び周辺を焼損
した。

　○使用者はドラフター（炉内圧力を逃がす役目をする蓋）開口部をアルミはくで覆いふさ
いで使用していた。○煙突内部及びふろがま燃焼室内部にススが付着していた。○ふろがま
缶体と底板をシールする底リングの耐火材は下部分が確認出来なかった。○当該製品設置場
所に給気口は無かった。○煙突の立ち上がりが無く排気条件が悪かった。●当該製品を吸気
の悪い場所に設置したため、燃焼不良を起こして燃焼室内に燃料が充満し、ドラフター開口
部をアルミはくでふさいだため着火時に内圧が上昇し、ふろがま缶体と底板の間のシールす
る底リングの耐火材が吹き飛ばされ、燃焼室内の熱が外に漏れ、ゴム製送油管が劣化し油も
れを起こし、気化した油に引火したために火災に至ったものと推定される。

(受付:2013/09/03)

( 火災 ) ( E1 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0038

 A201300392

 2013/08/25

 (事故発生地)

福島県

 2013-1504

石油給湯機 　シャワーを使用した後、炎が見えたの
で確認すると、当該製品及び周辺を焼損
する火災が発生していた。

　○ボイラー室の中に設置されていた当該製品の土台（鋼板製）に著しい腐食が認められた
。○機器上部の排気口等は腐食し破損が認められ、上面のドラフター（炉内圧力を逃がす役
目をする蓋）は紛失しており、取付け部は腐食し破損が認められた。○燃焼筒外筒は全体に
錆が発生し、燃焼用の穴は腐食し変形が認められた。○煙突は斜めに施工され、当該製品と
煙突の接続が不完全であり、煙突の排気トップは工事説明書で指定されたものではなかった
。●当該製品は、工事説明書で指定された排気トップ型が使用されていなかったため機器内
部に雨水が浸入する状態であったことから、長期間の使用により当該製品内部の腐食が進み
、燃焼筒の排気ガスが漏れたことにより、送油ゴムホース等の送油経路が熱により損傷して
漏れ出した燃料に引火し、事故に至ったものと推定される。　なお、工事説明書には、「煙
突の排気トップは指定のものを取り付ける」旨、記載されている。

(受付:2013/09/04)

( 火災 ) ( D1 )

 A201300444

 2013/09/22

 (事故発生地)

東京都

 2013-1673

屋外式（ＲＦ式）ガス
瞬間湯沸器（ＬＰガス
用）

　飲食店で当該製品及び周辺を焼損する
火災が発生した。

　○飲食店の従業員が、事故発生の９日前に台風に備えて雨水が建物内に入らないように壁
面にあったガラリをブルーシートで覆った。その際、ブルーシートは、ガラリの横に立て掛
けられていた当該製品まで覆っていた。○事故発生時、当該製品は使用中で、ブルーシート
が燃えていた。○当該製品は一般家庭用であるが、飲食店で業務用として使用されており、
設計標準の２倍以上の使用時間が記録されていた。○当該製品には、事故以前に燃焼異常等
のエラー表示が複数回出ていた記録が残っており、販売店は使用者に機器の買換えを勧めて
いたが、使用者は、エラー表示後も、リセットボタンを押して機器を継続使用していた。○
当該製品のフロントカバーの給気通路部に大量のホコリとススが付着していた。○当該製品
の熱交換器には多量のススが付着しており、９０％以上の閉塞状態だった。○当該製品の作
動確認をしたところ、排気口からスス、黒煙、異臭が発生し、最終的には火炎が噴出した。
●当該製品の熱交換器が閉塞して燃焼異常のエラー表示を発していたにもかかわらず、使用
者がエラー表示をリセットして機器を使い続けたために、排気口から火炎が発生し、ブルー
シートに引火して事故に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。　な
お、本体表示には、「機器本体や給排気部のまわりに燃えやすい物を置かない。火災の恐れ
あり。」の記載されている。また、取扱説明書には、「業務用のような使い方をしない。」
、「燃焼異常のエラー表示が出たときは、販売店または事業者に連絡する」旨、記載されて
いる。

(受付:2013/09/26)

( 火災 ) ( E1 )

 A201300478

 2013/10/05

 (事故発生地)

広島県

 2013-1867

ガスこんろ（都市ガス
用）

　当該製品を使用中、当該製品を焼損す
る火災が発生した。

　○当該製品を使用中、使用者はその場を離れていた。○当該製品は、汚れ防止のためトッ
ププレートのほぼ全面がアルミ製シートとアルミ箔で覆われていた。○当該製品の右側こん
ろとグリルの操作ボタンが焼失し、内部の器具栓に焼損が認められた。○右側こんろの混合
管の入口付近に焼損が認められ、右側バーナー下に位置する煮こぼれカバーの上には、炭化
物が付着していた。●当該製品の右側こんろ混合管のガス通路部の一部が煮こぼれ等で塞が
れ、また、トッププレート上のほぼ全面を覆っていたアルミ製シート及びアルミ箔がバーナ
ー炎口を塞いでいたため、右側こんろの混合管入口付近でガスノズルから出たガスに引火し
逆火になり、付近にあった器具栓等が焼損したものと推定される。　なお、取扱説明書には
、「火をつけたままの移動、外出、就寝禁止」、「一酸化炭素中毒や異常燃焼等の恐れがあ
るため、市販のアルミ箔製のしる受け皿を使用しない」旨、記載されている。

(受付:2013/10/15)

( 火災 ) ( E1 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0039

 A201300480

 2013/08/17

 (事故発生地)

埼玉県

 2013-1869

ガスこんろ（都市ガス
用）

　当該製品及び周辺が焼損する火災が発
生した。

　○使用者は事故発生前に当該製品を使用しており、事故発生時には外出していた。○当該
製品は焼損していたが、グリルの押しボタンに取り付けられていたロッドの焼き付きから、
事故時にグリルは点火状態にあったと推定された。○当該製品にグリルの自動消火機能は搭
載されていなかった。●当該製品のグリルを点火した状態で使用者が外出したために、当該
製品が過熱して出火し、火災に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される
。

(受付:2013/10/15)

( 火災 ) ( E2 )

 A201300490

 2013/10/14

 (事故発生地)

広島県

 2013-1896

ガスこんろ（都市ガス
用）

　当該製品を使用中、当該製品を焼損す
る火災が発生した。

　○当該製品の本体底面の広範囲に錆が生じ、各こんろ及びグリルへガスを供給するメイン
配管に、錆による穴が認められた。○グリル部の水受け皿は錆びており、奥側に腐食による
穴が認められた。○左右混合管下にある煮こぼれカバーに、煮こぼれ跡及び錆の発生が認め
られた。○事故の２～３か月前から、当該製品の使用時にガス臭がしていた。●当該製品は
、こんろ使用時の煮こぼれやグリル使用時の水受け皿の腐食による穴からの漏水により、内
部の腐食が進行しメイン配管に穴が生じ、事故以前からの使用時のガス臭にもかかわらず継
続使用したため、使用時に漏れたガスに引火し事故に至ったものと推定される。　なお、取
扱説明書には、「ガス漏れに気づいた時にはすぐに使用を中止し、ガス事業者まで連絡する
」旨、記載されている。

(受付:2013/10/18)

( 火災 ) ( E1 )

 A201300509

 2013/10/13

 (事故発生地)

京都府

 2013-1951

ガスこんろ（ＬＰガス
用）

　当該製品を使用中、当該製品を焼損し
、周辺を汚損する火災が発生した。

　○当該製品の両バーナーを使用後、グリルの排気口から炎が上がり、当該製品を焼損し、
周囲を汚損した。○事故当日、当該製品のグリルは使用していなかった。○ガス通路に漏れ
は認められなかった。○当該製品の外観は、グリル排気カバーやグリル扉などグリル周辺の
焼損が著しく、背面側もグリルを中心にススの付着が認められた。○グリル内の水入れ皿に
は、炭化した多量の堆積物が認められた。○本体内部は、グリルから左右に広がるようにス
スが付着し、グリル内部は鋼板の変色がひどく、高温になった様相を呈していた。●詳細な
使用状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品にガス漏れ及び異常発
火の痕跡がなく、当該製品のグリルの内部に多量の堆積物があり、グリル左右の腐食による
開口部から左右のこんろ側に炎が噴き出たようにススの付着があることから、何らかの要因
でグリル内の堆積物が発火したと考えられ、製品に起因しない事故であると推定される。

(受付:2013/10/28)

( 火災 ) ( F2 )

 A201300511

 2013/10/19

 (事故発生地)

大阪府

 2013-1959

ガスこんろ（都市ガス
用）

　当該製品を使用中、建物を全焼する火
災が発生し、１名が負傷した。

　○使用者が、当該製品で鮭の切り身をグリルで調理中、その場を離れて戻ると当該製品か
ら２０～３０ｃｍの炎が出ていた。○当該製品は焼損が激しく、全体が焼損して変色し、樹
脂部品は消失し、器具栓やバーナーヘッドが溶融していた。○グリルの金網の上には魚の切
り身と考えられる塊が炭化物となって残っていた。○使用者の供述によれば、当該製品は約
１年前に点検を受けて以降、現在まで不具合はなかった。●グリルの金網の上に魚の切り身
を置いてグリルを点火し、その場を離れていたため、グリル内部で魚の脂などに着火し、火
災に至ったものと推定される。 　なお、当該製品の取扱説明書には、「火をつけたままそば
を離れない」旨、記載されている。

(受付:2013/10/28)

( 火災 ) ( E2 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0040

 A201300523

 2013/10/22

 (事故発生地)

兵庫県

 2013-2118

ガスこんろ（都市ガス
用）

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　○使用者が鶏肉をホーロー鍋に入れて当該製品の左側こんろに置いて火をつけ、その場を
離れた後に台所に戻ったところ、鍋付近から煙や炎が上がり、当該製品及び周辺を焼損した
。○当該製品は約１０年前の製品で調理油過熱防止装置のないタイプの製品であった。○ガ
ス導管にはガス漏れは認められなかった。○当該製品の背面にあるホースエンド周辺にはス
スの付着は認められなかった。○こんろ及びグリルには異常燃焼の痕跡は認められなかった
。○ホーロー鍋には内部・側面・底部にススの付着が認められた。●当該製品に異常発火を
示す痕跡は認められず、半解凍の鶏肉をホーロー鍋に入れてこんろを点火し放置したことで
、鶏肉から出てきた脂分が発火した事故であると推定される。　なお、取扱説明書には、「
火を付けたまま移動、外出、就寝しない」旨、記載されている。

(受付:2013/11/06)

( 火災 ) ( E2 )

 A201300553

 2013/11/09

 (事故発生地)

東京都

 2013-2232

迅速継手（都市ガス用
）

　ガスこんろを点火したところ、他のガ
ス機器に接続していた当該製品を焼損す
る火災が発生した。

　○当該製品はガスコード（５ｍ）に装着されていた。○使用者は、当該製品を台所のガス
栓に接続し、接続されているガスコードの一端をガスファンヒーターに接続して使用してい
た。○当該製品をガス栓に接続した翌日、当該製品の近くにあったガスこんろを点火したと
ころ、当該製品付近から出火した。○ガスコードの当該製品に近い箇所に折り曲げたような
潰れが認められた。○当該製品の側面は、ガス栓との接続部を中心に焼損していた。○当該
製品は、ガス栓のプラグ側に完全に差し込まれると、接続部が伸びてプラグ側に移動するが
、当該製品の接続部の伸びた部分に焼損の痕跡やススの付着はなかった。○再現試験として
、ガスコードの当該製品近傍をきつく曲げて、当該製品をガス栓に差し込んだところ、ガス
コードが当該製品をガス栓に押しつける形となり、不完全な接続状態でもガスは流れた。○
当該製品をガス栓と完全に接続した場合、ガス漏れは生じなかった。●当該製品をガス栓に
接続したときの詳細な状況が不明なことから、事故原因の特定には至らなかったが、当該製
品に異常が認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2013/11/19)

( 火災 ) ( F2 )

 A201300568

 2013/11/15

 (事故発生地)

兵庫県

 2013-2292

ガスこんろ（ＬＰガス
用）

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　○使用者が右側こんろで片手鍋を用いて味噌汁を作る途中、他の作業をして目を離したと
ころ、グリルの排気口から炎が見えた。○外観は、グリル排気口付近にススの付着があり、
背面側の焼損が激しかった。○グリル内部のグリル皿に焦げ、汚れ等はなかったが、グリル
排気口の奥に食品カスと思われる焼損物が認められた。○こんろとグリルに異常燃焼の痕跡
は無く、ガス通路にガス漏れは認められなかった。○片手鍋は焦げておらず、ススの付着も
認められなかった。●使用者が当該製品の右側こんろを点火しようとした際、グリルを点火
させたため、その排気熱で排気口内の食品カス等が燃焼し、火災に至ったものと推定される
。

(受付:2013/11/26)

( 火災 ) ( E2 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0041

 A201300577

 2013/10/14

 (事故発生地)

愛知県

 2013-2287

ガスこんろ（都市ガス
用）

　飲食店で当該製品を使用中、当該製品
及び周辺を焼損する火災が発生した。

　○当該製品を消火したが、バーナー下側から炎が上がった。○当該製品の器具栓つまみ軸
は消火位置になっており、器具栓及びガス導管に出火の痕跡は認められなかった。○バーナ
ーキャップは著しく腐食劣化し、板厚が薄くなっていた。○腐食劣化したバーナーキャップ
で燃焼を行うと、燃焼炎が均一でなく、バーナー下側に炎が溢れることを確認した。●当該
製品のバーナーキャップが著しく腐食劣化し、燃焼炎がこんろ下側に溢れる異常燃焼が生じ
ていたため、こんろ下側に堆積した煮こぼれ等に着火し、火災に至ったものと考えられ、製
品に起因しない事故と推定される。　なお、取扱説明書には、「バーナーキャップは消耗品
であり、目づまりや変形・破損した場合は交換する。」旨、記載されている。

(受付:2013/11/28)

( 火災 ) ( E2 )

 A201300605

 2013/12/01

 (事故発生地)

静岡県

 2013-2437

石油ストーブ（開放式
）

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　○当該製品を点火して就寝し、１時間後に目を覚ますと室内に煙が充満していた。○当該
製品は固定タンク式の円筒型ストーブで、内部にススが付着し、燃焼筒部分には多量のスス
が付着していた。○使用者は点火の際に火のつきを良くするため、燃焼筒部分を持ち上げて
いた。●当該製品の燃焼筒が正しくセットされず、位置がずれていたため、異常燃焼が生じ
たものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、取扱説明書には、「燃焼
筒がずれていると、ススや油煙が出て異常燃焼を起こして危険です。燃焼中は時々炎を見て
正常燃焼していることを確認する。」旨、記載されている。

(受付:2013/12/06)

( 火災 ) ( E2 )

 A201300608

 2013/11/23

 (事故発生地)

静岡県

 2013-2438

ガストーチ 　当該製品にガスボンベを接続して使用
しようとしたところ、当該製品を焼損す
る火災が発生し、１名が火傷を負った。

　○当該製品を点火した際、ガスボンベ接続部から炎が上がり火傷した。○使用者は当該製
品にガスボンベを装着時にガス漏れが生じることを認識しており、使用の都度ガスボンベを
付け直し、ガス漏れが起きないようにして継続使用していたが、事故時は付け直した後にガ
ス漏れの確認をしなかった。○当該製品のガスボンベ接続部には、ガスが漏れないようにＯ
リングが２つ取り付けられているが、ともに硬化・損傷していた。●当該製品はガスボンベ
接続部のシール用Ｏリングが硬化・損傷し、ガスボンベ装着時にガス漏れが生じるようにな
っていたにもかかわらず、使用者が継続使用し、ガス漏れを確認せずに点火したことから、
漏れていたガスに引火したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、
取扱説明書には、「ガス漏れ時はタマネギが腐ったような臭いがします。絶対に火をつけな
い。」旨、記載されている。

(受付:2013/12/06)

( 火災 ) ( E2 )

 A201300620

 2013/12/04

 (事故発生地)

新潟県

 2013-2498

開放式ガス瞬間湯沸器
（都市ガス用）

　事業所で当該製品の点火操作を行った
ところ、引火し、１名が火傷を負った。

　○塗装作業後に当該製品を使用し、点火時に当該製品付近で大きな炎が出ていた。○当該
製品の外観や内部に出火の痕跡は認められなかった。○当該製品のガス通路にガス漏れは認
められず、点火・着火は確実で、燃焼状態に異常は認められなかった。●事故当時の状況か
ら、何らかの可燃性ガスが存在し、点火操作時のスパーク、または他の要因で引火した可能
性が考えられるが、当該製品に異常は認められないことから、製品に起因しない事故と推定
される。

(受付:2013/12/12)

( 火災 ) ( F2 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0042

 A201300626

 2013/12/04

 (事故発生地)

大阪府

 2013-2502

ガス栓（都市ガス用） 　店舗で当該製品に接続されたガス炊飯
器を移動させたところ、当該製品及び周
辺を焼損する火災が発生した。

　○飲食店に設置された当該製品と接続された炊飯器を使用後、使用者がつまみを閉止せず
に炊飯器を移動させたため当該製品からゴム管が外れ、漏れたガスに近傍の鋳物コンロの火
が着火し、当該製品のつまみと周辺にあったゴム管などを焼損した。○鋳物コンロと当該製
品の離隔距離や鍋の直径等は不明である。○内部を分解したところ、ヒューズボールの溶融
が認められた。○当該製品は、全数性能検査を実施後出荷されている。●詳細な使用状況が
不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品は外部からの受熱により製品内部
のヒューズボールが溶融した状態で使用中、つまみを閉止しない状態で炊飯器を引っ張った
ために繋がれていたガス管が当該製品から抜け、ガスが漏れてコンロの火に引火したもので
あり、当該製品は出荷時の全数検査においても異常がなかったことが確認されていることか
ら、製品には起因しない事故と推定される。

(受付:2013/12/13)

( 火災 ) ( F2 )

 A201300650

 2013/12/18

 (事故発生地)

大阪府

 2013-2594

ガスこんろ（都市ガス
用）

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　○使用者が、こんろで卵焼きを調理中、火を消さずに調理したものをテーブルに運び火を
消すために戻ったところ、グリルの排気口から２０ｃｍほどの炎が出て、当該製品と周囲の
一部を焼損した。○当該製品内部の各こんろバーナーの周囲や右奥側に煮汁や油分の炭化し
た堆積物が確認され、当該製品背面には油が流れた跡が残っていた。○左右のこんろバーナ
ーの混合管入口部に煮汁などの固まった堆積物が確認された。●当該製品は、使用者が使用
時に何度も煮こぼれなどをした結果、炎口の隙間からこんろバーナーの混合管に煮汁などが
入って固まった堆積物がガス経路を一部塞いで、ガスが混合管入口部より当該製品内部に溢
れ、溢れたガスに引火して当該製品内部の煮汁や脂分等の堆積物に着火し、左側操作部周辺
の可燃物に延焼し、火災に至ったものと推定される。　なお、取扱説明書には、「バーナー
に煮こぼれがかかった時はこまめに手入れする、煮こぼれがかかったまま放置すると炎口が
詰まり機器内部で燃えることにより機器焼損のおそれがある」旨、記載されている。

(受付:2013/12/25)

( 火災 ) ( E2 )

 A201300686

 2013/12/31

 (事故発生地)

静岡県

 2013-3434

ガスこんろ（都市ガス
用）

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　○使用者は調理油を油凝固剤で固めて捨てるため、当該製品の右側こんろで調理油を加熱
したが、火をつけたままその場を離れ、火をつけたことを忘れて外出していた。○当該製品
には調理油過熱防止装置が装着されていなかった。●当該製品で調理油を加熱し、火をつけ
たままその場を離れたため、調理油が過熱して発火し、火災に至ったものと考えられ、製品
に起因しない事故と推定される。　なお、取扱説明書には、「火をつけたまま機器から離れ
ない。」旨、記載されている。

(受付:2014/01/14)

( 火災 ) ( E2 )

 A201300736

 2014/01/21

 (事故発生地)

東京都

 2013-3637

ガスこんろ（都市ガス
用）

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　○使用者は当該製品の右側こんろで揚げ物調理中、その場を離れていた。○調理油過熱防
止装置に異常はなく、内部に出火の痕跡は認められなかった。○使用していた鍋は過熱の影
響により、底面が凸形状に膨らんでいた。●当該製品に異常は認められないことから、調理
中にその場を離れていたため、油が過熱して発火し、出火に至ったものと考えられ、製品に
起因しない事故と推定される。　なお、取扱説明書には、「火をつけたまま機器から離れな
い。」旨、記載されている。

(受付:2014/01/27)

( 火災 ) ( E2 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0043

 A201300788

 2014/01/24

 (事故発生地)

愛知県

 2013-3831

石油ストーブ（開放式
）

　建物を全焼する火災が発生し、１名が
死亡した。

　○事故現場はビニール袋に入ったゴミが多量にあり、たばこの吸い殻も落ちており、当該
製品の置台には焼損した布のようなものが堆積していた。○当該製品のカートリッジタンク
は装着された状態で焼損し、燃焼筒に異常燃焼の痕跡はなく、芯は消火位置まで下がり、内
部に出火の痕跡は認められなかった。○前面ガードには繊維が付着したような痕跡が認めら
れた。●当該製品の使用状況が不明なことから、事故原因の特定には至らなかったが、当該
製品に出火の痕跡は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2014/02/17)

( 火災 死亡 ) ( F2 )

 A201300794

 2014/02/06

 (事故発生地)

和歌山県

 2013-3833

石油ふろがま 　当該製品を焼損し、周辺を汚損する火
災が発生した。

　○当該製品の循環口の連結ゴムが燃えていた。○焼損していたのは循環口の連結ゴムだけ
で、その他の炉材などに焼損の痕跡はなく、外部から焼損した痕跡もなかった。○事故前日
は、入浴後に浴槽の排水栓を抜いていた。○当該製品は正常に燃焼し、異常は確認されなか
った。○タイムスイッチ及びその電気回路に異常は認められなかった。○家人の供述によれ
ば、過去にも使用者が誤って当該製品のタイムスイッチを入れたことがあるとのことであっ
た。●詳細な使用状況が不明であるため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に異
常は認められなかったことから、使用者が蛍光灯のスイッチを入れる際に誤って当該製品の
タイムスイッチを入れたことで空だきになったものと考えられ、製品に起因しない事故と推
定される。　なお、当該製品は空だき防止装置が搭載されていない機種であった。

(受付:2014/02/17)

( 火災 ) ( F2 )

 A201300799

 2014/02/11

 (事故発生地)

大阪府

 2013-3835

ガスこんろ（都市ガス
用）

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　○使用者（１人暮らし）が当該製品の左側（調理油過熱防止装置付き）のこんろで唐揚げ
を調理後、その場を離れ、戻ると鍋から火が出ていた。○使用者は調理後、火を止めるのを
忘れてその場を離れたと証言している。○外観は全体的に焼損が著しかった。○天板の裏側
には部分的にススが付いている箇所があるものの、内部から発火したものではない様相を呈
していた。○鍋は溶融しており、油量、鍋のサイズ等の詳細は不明であった。○調理油過熱
防止装置の温度センサーの抵抗値に異常は認められなかった。●当該製品の詳細な使用状況
が不明なため、事故原因の特定に至らなかったが、当該製品の調理油過熱防止用の温度セン
サーに問題がなかったことから、使用者が当該製品の左側のこんろで唐揚げを調理後、火を
止めるのを忘れてその場を離れたことにより過熱し発火に至ったものと考えられ、製品に起
因しない事故と推定される。

(受付:2014/02/19)

( 火災 ) ( F2 )

 A201300838

 2014/02/24

 (事故発生地)

京都府

 2013-3938

ガスこんろ（都市ガス
用）

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　○揚げ物調理の際に発火し、当該製品の一部と台所を焼損した。○使用者は、油の加熱中
にその場を離れていた。○火力調節つまみは強の状態であった。○当該製品は１９９９年製
造で、調理油過熱防止装置が搭載されていない製品であった。●当該製品に油を入れて加熱
中に使用者がその場を離れたため、油が過熱され発火し火災に至ったものと考えられ、製品
に起因しない事故と推定される。　なお、取扱説明書には、「火をつけたまま機器から絶対
にはなれない」旨、記載されている。

(受付:2014/02/28)

( 火災 ) ( E2 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0044

 A201300892

 2014/02/20

 (事故発生地)

神奈川県

 2013-4138

ガスストーブ（開放式
、都市ガス用）

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　○当該製品背面とゴム管接続部付近にススの付着が認められた。○当該製品のゴム管接続
部に異常はなく、本体にはガス気密性があり、燃焼状態は正常であった。○ゴム管（絹巻ラ
セン管）には亀裂があり、亀裂部分から少量のガス漏れが認められた。●当該製品に異常は
認められないことから、本体背面に接続されていたゴム管が経年劣化し、ゴム管から少量の
ガスが漏れていたため、燃焼炎で引火して出火に至ったものと考えられ、製品に起因しない
事故と推定される。

(受付:2014/03/17)

( 火災 ) ( F2 )

 A201300905

 2014/02/19

 (事故発生地)

愛知県

 2013-4144

石油温風暖房機（開放
式）

　建物を半焼する火災が発生し、現場に
当該製品があった。

　○当該製品を消火して４時間半後の火災であり、現場には電気ストーブと加湿器もあった
が、電気ストーブと加湿器は焼損が著しく、回収されていなかった。○当該製品の焼損は著
しく、樹脂部品が焼失していたが、カートリッジタンクは装着され、蓋は閉まっていた。○
基板は焼損していたが、基板付近から出火した痕跡は認められなかった。○気化器が焼損・
溶融していたが、バーナー部分に異常燃焼の痕跡は認められなかった。○使用していた灯油
に異常は認められなかった。●当該製品は著しく焼損していたが、バーナー部に異常燃焼の
痕跡はなく、燃焼状態ではなかったと考えられ、内部に出火した痕跡は認められないことか
ら、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2014/03/18)

( 火災 ) ( F2 )

 A201300937

 2014/03/21

 (事故発生地)

北海道

 2014-0008

油だき温水ボイラ 　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　○使用者が長期不在中に当該製品を低い設定温度で連続運転中、強い暴風雪が発生し、事
故発生日は、記録的な積雪量であった。○当該製品の給排気筒トップは壁面から１０ｃｍ程
度しか離れておらず、給排気筒トップ周辺には、雪が吹き溜まっている状況が認められた。
○給排気筒トップの給気側には雪が詰まっており、ほとんど閉塞している状況が認められた
。○炎検出器や燃焼用送風機付近から炎が噴き出した痕跡が認められた。○熱交換器、消音
室パッキン等に未燃灯油が染み込んでおり、燃焼室には多量の未燃灯油が認められた。●当
該製品の給排気筒トップと壁との離隔距離が不足していたことや、事故発生日は記録的な積
雪量であったことから、給気側が雪で閉塞して給気不足になり不完全燃焼を起こしたため、
燃焼室に溜まった未燃灯油が異常燃焼し、燃焼用送付機等の給気側に炎が逆流して火災に至
ったものと推定される。　なお、工事説明書では、「給排気筒トップの両側は、可燃物から
４５ｃｍ以上離す。」「積雪が多いときに給排気筒トップの周りが雪でふさがれない場所に
設置する。」旨、記載されていた。

(受付:2014/03/28)

( 火災 ) ( D1 )

 A201400252

 2014/07/18

 (事故発生地)

埼玉県

 2014-1064

ガスふろがま用バーナ
ー（ＬＰガス用）

　当該製品を点火したが着火していなか
ったため再点火したところ、爆発を伴う
火災が発生し、周辺が焼損、１名が軽傷
を負った。

　○当該製品のパイロットバーナーつまみ及びメインバーナーつまみが、使用者の家族によ
って意図的に固定されていたために、ガス弁が常時「全開」状態となって、ガス通路が開い
た状態になっていた。○当該製品の点火装置は、改造によって機能しなくなっており、バー
ナー部には蝋が付着していた。○浴室の壁の内側の木材が燻っていた。●当該製品の立消え
安全装置の安全弁及びパイロットバーナーによる点火機能が機能しないように使用者の家族
が改造していたために、使用者が当該製品を再点火した際に放出されていたガスに引火し事
故に至ったものと推定される。　なお、取扱説明書には「分解をしない」旨が記載されてい
た。

(受付:2014/08/01)

( 火災 ) ( E1 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0045

 A201400253

 2014/07/25

 (事故発生地)

神奈川県

 2014-1065

密閉式ガス給湯付ふろ
がま（ＬＰガス用）

　当該製品を使用中、爆発を伴う火災が
発生し、周辺が破損、１名が重傷を負っ
た。

　○使用者が当該製品のシャワーを使うために点火操作を２回行ったところ、大きな音とと
もに当該製品の下部周辺から炎が広がった。○事故の直前まで、浴室とは別の部屋で可燃性
ガスが入った噴射式殺虫剤が使用されていた。○殺虫剤が使われていた部屋は、浴室から離
れていたが、空気の流れが浴室に向いていた。○浴室は１坪程度で、窓はあったが換気扇は
なかった。事故後、浴室のアルミ製の扉が室外方向に「くの字」に変形していた。○ガスメ
ーターから当該製品の接続部までの間にガス漏れは認められなかった。○当該機器の外装ケ
ースに穴空きや、変形、熱による変色などは認められなかった。○機器内部構成部品品（水
通路、ガス通路、バーナーセット部、電装部品等）には、焼損や破損箇所は無く、ガス漏れ
、水漏れなどの異常は認められなかった。○当該製品の口火の点火性能、火移り、メインバ
ーナーの燃焼状態に異常は認められなかった。●浴室に流れ込んだ殺虫剤の可燃性ガスに点
火操作時の火花や炎が引火して事故に至ったものと考えられ、当該製品には異常が認められ
ないことから、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2014/08/01)

( 火災 重傷 ) ( F2 )

 A201400262

 2014/07/29

 (事故発生地)

山梨県

 2014-1113

屋外式（ＲＦ式）ガス
ふろがま（ＬＰガス用
）

　山小屋で当該製品を使用中、一酸化炭
素中毒により１名が死亡した。

　○屋外設置用の当該製品は、高地にある宿泊施設の浴室内（１７０ｃｍ×１７０ｃｍ）に
設置されていた。○当該製品は宿泊施設の経営者が設置した。また、事故以前から、当該製
品を使用した従業員から体調不良の訴えがあったが、使用を継続していた。○使用者は、浴
室に入ってから１５分後に、一酸化炭素中毒症状で浴槽内に倒れ、その後、溺れて死亡した
。○事故発生時、浴室内の窓は開いていたが、ドアは閉まっていた。○当該製品の外観に変
形等の損傷は認められなかった。○当該製品の排気部や給気ガラリに詰まりは認められず、
点火操作部やバーナー部にも異常は認められなかった。○熱交換器のフィンにはススの付着
が認められたが、閉塞はしていなかった。○浴室の窓を開放してドアを閉めた状態で当該製
品を運転したところ、一酸化炭素濃度は、約１０分後に９３５ｐｐｍ、２４分後には
２０００ｐｐｍに達したが、浴室のドアを開けた状態で当該製品を運転したところ、高濃度
の一酸化炭素は検出されなかった。●当該製品に異常が認められないことから、山小屋の経
営者が屋外用の当該製品を屋内に設置して使用を継続したために、使用者が一酸化炭素中毒
となって浴槽に倒れて溺れ、事故に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定さ
れる。　なお、当該製品の取扱説明書及び本体には、当該製品が屋外設置用である旨と、屋
内に設置すると一酸化炭素中毒の原因となり危険である旨が表記されていた。

(受付:2014/08/05)

( 死亡 CO中毒 ) ( E1 )

 A201400276

 2014/07/26

 (事故発生地)

新潟県

 2014-1141

ゴム管（都市ガス用） 　店舗で当該製品に接続しているガス機
器に点火しようとしたところ、当該製品
及び周辺を焼損する火災が発生した。

　○使用者は、当該製品に接続したガス機器を点火しようとした際、当該製品から出火して
いることに気づいた。○当該製品は破断しており、破面に、小動物がかじったような削り取
り跡が認められた。○事故発生時、別のガス機器が使用されていた。●小動物がかじる等し
たことで当該製品に空いた穴からガスが漏れ、使用中の別のガス機器の火が引火し、当該製
品及び周囲の焼損に至ったものと推定される。

(受付:2014/08/08)

( 火災 ) ( F1 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0046

 A201400332

 2014/08/29

 (事故発生地)

新潟県

 2014-1317

ガスこんろ（都市ガス
用）

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　○当該製品のグリル水受け皿には、炭化物が堆積しており、グリル水受け皿右手奥が著し
く焼損していた。○当該製品は右半分の焼損が著しく、左部分に接続しているガスホースは
約１５ｃｍを残し、焼失していた。○当該製品内部の器具栓、ガス導管等に出火に至ったよ
うな痕跡は認められなかった。○使用者は、グリルを使用した状況でその場（台所）を離れ
ていた。●当該製品のグリルを使用中、使用者がその場を離れたため、グリル内の食材等が
過熱されて発火し、グリル排気口から炎が溢れて背面のガスホースを焼損して、漏れたガス
に引火したものと推定される。　なお、取扱説明書には、「火を付けたままの移動、外出、
就寝の禁止」、「グリルを消し忘れると調理中のものに火がつく場合がある」旨、記載され
ている。

(受付:2014/09/04)

( 火災 ) ( E2 )

 A201400362

 2014/07/30

 (事故発生地)

熊本県

 2014-1261

ガスこんろ（ＬＰガス
用）

　建物を全焼する火災が発生し、現場に
当該製品があった。

　○事故当時、使用者は当該製品の右こんろで揚げ物調理していた。○当該製品の右こんろ
には調理油過熱防止装置は付いていなかった。●当該製品の右こんろで揚げ物を調理後、火
を消し忘れたため、調理油が発火し火災に至ったものと推定される。　なお、取扱説明書に
は「火を付けたままの移動や外出、及び就寝を禁止する」旨、記載されている。

(受付:2014/09/18)

( 火災 ) ( E2 )

 A201400371

 2014/09/02

 (事故発生地)

静岡県

 2014-1429

ガスこんろ（都市ガス
用）

　当該製品を使用中、住宅３棟を全焼、
１棟を半焼する火災が発生した。

　○使用者は当該製品の右バーナーで煮物をしたまま、長時間その場を離れていた。○当該
製品の右バーナーの五徳は、５本の爪のうち３本が破損しており、鍋等を乗せると前方に傾
く状態であったが、そのまま使用を継続していた。○当該製品の後方の壁は不燃材ではなか
った。●当該製品は、右バーナーの五徳の爪が破損し、鍋等を乗せると前方に傾いて、バー
ナーの炎が後方の壁を加熱する状態であったが、そのまま継続使用したため後方の壁が炭化
し、事故当日の調理中に長時間その場を離れている間に後方の壁が加熱され、低温着火に至
ったものと推定される。　なお、取扱説明書には、「火をつけたままの移動、外出、就寝禁
止。」、「破損したものは使用しない。」旨、記載されている。

(受付:2014/09/22)

( 火災 ) ( E1 )

 A201400382

 2014/09/18

 (事故発生地)

栃木県

 2014-1451

ガスこんろ（ＬＰガス
用）

　建物を全焼する火災が発生し、１名が
死亡、１名が軽傷を負った。現場には当
該製品があった。

　○使用者は味噌汁を温めるため、鍋を当該製品に掛けたままその場を離れていた。○当該
製品は焼損が著しく、機種・型式の特定には至らなかった。●当該製品に鍋を掛けたままそ
の場を離れ、こんろの熱により周囲の可燃物に着火して、火災に至ったものと推定される。

(受付:2014/09/26)

( 火災 死亡 ) ( E2 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0047

 A201400410

 2014/09/02

 (事故発生地)

東京都

 2014-1522

ガス栓（都市ガス用） 　当該製品に付属しているガス栓キャッ
プを溶融し、周辺を焼損する火災が発生
した。

　○当該製品は過流出安全機構付の２口のガス栓で、左側のガス栓にはガスこんろが、右側
の未接続側のガス栓にはガス栓キャップが取り付けられていた。○左側のガス栓に接続して
いたガス用ゴム管は、表面の一部に焦げ跡が認められ、未接続側の右側のガス栓に取り付け
てあったガス栓キャップの一部に溶融した跡が認められた。○使用者は当該製品の未接続側
の右側のガス栓を開放した状態で、ガスこんろに接続されている左側のガス栓を開放し点火
操作を行ったところ、右側のガス栓側の出口付近に火がついた。○当該製品の気密試験の結
果、ＪＩＳＳ２１２０（ガス栓）の基準（漏れ量０．０２Ｌ／ｈ以下）を満足していた。○
当該製品の過流出安全機構の作動流量試験の結果、ＪＩＳＳ２１２０（ガス栓）の基準（０
．７ｋＬ／ｈ±１０％）を満足していた。●使用者が、ガス栓キャップが取り付けられた未
接続側のガス栓を誤開放したまま接続側のガス栓を開放してこんろに点火したために、未接
続側のガス栓口とキャップの隙間から漏れていた過流出安全機構が作動しない程度の微量ガ
スにこんろの火が引火し、事故に至ったものと推定される。　なお、取扱説明書には、「ガ
ス栓を開ける時は、ガス器具と接続具を正しく接続して異常の無いことを確認する」、「使
用しないガス栓はつまみを「閉」にする」旨、記載されている。

(受付:2014/10/07)

( 火災 ) ( E2 )

 A201400413

 2014/09/22

 (事故発生地)

愛知県

 2014-1542

密閉式（ＢＦ式）ガス
給湯付ふろがま（都市
ガス用）

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　○当該製品を設置していた浴室の排水状態は悪かった。○以前から当該製品と浴槽との間
から火が見えることがあり、水漏れもあったが、そのまま使用を継続していた。○当該製品
の外観は、右側面の下側循環管接続口のパッキンが焼損していた。○外郭ケース内面及びバ
ーナー部に冠水跡が認められ、腐食によってメインノズルとバーナーを固定する金属板が無
くなっていた。○風呂熱交換器は、下側胴壁（スカート部）に過熱痕が認められ、右側背面
の下側循環管接続口付近に腐食による大きな穴が開いていた。○当該製品にガス漏れは無か
ったが、腐食した下側循環管接続口から水漏れが認められた。●当該製品は、浴室の排水不
良によって冠水し、バーナーの背面側が高い炎となる異常燃焼が繰り返されたため、熱交換
器の下側胴壁に過熱による腐食穴が開き、穴から溢れた炎が下側循環管接続口のパッキンを
焼損して、本体の外に火が出ていたが、使用者が使用を継続したため、周囲の可燃物に引火
し、火災に至ったものと推定される。　なお、取扱説明書及び本体表示には、「器具を冠水
させないよう注意する」「浴室の排水口をよく掃除し、ふろがまの底が水につからないよう
排水を良くする」「不都合が生じた時は直ちに使用を中止し、点検する」旨、記載されてい
る。

(受付:2014/10/09)

( 火災 ) ( E1 )

 A201400426

 2014/10/05

 (事故発生地)

栃木県

 2014-1569

ガス衣類乾燥機（都市
ガス用）

　当該製品を使用中、当該製品及び当該
製品内部（ドラム内）の洗濯物を焼損す
る火災が発生した。

　○当該製品は、ドラム内のタオル等が焼損し、ドラム内フィルターとその樹脂枠の一部に
焼損が認められた。○タオル付着物から油脂分が検出された。○電源コード、モーター、制
御基板等の電気部品及びバーナー等の燃焼部品に焼損は認められず、出火痕跡は認められな
かった。●当該製品で油脂分を含んだ洗濯物を乾燥させたために、油の酸化熱により自然発
火し出火したものと推定される。　なお、本体及び取扱説明書には「食用油、動物系油、機
械油などの付着した衣類は洗濯後でも絶対に乾燥しない。油の酸化熱による自然発火や引火
の恐れがある。」旨、記載されている。

(受付:2014/10/15)

( 火災 ) ( E2 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0048

 A201400446

 2014/10/04

 (事故発生地)

青森県

 2014-1638

ゴム管（ＬＰガス用） 　当該製品に接続しているガスこんろを
使用したところ、ガスこんろ等を焼損す
る火災が発生した。

　○ガスこんろに接続されていた当該製品（約１ｍ）の中心部にネズミが噛んだような穴が
空いていた。○事故以前に、ガスこんろの内部配線がネズミにかじられるなど、周辺にネズ
ミが出没することがあった。●当該製品をネズミがかじったことにより、ガスが漏洩し、使
用中のガスこんろの火に引火して出火したものと推定される。

(受付:2014/10/23)

( 火災 ) ( F1 )

 A201400452

 2014/10/16

 (事故発生地)

神奈川県

 2014-1639

屋外式（ＲＦ式）ガス
ふろがま（都市ガス用
）

　当該製品を焼損する火災が発生した。 　○使用者が浴槽の排水中に当該製品の点火ボタンに浴槽の蓋をぶつけてしまい、ふろがま
が点火したため、当該製品が空だき状態になって過熱され、当該製品と浴槽をつなぐ循環パ
イプの継ぎ手を焼損した。○当該製品の外装には強い過熱痕が認められ、熱交換器は溶融し
て穴が開いていた。○当該製品には水位式の空だき防止装置が取り付けられていたが、事故
時に作動した痕跡は認められなかった。○空だき防止装置を構成する部品の一部が過熱によ
って損傷していたが、部品の組み付けに異常は認められなかった。○空だき防止装置のダイ
ヤフラムの水通路側の表面とその周辺に、茶褐色の付着物が認められた。○当該製品の使用
頻度や使用実態は特定できなかった。●事故以前の使用状況が不明のため事故原因の特定に
は至らなかったが、当該製品の空だき防止装置に湯垢と推定される付着物が認められたこと
から、当該製品の熱交換器や空だき防止装置の配管内に湯垢等が付着・堆積して空だき防止
装置が作動しなくなったために、過熱が進んで事故に至ったものと考えられ、製品に起因し
ない事故と推定される。　なお、当該製品はＪＩＳマークを取得していた。

(受付:2014/10/24)

( 火災 ) ( F2 )

 A201400464

 2014/10/16

 (事故発生地)

東京都

 2014-1688

ガスこんろ（都市ガス
用）

　当該製品を使用中、やかんを移動した
際、衣服に着火し、火傷を負った。

　○使用者は、左側の強火力バーナーのこんろにやかんをのせて点火して使用していた。○
使用者は、当該製品の左側にある流し台にやかんを移動した際に、寝間着（化繊）の上着の
右後ろ裾に火がついた。○当該製品の点火・燃焼状態に異常は認められなかった。○当該製
品にガス漏洩はなく、焼損等の異常も認められなかった。○使用者の寝間着の上着の形状は
不明であった。●当該製品に異常は認められないことから、当該製品の左側の強火力バーナ
ーにやかんをのせて使用中に、やかんを当該製品の左側にある流し台に移動した際に、こん
ろの炎が寝間着（化繊）の上着の裾に着火し、事故に至ったものと考えられ、製品に起因し
ない事故と推定される。　なお、取扱説明書には、「こんろ使用中に身体や衣服が炎に近づ
かないよう注意する。衣服に炎が移ってやけどの恐れがある。」旨、記載されている。

(受付:2014/10/30)

( 重傷 ) ( E2 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0049

 A201400468

 2014/10/18

 (事故発生地)

鹿児島県

 2014-1713

ガスオーブン（都市ガ
ス用）

　飲食店で当該製品を使用中、当該製品
を焼損する火災が発生し、２名が軽傷を
負った。

　○当該製品の各部にガス漏れは認められなかった。○当該製品に庫内での油脂等の発火や
バーナーの異常燃焼の痕跡は認められなかった。○点火性能やバーナーの燃焼状態に異常は
なく、制御装置や立ち消え安全装置等は正常に作動した。●事故当時の詳細な状況が不明で
あるため原因の特定には至らなかったが、当該製品の制御装置や立ち消え安全装置の作動及
びバーナーの作動・燃焼状態等に異常は認められず、各部にガス漏れも認められなかったこ
とから、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2014/11/04)

( 火災 ) ( F2 )

 A201400473

 2014/10/28

 (事故発生地)

愛知県

 2014-1714

ガスこんろ（都市ガス
用）

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生し、１名が軽傷を負った。

　○使用者は、当該製品のバーナーの上に電気炊飯器を置いた状態で、誤って当該製品の点
火ボタンを押してしまった。○当該製品及び電気炊飯器に異常は認められなかった。●当該
製品のバーナーの上に電気炊飯器を置いた状態で、誤って当該製品の点火スイッチを押した
ため、出火に至ったものと推定される。

(受付:2014/11/04)

( 火災 ) ( E2 )

 A201400486

 2014/10/24

 (事故発生地)

福井県

 2014-1778

ガスこんろ（ＬＰガス
用）

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生し、１名が軽傷を
負った。

　○当該製品の右側こんろから、隣接する流し台にかけて、水切りかごとみられる樹脂溶融
物が残存していた。○残存していた樹脂溶融物の真下にあたる、流し台収納部の扉、床及び
敷マットが焼損していた。○使用者はガスこんろの上に水切りかご（樹脂製）を置いたまま
点火した。●当該製品の上に水切りかごを置いた状態で点火したため、こんろの火が水切り
かごに着火し、火災に至ったものと推定される。　なお、取扱説明書には「機器の上や周囲
には可燃物や引火物を置かない、近づけない」旨、警告表記されている。

(受付:2014/11/10)

( 火災 ) ( E2 )

 A201400487

 2014/11/03

 (事故発生地)

北海道

 2014-1779

ガスこんろ（都市ガス
用）

　当該製品を使用中、当該製品を破損し
、周辺を焼損する火災が発生した。

　○使用者が、当該製品のグリルで魚を焼いて取り出し、その場を離れて食事をしていたと
ころ、当該製品から出火していた。○グリル庫内は焼損が著しく、底面、遮熱板及びトップ
プレート裏面にススの付着が認められた。○グリル水入れ皿には、使用を禁止されているア
ルミ箔が敷かれていた。○グリル水入れ皿及びアルミ箔上の表面全体に、食品カス等の炭化
物が認められた。○左右こんろには、出火痕跡は認められなかった。●当該製品は、グリル
の手入れ不足に加え、水入れ皿にアルミ箔を敷いて使用されていたことから、水入れ皿に溜
まった油脂等が燃えて火災に至ったものと推定される。　なお、取扱説明書には、「脂の出
る料理には焼網の上や下にアルミ泊を敷かない」、「グリル使用後は必ずお手入れする」旨
、記載されている。

(受付:2014/11/10)

( 火災 ) ( E2 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0050

 A201400518

 2014/10/27

 (事故発生地)

長野県

 2014-1859

石油温風暖房機（開放
式）

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　○当該製品は、樹脂部品が焼失し、全体が焼損・変形していた。○使用者は、分解してフ
ァンを変形させ、枠天板を外して使用していた。○使用者は、運転を停止しないままカート
リッジタンクに給油した際に、誤ってカートリッジタンクを倒して灯油をこぼし、口に銜え
ていたたばこを灯油がこぼれた場所に落とした。○当該製品の燃焼部に異常燃焼した形跡は
認められなかった。○当該製品の電気系統には短絡は認められず、送油系統に油漏れの痕跡
は認められなかった。○事故同等品を用い、使用者証言に基づき、事故状況を検証するため
に再現実験を行ったが、発火には至らなかった。●当該製品が出火に至ったメカニズムが不
明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品から出火した痕跡が認められないこ
とから、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2014/11/20)

( 火災 ) ( F2 )

 A201400519

 2014/11/08

 (事故発生地)

滋賀県

 2014-1860

石油温風暖房機（開放
式）

　当該製品のスイッチを入れたところ、
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生
し、２名が軽傷を負った。

　○使用者が、朝に運転後放置し、昼頃再度運転スイッチを入れたところ、当該製品から出
火し、当該製品とその周辺を焼損した。○送油経路、電気系統及び燃焼部の各部に異常は認
められなかった。○油受け皿内部に緑色の残油があり、ガソリンに近似した成分が検出され
た。○灯油の保管場所と別の場所に、緑色のガソリン混合油が携行缶で保管されていた。●
当該製品にガソリンを給油したため、給油タンク内の圧力が上がり、油受け皿より溢れたガ
ソリンの揮発成分が再点火の際に引火し、火災に至ったものと推定される。　なお、取扱説
明書や本体に、「ガソリン等の揮発性の高い油の使用禁止、使用燃料：灯油」の旨、警告表
記されている。

(受付:2014/11/20)

( 火災 ) ( E2 )

 A201400532

 2014/11/17

 (事故発生地)

大阪府

 2014-1885

ガスこんろ（都市ガス
用）

　当該製品を使用中、当該製品を焼損す
る火災が発生した。

　○使用者が当該製品のグリルで魚を調理し、グリルを消した後外出し、その後にグリルの
排気口から炎が出ているのを家族が発見し当該製品を焼損した。○グリルの前面周辺、グリ
ルの排気口周辺及びガラス天板裏面にススの付着が認められた。○グリル内部にスス付着が
あり、特に奥側に多量のスス付着が認められた。○グリル受け皿に多量の油脂類の堆積が認
められた。○使用者はグリルを掃除したことがなかった。●当該製品は、使用者がグリル内
部を掃除せずに使用を継続したため、グリルで調理時、グリル受け皿に堆積していた油脂類
に着火し炎が拡大して当該製品内部の配線等を焼損したものと推定される。　なお、取扱説
明書には警告表示として「グリルを使用後グリル受け皿にたまった油を取り除く」旨表記さ
れている。

(受付:2014/11/26)

( 火災 ) ( E1 )

 A201400535

 2014/11/18

 (事故発生地)

北海道

 2014-1897

石油ストーブ（密閉式
）

　当該製品を使用中、一酸化炭素中毒に
より１名が軽症を負った。

　○使用者は、当該製品を使用中に気分が悪くなり、軽い一酸化炭素中毒が疑われたが、事
故当時一緒にいた家族には異常はなかった。○当該製品の気密性や排ガス中の一酸化炭素濃
度は、ＪＩＳ基準を満たしていた。●使用者が一酸化炭素中毒になった原因の特定には至ら
なかったが、当該製品の気密性試験や排ガス中の一酸化炭素濃度に異常は認められなかった
ことから、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2014/11/27)

( CO中毒 ) ( F2 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0051

 A201400548

 2014/11/07

 (事故発生地)

愛知県

 2014-1923

ガスボンベ 　バーナーに当該製品を接続して点火後
、バーナーと当該製品の接続部分から出
火し、当該製品が破裂、周辺を焼損する
火災が発生し、１名が軽傷を負った。（
A201400565と同一事故）

　○当該製品は、上部が接続されたバーナーが埋まるように変形し、底が反対側に反った状
態で外れていた。○バーナーとの接続部付近及びその近くが焼損し、一部は塗装が剥がれて
いた。○ボス部分に加熱痕は無く、バルブに溶融は認められなかった。○バーナー（２０年
以上使用）は純正品で、接続部のＯリングに亀裂が認められ、硬化して厚みが薄くなってい
た。●バーナーの接続部に取り付けられているＯリングが、経年劣化により硬化・変形・亀
裂が生じていたため、バーナーと当該製品の接続部分からガス漏れが生じてバーナーの火が
引火し、当該製品が加熱されて破裂・火災に至ったものと推定される。

(受付:2014/12/03)

( 火災 ) ( F2 )

 A201400552

 2014/11/27

 (事故発生地)

東京都

 2014-1957

ガスこんろ（都市ガス
用）

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　○事故現場の住居にはゴミが散乱していた。○事故に至った経緯及び詳細な事故状況は特
定できなかった。○当該製品に起因する火災ではなかった。●当該製品の状態及び使用状況
が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に起因する火災ではなかったこ
とから、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2014/12/04)

( 火災 ) ( F2 )

 A201400577

 2014/11/15

 (事故発生地)

大阪府

 2014-2049

ガスカートリッジ直結
型ガスこんろ

　車内で当該製品をガスボンベに接続し
て使用中、当該製品及び周辺を破損する
火災が発生した。（A201400578と同一
事故）

　○使用者が、車両内荷台で片手鍋に水を入れて当該製品に点火し、バックドアを閉めその
場を離れ約１５分後当該製品に接続したボンベが爆発した。○設置場所にはビニールシート
、合板が敷かれており、ビニールシートは溶融し、合板が焦げていた。また、バックドアの
内張りにも溶融が認められた。○当該製品は器具栓とバーナー、ごとくが分離していた。ま
た、器具栓及び接合リングはボンベ頭部に接続された状態であった。○つまみと接合リング
は溶融・焼損していたが、その上部に位置していたバーナー裏面に付着するススの量はわず
かであった。○接合リング下のボンベとの結合部である樹脂製四つ爪に異常はなく、接合リ
ングの焼損状況は下面に比べ上面が著しかった。○器具栓を同等品ボンベに接続し、つまみ
を回したところ正常にガスが出て器具栓及び当該製品とボンベとの接続部にガス漏れは認め
られなかった。●詳細な使用状況が不明なため事故原因の特定には至らなかったが、当該製
品に異常は認められなかったことから、車両内で片手鍋に水を入れ当該製品を点火後、使用
者がその場から離れている間に片手鍋及び当該製品が転倒し、当該製品の火が周囲に燃え移
ってボンベが過熱され膨張・爆発したものと推定される。　なお、当該製品の取扱説明書に
は、「屋外専用・屋内使用禁止」及び「車内での使用禁止」の旨、記載されている。

(受付:2014/12/16)

( 火災 ) ( E1 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0052

 A201400578

 2014/11/15

 (事故発生地)

大阪府

 2014-2050

ガスボンベ 　車内で当該製品をガスこんろに接続し
て使用中、当該製品及び周辺を破損する
火災が発生した。（A201400577と同一
事故）

　○使用者が、車両内荷台で片手鍋に水を入れて当該製品に接続したガスこんろに点火し、
バックドアを閉めその場を離れ約１５分後当該製品が爆発した。○設置場所にはビニールシ
ート、合板が敷かれており、ビニールシートが溶融し、合板が焦げていた。また、バックド
アの内張にも溶融が認められた。○当該製品の上部はこんろの器具栓が接続された状態で陥
没しており、底板は抜けて分離し、全体的に変形が認められた。○側面は、変形し受熱によ
り内側にまで達する変色が２箇所認められた。○側面と底板とのカシメ部に腐食等による穴
あきは認められなかった。○マウンテンカップ及びボス内部のバルブパッキンに異常は認め
られなかった。●詳細な使用状況が不明なため事故原因の特定には至らなかったが、当該製
品に異常は認められなかったことから、車両内で片手鍋に水を入れ当該製品に接続されたガ
スこんろで点火後、使用者がその場から離れている間に片手鍋及び当該製品が転倒し、バー
ナーの火が周囲に燃え移ってボンベが過熱され膨張・爆発したものと考えられ、製品に起因
しない事故と推定される。

(受付:2014/12/16)

( 火災 ) ( F2 )

 A201400579

 2014/12/06

 (事故発生地)

熊本県

 2014-2051

石油ストーブ（開放式
）

　当該製品を使用中、建物を全焼する火
災が発生した。

　○使用者宅では、灯油の近くにガソリンを保管していた。○当該製品の焼損は著しかった
。○当該製品の設置場所からガソリン成分が検出された。●当該製品にガソリンを誤給油し
たため、燃焼熱によりカートリッジタンクの内圧が上昇してガソリンが押し出され、油受け
皿から溢れたガソリンに引火して、火災に至ったものと推定される。　なお、取扱説明書に
は、「ガソリン使用禁止、ガソリンなど揮発性の高い油は絶対に使用しない。火災の原因に
なる」旨、記載されている。

(受付:2014/12/16)

( 火災 ) ( E2 )

 A201400599

 2014/12/14

 (事故発生地)

北海道

 2014-2073

石油ストーブ（開放式
）

　建物が全焼し、２名が死亡する火災が
発生し、現場に当該製品があった。

　○当該製品の外装パネルは変形し、全体的に著しい焼損が認められた。◯油受皿、点火装
置に異常は認められず、灯油漏れの痕跡も認められなかった。◯芯は、耐震自動消火装置に
よる消火位置まで下がっていた。○給油タンクは本体にセットされた状態で変形していたが
、油量計は残存しており、口金等にも異常は認められなかった。●当該製品の使用状況が不
明なことから、事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に出火の痕跡が認められない
ことから、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2014/12/19)

( 火災 死亡 ) ( F2 )

 A201400623

 2014/12/07

 (事故発生地)

奈良県

 2014-2033

石油こんろ 　事務所で当該製品を使用中、建物を全
焼する火災が発生した。

　○使用者が、１７時頃当該製品に着火し、２１時３０分頃ヤカンに給水し、火力を小さく
して外出しているときに火災が発生した。○事故前に当該製品を４．５時間、問題なく使用
していた。○外観は全体の焼損が激しく、天板の２／３以上が焼失し大きく穴が開いていた
。○燃焼筒にススの付着がなく、異常燃焼の痕跡は認められなかった。○置台に「吹き返し
現象」の痕跡は認められなかった。○同等品を用いたヤカンの空焼き燃焼試験により、輻射
熱で油タンクが異常に温度上昇し引火する可能性は否定された。●当該製品は、詳細な使用
状況が不明のため、事故原因の特定に至らなかったが、当該製品に異常燃焼の痕跡はなく、
ヤカンを載せた連続運転でも灯油が大量に気化し引火する可能性は否定されたことから、製
品に起因しない事故と推定される。

(受付:2014/12/26)

( 火災 ) ( F2 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0053

 A201400626

 2014/12/19

 (事故発生地)

岡山県

 2014-2162

屋外式（ＲＦ式）ガス
給湯付ふろがま（ＬＰ
ガス用）

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　○当該製品の排気口やフロントカバーに接した状態で、稲わらが置かれていた。○当該機
器のフロントカバー、天上板等が熱影響を受けて黒く変色しており、排気口内部やフロント
カバー表面等には稲わらと思われる燃えかすが認められた。○ガス通路部の気密性に問題は
なく、燃焼状態は正常であった。○当該製品の内部に出火の痕跡は認められなかった。●当
該製品の排気口が稲わらで閉塞された状態で使用したため、不完全燃焼状態となり、一時的
に燃焼炎が伸びて、排気口付近の稲わらに着火し出火したものと推定される。　なお、取扱
説明書には、「機器の上や、周囲には燃えやすいものを置かない。」旨、記載され、本体に
は、「可燃物からの前方の離隔距離は６０ｃｍ以上必要である」旨、表示されている。

(受付:2014/12/26)

( 火災 ) ( E2 )

 A201400633

 2014/12/19

 (事故発生地)

北海道

 2014-2281

ガスストーブ（ガスボ
ンベ式）

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　○当該製品は事故時に使用されておらず、器具栓つまみの位置は消火位置であった。○当
該製品の外観は全体的に焼損し、ガスボンベ（事業者名不明）の破裂時の影響により側面の
金属ケースが外側方向に変形していた。○ガスボンベは、底面側が破裂して底が抜けていた
が、上面側のバルブに変形などの異常は認められなかった。●当該製品の器具栓つまみは、
消火位置であったことから、事故時に当該製品は使用されておらず、製品に起因しない事故
と推定される。

(受付:2015/01/05)

( 火災 ) ( F2 )

 A201400634

 2014/12/22

 (事故発生地)

千葉県

 2014-2282

ガスこんろ（都市ガス
用）

　当該製品を使用中、当該製品を焼損す
る火災が発生した。

　○使用者は、右こんろと間違ってグリルを点火したことに気づき、その後、右こんろを再
点火したが、グリルの消火確認はしていなかった。○使用者は、右こんろを点火した後、そ
の場を離れた。○グリル庫内は油脂類で著しく汚損しており、それらには発火した形跡が認
められた。○グリル操作ボタンには家人によってグリル操作ボタン押し間違い防止用の布粘
着テープが貼られており、操作ボタンの押し戻し操作を阻害している点が認められた。○当
該製品に事故発生に影響を及ぼすような異常な箇所は認められなかった。●当該製品に異常
は認められないこと、グリル操作ボタンに押し間違い防止用の布粘着テープが貼られており
操作ボタンの押し戻し操作を阻害している点が認められたことから、操作ボタンの押し間違
いにより誤ってグリルを点火してその場を離れたため、グリル庫内が過熱し溜まっていた油
脂類が発火して火災に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。　なお
、取扱説明書には、「グリル使用後は必ずお手入れする。グリル水入れ皿に溜まった脂や、
調理物が燃えて火災の恐れがある。使用後の消火を必ず確認する。」旨、記載されている。

(受付:2015/01/05)

( 火災 ) ( E2 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0054

 A201400637

 2014/12/25

 (事故発生地)

山形県

 2014-2284

石油ストーブ（開放式
）

　当該製品の給油タンクを引き抜いたと
ころ、口金が外れて灯油がこぼれ、当該
製品及び周辺を焼損する火災が発生し、
１名が軽傷を負った。

　○当該製品を消火し給油タンクを引き抜いたところ、ネジ式の口金がストーブ本体に残っ
たまま給油タンク本体だけが出てきて、灯油が当該製品及び周辺にこぼれて出火した。○前
回給油した際、給油タンクの口金の脇から少量の灯油があふれ出ていたが、そのまま本体に
セットした。○当該製品の給油タンクの本体、給油口、口金等に変形等の異常は認められな
かった。○芯及び芯調整つまみの位置は、消火位置になっていた。●当該製品の給油タンク
の口金を、前回給油時に確実に締めずに本体へセットしたため、給油タンクを引き抜いた際
に口金が外れ、給油タンク内に残っていた灯油が本体に掛かり、燃焼筒や天板の余熱により
出火したものと推定される。　なお、取扱説明書には、「給油口口金は、確実に締める。口
金を下にして、油漏れがないことを確かめる。口金を斜めに締めたりすると、簡単に口金が
外れて、火災の原因になる。」旨、記載されている。

(受付:2015/01/05)

( 火災 ) ( E2 )

 A201400647

 2014/12/28

 (事故発生地)

愛知県

 2014-2289

石油ストーブ（開放式
）

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　○当該製品の外郭は、前面及び左側の焼損が強く、樹脂製つまみは焼失していた。○燃焼
筒は、放熱コイル部分に多量のススが付着していたが、内炎筒にススの付着は無く、燃焼筒
のセット位置がずれていた痕跡は認められなかった。○油受皿には、焼けた多量のホコリが
あった。●当該製品の置台に多量のホコリが溜まっていたため、燃焼空気が不足して異常燃
焼が生じ、火災に至ったものと推定される。　なお、取扱説明書には、「置台はいつもきれ
いに掃除して使用する。」旨、記載されている。

(受付:2015/01/06)

( 火災 ) ( E2 )

 A201400656

 2014/12/27

 (事故発生地)

静岡県

 2014-2340

ガスこんろ（都市ガス
用）

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　○留守にしてから約３時間半後に火災が発生した。○当該製品の左こんろの上には可燃物
を乗せていた。○当該製品の外観は、左後部側の焼けが強く、左こんろの点火ボタンは焼損
しており、点火状態は確認できなかった。○左こんろの上に焼けた樹脂の付着が認められた
。○当該製品の内部にガス漏れ等による出火の痕跡は認められなかった。●当該製品の使用
状況が不明なことから、事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に出火の痕跡が認め
られないことから、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2015/01/09)

( 火災 ) ( F2 )

 A201400718

 2015/01/30

 (事故発生地)

北海道

 2014-2532

油だき温水ボイラ 　当該製品を焼損する火災が発生した。 　○当該製品には暖房と給湯の機能があるが、事故の２年程前に暖房温度が安定しないため
、使用者が知り合いの修理業者に修理を依頼したが直らなかったため、それ以降、給湯機能
のみ使用していた。○当該製品の内部は、下部の凍結防止ヒーター用スイッチを中心に焼損
し、当該スイッチの平形端子の一部に溶融及び欠損が認められた。○暖房用不凍液の経路に
ある膨張逃し弁の金属製排水接続部が破断し、排水接続部に接続されるはずの排水用ゴムホ
ースは、切断され接続されていなかった。○膨張逃し弁の排水接続部から下部周辺に不凍液
が漏れ出した痕跡が認められた。●当該製品の修理状況の詳細が不明なことから、事故原因
の特定には至らなかったが、修理などの際に、膨張逃し弁の排水用ゴムホースが接続されな
かったため、膨張した不凍液が機器内部に漏れ出し、凍結防止ヒーター用スイッチの端子間
でトラッキング現象が生じて事故に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定さ
れる。

(受付:2015/02/03)

( 火災 ) ( F2 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0055

 A201400822

 2015/02/20

 (事故発生地)

愛知県

 2014-2830

半密閉式（ＣＦ式）ガ
ス瞬間湯沸器（ＬＰガ
ス用）

　保育園の調理室で当該製品を使用中、
一酸化炭素中毒により１名が軽症を負う
事故が発生した。

　○当該製品は排気筒接続方式であるが、排気筒が接続されておらず、調理室の排気フード
の下に設置されていた。○熱交換器はススが堆積して閉塞状態になっており、異常燃焼を起
こして、高濃度の一酸化炭素が発生した。○当該製品のガス通路にガス漏れは認められなか
った。●当該製品は、排気筒を接続せずに設置されていたことから、長期使用（約１２年）
で熱交換器に大量のススが付着して閉塞状態となり、不完全燃焼となって発生した高濃度の
一酸化炭素が室内に漏れたものと推定される。

(受付:2015/03/09)

( CO中毒 ) ( D1 )



　製品区分：　04.家具・住宅用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0056

 A201200883

 2013/01/20

 (事故発生地)

東京都

 2012-3047

脚立 　階段で当該製品に乗って作業中、転倒
し、負傷した。

　○使用者は、段差のあるコーナー部に当該製品を設置し、天板にまたがって、壁紙を貼る
作業していたところ、作業している側と反対方向に当該製品が転倒した。○当該製品の脚の
先端には長さを調整できる伸縮部があり、支柱の伸縮部が付け根部分から内側に折れ曲がっ
ていた。○破損した伸縮部の表面には、外側に引張による白化が認められた。○破損した伸
縮部の硬度、肉厚及び寸法に異常は認められなかった。○伸縮部の長さをロックする機構に
異常は認められなかった。○類似品の上から重量物落下させて脚部に当てたところ、当該製
品と同じように伸縮部の付け根付近から内側に折れ曲がった。●事故発生時の詳細が不明の
ため、製品のバランスが崩れた原因は特定できなかったが、当該製品に構造的な異常は認め
られず、破損した脚が製品の内側方向に変形していることから、天板にまたがって作業して
いた使用者が、当該製品の上に落下し、身体を製品に接触するなどして脚が破損したものと
考えられ、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2013/02/07)

( 重傷 ) ( F2 )

 A201200972

 2013/02/12

 (事故発生地)

新潟県

 2012-3271

除雪機（歩行型） 　当該製品を使用中、当該製品を焼損す
る火災が発生した。

　○使用者は、当該製品の燃料タンクを満タンにした後、除雪作業を開始し、約１５分後に
雪にはまって走行できなくなった。○当該製品は、雪に乗り上げ、前上がり約６５度の姿勢
で停止していた。○当該製品の燃料キャップは、外側のカバーが外れて内側の仕切り板がむ
き出しになっていた。○当該製品の燃料キャップは、適切な位置まで締め込まれていなかっ
た。○事故時と同量の燃料を入れた燃料タンクを前後に傾けたとき、タンク内の液面が給油
口の口金に達する角度は４９度だった。○当該製品の燃料タンクの後方下部にはバッテリー
が配置されていた。○当該製品のバッテリーの端子は、Ω状のターミナルを取り付けてねじ
で本体側と固定する構造となっていたが、事故後、プラス側の端子が外れていた。○バッテ
リーのプラス側の端子が外れた経緯は特定できなかった。●使用者が燃料キャップが破損し
た状態で当該製品を使用したために、当該製品が雪にはまって傾いた際に、むき出しとなっ
ていた燃料キャップの仕切板のブリーザ穴から燃料が漏れ出して後方下部にあったバッテリ
ーにかかり、バッテリーの端子が外れた際のスパークで着火して事故に至ったものと考えら
れ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、取扱説明書には、「燃料がこぼれている
と火災事故を引き起こす原因となる」旨、記載されている。

(受付:2013/03/01)

( 火災 ) ( E2 )

 A201300005

 2012/12/25

 (事故発生地)

神奈川県

 2012-3592

踏み台（アルミニウム
合金製）

　当該製品を使用中、バランスを崩して
転倒し、負傷した。

　○使用者は、階段の踊り場に設置した当該製品の天板から一段下の左右の踏ざんに足を乗
せて、天板をまたぐ形で照明の拭き掃除をしていた。○使用者がバランスを崩して階段の上
り側に転倒した際、当該製品は、折り畳まれた状態で階段上に倒れた。○転倒した使用者は
、階段を滑り落ち、倒れていた当該製品の天板に体をぶつけた。○事故発生時に当該製品の
開き止め金具がロックされていたかは特定できなかった。○当該製品の天板の一部に変形が
認められたが、それ以外に変形や破損は認められなかった。○当該製品の開き止め金具は、
天板が変形したために、ロック位置まで開かなくなっていたが、金具と支柱の付け根部分に
緩みはなく、変形等の異常も認められなかった。○天板及び踏ざんの固定ビスに緩みはなか
った。○同等品の天板に４００㎏（耐荷重の４倍）のおもりを乗せたが、変形、破損等は認
められなかった。○折り畳んだ状態の同等品の天板端部に衝撃荷重を加えたところ、当該製
品と同様に天板にねじれが生じた。●事故発生時の当該製品の開き止め金具の状態や使用者
の状態が不明のため、原因の特定に至らなかったが、当該製品に異常が認められないことか
ら、バランスを崩した使用者が当該製品とともに転倒した際に、当該製品に身体の一部が天
板に接触して破損したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、当該
製品はＳＧマークを取得している。

(受付:2013/04/02)

( 重傷 ) ( F2 )



　製品区分：　04.家具・住宅用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0057

 A201300121

 2013/04/07

 (事故発生地)

新潟県

 2013-0467

脚立（踏み台兼用） 　当該製品を使用中、転倒し、負傷した
。

　○使用者は、和室の押し入れ上部天袋の引戸を開けるために、手に何も持たずに当該製品
に乗ったところ、製品と一緒に畳の上に転倒し、製品の一部に身体が挟まった。○使用者は
、転倒する直前に当該製品のどの位置に脚を乗せていたか、当該製品がどの方向に倒れたか
、身体のどこが製品のどこに挟まったのか、覚えていなかった。○当該製品の昇降面の左前
支柱が、第一踏ざんの取付位置で破断しており、昇降面幅方向の踏ざん側に曲がった痕跡が
認められた。○ＳＧ基準を適用し同等品の最下段の踏ざんの端部に１．９ｋＮの垂直荷重を
加えたところ、踏ざんの取付け部が破損することはなく、支柱にも異常は認められなかった
。○破損した支柱の破断部の形状、肉厚、硬さなどは、当該製品の仕様を満たしており、異
常は認められなかった。○破断面には、疲労破壊の痕跡は認められなかった。●当該製品が
転倒した際の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品の強度
や寸法に異常が認められず、支柱が内側に変形し、破面にも疲労破壊の痕跡が認められなか
ったことから、使用中にバランスが崩れ、使用者が落下する際に当該製品の脚部に身体の一
部があたるなどして事故に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2013/05/17)

( 重傷 ) ( F2 )

 A201300126

 2013/04/10

 (事故発生地)

東京都

 2013-0524

踏み台（アルミニウム
合金製）

　当該製品を使用中、転倒し、負傷した
。

　○使用者は、当該製品の天板にまたがり、上から１段目の踏ざんに左右の足をかけて植木
の結束作業をしていたところ、後方に転落した。○事故現場は使用者の自宅の玄関外であり
、飛び石状に設置されていた敷石の上に、当該製品を置いて使用していた。○当該製品の破
断した脚部の硬度、板厚及び寸法に異常は認められなかった。○当該製品の支柱の脚の破断
部は、内側部分にへこみがあり、外側部分にネッキングが認められた。●当該製品の折損し
た脚部の硬度、肉厚及び寸法に異常が認められず、支柱の脚部に内向きの力が加わった痕跡
が認められることから、使用中に当該製品の脚が敷石から落ちるなどして製品のバランスが
崩れ、転倒する使用者が製品に接触して荷重が製品脚部に加わって破損に至ったものと考え
られ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、本体表示及び取扱説明書には、「踏み
台が安定しない場所での設置は、踏み台が傾いて転倒転落事故のおそれがある」旨、記載さ
れている。

(受付:2013/05/20)

( 重傷 ) ( E2 )

 A201300356

 2013/07/09

 (事故発生地)

和歌山県

 2013-1365

収納棚 　事務所で当該製品の引き出しから書類
を取り出して作業中、当該製品が転倒し
、右足の小指を負傷した。

　○使用者が当該製品の上段の引き出しを開けていたところ当該製品が転倒し、近くにいた
使用者の足に当たり指を骨折した。○当該製品は、３段の引き出しのある収納棚で、壁固定
や床固定等の転倒防止措置が施されていなかった。○当該製品は上段の引き出し口に転倒に
よる変形が認められたが、他に異常はなかった。○上段の引き出しには多くの書類を収納し
、中・下段には少量の書類を収納していた。○当該製品はＪＩＳ　Ｓ１０３３オフィス用収
納家具の安定性の規格を満たしていた。○取扱説明書には、「単体で使用するときは、壁・
床固定するかバランスウェートを装着する」、本体には、「各引き出しへバランスよく収納
する」旨、記載されている。●詳細な使用状況が不明なため事故原因の特定には至らなかっ
たが、転倒により上段の引き出しが変形していたものの他に異常はなかったことから、転倒
防止措置を施さずに設置されていたため転倒に至ったものと考えられ、製品に起因しない事
故と推定される。

(受付:2013/08/20)

( 重傷 ) ( F2 )



　製品区分：　04.家具・住宅用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0058

 A201300364

 2013/06/27

 (事故発生地)

兵庫県

 2013-1400

椅子 　当該製品に着座中、椅子枠から座面が
外れて転倒し、負傷した。

　○使用者が、当該製品にカバーを付け腰掛けていたところ、椅子枠に固定されている座面
が外れて転倒し頚部及び左肩に打撲を負った。○当該製品は購入者が組み立てる商品である
が、外れた座面は本来座面前後の袋縫い部分に通す横木が通されていなかった。○誰が当該
製品を組み立てたかは、使用者の供述が曖昧であり不明である。○座面の正面から見て右側
は椅子枠から外れており、椅子枠のステープル打ちされた部分が打たれたラインに沿って破
損していた。●組立者が当該製品を組み立てる際、座面の前後の袋縫い部分に横木を通して
いなかったため、座面に加わる荷重を座面左右端部のステープラー固定された部分のみで保
持する状態となり、座面端部が外れ転倒に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と
推定される。　なお、組立説明書には、横木を座面の袋縫いに通す手順が横木の向きととも
に図示されている。

(受付:2013/08/22)

( 重傷 ) ( E2 )

 A201300433

 2013/09/02

 (事故発生地)

東京都

 2013-1654

踏み台 　建造現場で当該製品に乗ったところ、
当該製品が破損して転倒し、負傷した。

　○使用者が作業現場において、片方の足を当該製品に乗せ、他方の足を乗せようとしたと
ころ転倒した。○事故後、当該製品の天板が外れ、脚部は亀裂が進展して破断していた。○
同等品において、真上から加重をかける、正常使用を想定した耐荷重試験を行ったところ、
耐荷重１００ｋｇに対して、６．８ｋＮ（約６９０ｋｇｆ）で破壊した。○耐荷重試験後の
同等品は、脚部の一部が白化して挫屈しており、亀裂が生じて破断した当該製品とは破損状
況が異なっていた。○同等品を横倒しにした状態で、上方から砂袋を脚部の先端部に落下さ
せ、衝撃を加えたところ、当該製品と同様に亀裂を伴って破断した。○当該製品の重量と肉
厚に、同等品との明らかな差異は認められず、外観上の成型不良も認められなかった。●事
故時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、正常使用を想定した同
等品による耐荷重試験を行ったところ、事故品の亀裂が再現されず、強度的な問題も認めら
れないことから、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2013/09/24)

( 重傷 ) ( F2 )

 A201300468

 2013/09/28

 (事故発生地)

大阪府

 2013-1837

脚立（アルミニウム合
金製）

　当該製品に乗って作業中、転倒し、負
傷した。

　○当該製品を脚立状態にし、最上段踏ざんをまたいで自宅玄関の木の手入れ作業中、使用
者が降りようとしたときに転倒し、右手首関節を骨折した。○当該製品の設置場所は平坦で
はなく、傾斜のある場所であった。○当該製品昇降面からみて左支柱の端部が、踏ざん接合
部周辺より内側に折損しており、右支柱にも内曲がりが認められた。○破断面に汚れは見ら
れず、延性的かつ急速に破断したことを示す様相が認められた。○支柱の肉厚は設計許容値
内であった。○支柱の強度は該当するＳＧ基準の強度を満たしていた。●事故時の詳細な状
況が不明のため原因の特定には至らなかったが、当該製品に異常が認められないことから、
使用者が当該製品から降りようとした際、バランスを崩して転倒に至ったものと考えられ、
製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2013/10/10)

( 重傷 ) ( F2 )



　製品区分：　04.家具・住宅用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0059

 A201300519

 2013/10/22

 (事故発生地)

大阪府

 2013-2122

脚立（三脚）（アルミ
ニウム合金製）

　当該製品の段を登っていたところ、転
倒し、負傷した。

　○当該製品を庭に設置し、使用者が庭木の剪定作業のため３段目まで昇り、４段目のステ
ップに脚を掛けたときに後支柱が折れて転倒し、腰を骨折した。○当該製品は会社（主に造
園業）が２００３年に購入、複数人が業務用として約１０年にわたり使用していた。○後支
柱は、補強材取付部周辺で昇降面側から見て左方向へ折損しており、破断部には右側から左
方向へ向かって亀裂が進展した痕跡が認められた。○破断面右側の起点部にはネッキングが
見られ、最終破断部には圧縮の力が加わったことによると見られる変形としわ模様が認めら
れた。○破断面は、かなりの部分にわたって擦られた痕があり、最終破断に至るまでにクラ
ックが徐々に進行していた様相を呈していた。○後支柱の肉厚と寸法は設計値通りで、硬さ
（引っ張り強度代用値）にも異常は認められなかった。○類型品の三脚脚立を転倒させた状
態で、昇降面に７０ｋｇのタックルマットを落下させると、後支柱が当該製品と同じ場所で
破断することが確認された。●当該製品の詳細な使用状況が不明のため事故原因の特定には
至らなかったが、後支柱の肉厚、寸法、硬さは設計図面を満足していたことから、事故以前
に後支柱に大きな力が加わって一部が延性破壊し、クラックが入った状態で使用を続けるこ
とで破断が進行し、最後に残った部分が変形を伴いながら破断したものと考えられ、製品に
起因しない事故と推定される。

(受付:2013/11/05)

( 重傷 ) ( F2 )

 A201300619

 2013/11/19

 (事故発生地)

三重県

 2013-2506

脚立（はしご兼用）（
アルミニウム合金製）

　当該製品に乗って作業中、転倒し、１
名が負傷した。

　○当該製品を脚立にして庭木剪定中、体重を移動した際に転倒した。○当該製品は昇降面
片側の左右支柱が、下から２段目の踏ざん部から「く」の字に変形し、天板には横にあった
物干し台支柱にぶつかった凹み跡が付いていた。○当該製品の支柱の寸法、肉厚、硬度に異
常は認められなかった。○同等品はＳＧ基準に規定する強度試験と安定性試験に適合してい
た。○同等品を斜めに倒して上部から支柱に衝撃を加えると、当該製品と同様に左右支柱が
変形した。●当該製品の強度等に異常が認められないことから、使用者がバランスを崩し、
転倒して斜めになった当該製品の上に落下し、支柱が変形したものと考えられ、製品に起因
しない事故と推定される。　なお、本体には、「左右方向転倒に注意」、取扱説明書には、
「作業時に脚立の支柱から横に身体を乗り出すと転倒・転落のおそれがある」旨、記載され
ている。

(受付:2013/12/12)

( 重傷 ) ( E2 )

 A201400014

 2014/03/16

 (事故発生地)

京都府

 2014-0176

脚立（三脚）（アルミ
ニウム合金製）

　当該製品を使用中、転倒し、負傷した
。

　○使用者が自宅の庭で、当該製品の天板含め上から４段目に右足、５段目に左足を載せ右
手に剪定鋏を持って作業中急に転倒し、右手首骨折等の怪我を負った。○当該製品は柔らか
い芝生上で使用されており、昇降面に向かって右方向に３度、後支柱方向に１０度の傾斜が
あった。○当該製品の後支柱は３個の長さ調節穴のうち真ん中の穴で固定されており、設置
面の傾斜の影響も含めると、事故当時の昇降面及び後支柱角度は、水平面に対しそれぞれ約
５９度、約８７度（適正傾斜角度はそれぞれ７５度）であった。○使用者によると、「庭の
設置場所が斜めになっていることはわかっており、注意していた。また、取扱説明書も読ん
でいた。」とのこと。○右側の前支柱が、下から２段目の踏ざん部付近で下部がわずかに内
側かつ手前側に変形し、前支柱後ろ側の副支柱が破断していた。○柱の寸法、肉厚について
合計６点実測したところ、すべて社内基準値の許容範囲内（±０．２ｍｍ）で異常は認めら
れなかった。○支柱３箇所のバーコル硬度（引張り強度代用値）を測定した結果、いずれも
社内基準値（７５以上）を満足していた。●当該製品を不安定な設置状態で使用したために
、使用中にバランスを崩し転倒、当該製品の上に身体が落下し、支柱が変形、折損したもの
と推定される。　なお、当該製品はＳＧマーク、Ａマーク表示製品であり、取扱説明書及び
本体表示には、「前支柱と後支柱の使用角度は約７５度にして設置する」「使用時は製品が
安定した状態であることを確認する」旨、記載されている。

(受付:2014/04/07)

( 重傷 ) ( F2 )



　製品区分：　04.家具・住宅用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0060

 A201400082

 2014/03/19

 (事故発生地)

千葉県

 2014-0382

はしご（伸縮式、アル
ミニウム合金製）

　工事現場で当該製品を使用して屋根に
乗り移ろうとしたところ、落下し、全身
を負傷した。

　○一般住宅の一階の屋根に設置されていた当該製品は、二階の屋根の縁に上から三段目の
踏みざん付近の支柱が接するように立てかけられていた。使用者は、四段目の踏みざんから
三段目に昇ろうとして転落し、当該製品は立てかけていた接点付近で折損していた。○使用
者は、事故時の詳細状況を覚えておらず、当該製品がどのように折損したのか特定できなか
った。また、事故以前の使用実態は聞き取れなかった。○当該製品の破断面を観察した結果
、疲労破壊の痕跡はなかった。○当該製品と同等品を比較した結果、肉厚、硬度及び化学組
成に著しい差はなかった。○同等品で強度試験を行ったところ、上から四段目の踏みざんに
使用荷重の４倍の　５．８８ｋＮ（６００ｋｇｆ）の荷重をかけたが破断しなかった。また
、同等品を用いて事故状況の再現を試み荷重等をかけたが、支柱の破断や変形は認められな
かった。●事故発生状況や事故以前の使用実態が不明なため、事故原因の特定には至らなか
ったが、当該製品の強度に問題が認められないことから、製品に起因しない事故と推定され
る。

(受付:2014/05/09)

( 重傷 ) ( F2 )

 A201400118

 2014/05/04

 (事故発生地)

神奈川県

 2014-0545

階段移動用リフト 　介助者が当該製品に搭乗者を乗せたま
ま、待機させていたところ、当該製品が
移動して転落し、搭乗者が負傷した。

　○介助者は、搭乗者をのせた当該製品を自宅の玄関前に停めた。○自宅の玄関前には、階
段方向に１～２．５度の下り傾斜があり、当該製品は階段の方向を向いていた。○介助者は
、当該製品の駐車ブレーキを掛けずにその場を離れた。○事故後、当該製品の一部に変形が
認められたものの、部品の欠損等もなく、駐車ブレーキは正常に作動した。○搭乗者のいる
同等品を２．７°の下り傾斜に停めたところ、駐車ブレーキがかかっていれば動き出すこと
はなかった。○事故以前に、介助者は、当該製品の操作講習において駐車ブレーキの操作を
教わっていた。●当該製品のブレーキに異常が認められないことから、介助者が当該製品に
駐車ブレーキをかけず当該製品から離れたために、当該製品が傾斜を下って階段下に転落し
、事故に至ったものと推定される。　なお、取扱説明書には、「駐車するときは必ず平地で
行う。」「人の乗り移り時や駐車時は駐車ブレーキを使用する。」旨、記載されている。

(受付:2014/05/26)

( 重傷 ) ( E2 )

 A201400283

 2014/07/06

 (事故発生地)

神奈川県

 2014-1181

介護ベッド用手すり 　当該製品をベッドに設置して使用して
いたところ、使用者（８０歳代）が、当
該製品自体の隙間に頭部が入った状態で
発見され、死亡が確認された。

　○使用者は、当該製品の手すりのすき間に首が入って頸椎が圧迫された状態で発見された
。○当該製品は、背板の角度をリモコンで調整することができ、使用者が発見されたとき、
背板は上がっていた。しかし、背板の角度や、背板が上げられた経緯については特定できな
かった。○事故同等品を調査した結果、背板が上がった状態で、身体が動くと、手すりのす
き間に頭部が入り込む可能性が認められた。○当該製品は、ＪＩＳＴ９２５４（在宅用電動
介護ベッド）が２００９年に改正される前の製品であり、手すりのすき間の寸法は、現行Ｊ
ＩＳの基準である「直径１２０ｍｍのジグが入らないこと」を満たしていなかった。○当該
製品の手すりには、すき間を覆う等の挟込み防止措置は執られていなかった。○すき間の挟
込み防止措置が執られていなかった経緯は特定できなかった。○事故発生後に行われた点検
では、当該製品の動作に異常は認められなかった。●事故の発生経緯や手すりのすき間が覆
われていなかった経緯が不明のため、事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に異常
が認められないことから、使用者の首が当該製品のすき間に挟まり圧迫されたために事故に
至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、製造事業者は、当該
製品のレンタル事業者に対して、当該製品がＪＩＳ不適合品である旨とすき間への挟み込み
の防止措置が必要である旨を記した文書を事故以前に２度送付していたほか、ＪＩＳ適合品
への交換を提案していた。

(受付:2014/08/13)

( 死亡 ) ( F2 )



　製品区分：　04.家具・住宅用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0061

 A201400304

 2014/07/21

 (事故発生地)

神奈川県

 2014-1165

ベッドフレーム 　当該製品の角に脚をぶつけて、負傷し
た。

　○当該製品にマットレスを置いた状態では、足元側の脚部は露出するものであった。○足
元側の脚部の角部には、面取り加工がされていた。○当該製品には、他社製のマットレスが
使用されていたが、輸入事業者が推奨している大きさのものであった。○使用者は、当該製
品を約２年６か月間使用していた。○使用者の夫が、購入後時々脚を角にぶつけていたが、
ズボンをはいていたので怪我はしていないと証言している。○輸入事業者は、当該製品の足
元側の脚部が露出するのは、デザイン的な理由によるものと主張している。●当該製品に異
常が認められないことから、使用者が寝室を歩いているときに当該製品の脚部に脛をぶつけ
たために、事故に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2014/08/28)

( 重傷 ) ( F2 )

 A201400360

 2014/08/26

 (事故発生地)

東京都

 2014-1397

介護用リフト 　施設で当該製品を使用して搭乗者（
７０歳代）がベッドから車いすに移動中
、ストラップが外れて床に落下し、病院
に搬送後、死亡した。

　○介助者は、搭乗者を包んでいるポリエステル製のかご（スリング）が搭乗者の体に正し
く取り付けられていなかったため、搭乗者を吊り下げたままスリングを直していたところ、
スリングが当該製品のハンガーから外れて、搭乗者が床に落下した。○スリングに取り付け
られている紐（ストラップ）の先端はループ状になっており、当該ループをハンガー両端に
ある２つのフックに掛ける構造となっていた。また、フックにはセルフロック機構がついて
おり、移動中にハンガーが傾いてもストラップが抜けにくい構造となっていた。○事故発生
時のスリングのループがハンガーのフックにどのように掛かっていたかや、介助者がスリン
グをどのように扱っていたかは、特定できなかった。○当該製品のフックとスリングのルー
プに破損や変形は認められず、動作にも異常は認められなかった。○同等品を用いて事故状
況の再現を試みたが、スリングがフックに適切に掛かっている状態では、スリングがハンガ
ーから外れることはなかった。●事故状況の詳細が不明のため事故原因の特定には至らなか
ったが、当該製品に異常が認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2014/09/17)

( 死亡 ) ( F2 )

 A201400366

 2014/08/18

 (事故発生地)

東京都

 2014-1414

手すり（洋式トイレ用
）

　施設のトイレで使用者（９０歳代）が
便座に座った際、当該製品から腕が滑り
、当該製品とトイレットペーパーホルダ
ーの間に腕が挟まり、負傷した。

　○当該製品に破損等の異常は認められなかった。○当該製品とトイレットペーパーホルダ
ーとの隙間は、ＢＬ認定基準を満足していた。●詳細な使用状況が不明なため事故原因の特
定には至らなかったが、当該製品に破損等の異常は認められないことから、使用者が誤って
当該製品から腕を滑らせたため、トイレットペーパーホルダーに腕が当たって、怪我を負っ
たものと推定される。

(受付:2014/09/18)

( 重傷 ) ( F2 )



　製品区分：　04.家具・住宅用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0062

 A201400459

 2013/11/29

 (事故発生地)

茨城県

 2014-1692

脚立（はしご兼用、ア
ルミニウム合金製）

　当該製品をはしごとして使用中、当該
製品の部品（止め具）が破損し、落下、
腰を負傷した。

　○使用者は、当該製品の表側を上に向けてはしご状態にし、使用角度を７０°で補助者を
付けて使用していたと主張している。○当該製品の開き止め金具が、左右２本とも接続部の
穴からちぎれるように破壊していた。○開き止め金具の穴が引っ張られるように破断してお
り、その破壊状態が同等品による裏面使用時の強度試験時の止め具の破壊状態と酷似してい
た。○同等品をはしごの状態にして水平に置き、表面中央部付近に直角に約１５００Ｎ（男
性２名の合計体重約１５０ｋｇ）の負荷を掛けた場合、開き止め金具は破壊せず、裏面中央
部付近に直角に約８００Ｎ（男性１名の体重約８０ｋｇ）の負荷を掛けた場合、開き止め金
具が破断した。○開き止め金具のロック部の部品が引張を受け天板側に曲がっており、回転
部（支点）のピン２本のうち１本が欠落していた。○表面及び裏面に打痕があったが、支柱
、踏みざん等に損傷はなかった。●当該製品の事故後の状況から、使用時に裏面を上にして
使用したために開き止め金具が破損し、折りたたまれ事故に至ったものと推定される。　な
お、同等品による強度試験はＳＧ基準を満たしており、本体及び取扱説明書には、裏面の使
用を禁止する旨表記されていた。

(受付:2014/10/30)

( 重傷 ) ( E2 )

 A201400502

 2014/09/29

 (事故発生地)

愛知県

 2014-1809

ドア 　当該製品を開扉するためドアハンドル
を操作した際、ハンドル取付けネジが破
断し、ドアハンドルが抜けたため、転倒
し、腰を負傷した。

　○当該製品は、ハンドル軸一体の屋外ドアハンドルと屋内ドアハンドルを固定する取付け
ネジが破断し、屋外・屋内ともドアハンドルが外れていた。○ドアハンドルやドア本体に破
損等の異常は認められなかった。○破断した取付けネジの破面は、過大なねじり力が加わっ
て亀裂が生じた事を示す多数のラチェットマークが外周に認められ、外周から中央方向に疲
労破壊で亀裂が拡がって破断した様相であった。○破面に気泡や異物等の異常は認められな
かった。●ドアハンドルの組み付け施工時に、インパクトドライバーを使用するなど、取付
けネジに過大な締め付け力を加えたため、取付けネジに亀裂が生じ、その後の開閉操作の繰
り返しで亀裂が進行して取付けネジが破断し、ドアハンドルが抜けて転倒に至ったものと推
定される。　なお、施工説明書には、「ネジは手回しドライバーで締め付ける」、「電動・
インパクトドライバーを使用した場合、過大な締め付けでネジが破損する恐れがあるので使
用しない」旨、記載されている。

(受付:2014/11/13)

( 重傷 ) ( D1 )

 A201400517

 2014/10/14

 (事故発生地)

鳥取県

 2014-1866

はしご（アルミニウム
合金製）

　工場で当該製品を使用中、転落し、２
週間後に病院で死亡した。

　○当該製品は、連結された３つのはしごにより高さ調整が可能な３連はしごである。○使
用者は、梁に立て掛けた当該製品を昇り始め、しばらく経過した後に転落した。○当該製品
の中はしごは、上から４番目の踏ざんと５番目の踏ざんの間で折れ曲がっていた。○当該製
品の支柱の厚さは設計図面どおりであり、硬さにも異常は認められなかった。○同等品を事
故当時の高さに調整し事故状況を再現したところ、はしご上端の梁への掛かり代は５ｃｍ程
度であった。●詳細な使用状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品
の支柱の強度に異常は認められなかったことから、当該製品に使用者が昇る際、はしごがた
わむことにより上端が梁から外れるなどして、使用者がバランスを崩して転落したものと考
えられ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、当該製品は、Ａマーク（軽金属協会
）表示品であり、Ａマークの強度基準を満たしていた。

(受付:2014/11/20)

( 死亡 ) ( F2 )



　製品区分：　04.家具・住宅用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0063

 A201400522

 2014/11/03

 (事故発生地)

北海道

 2014-1868

椅子 　事業所の窓口で使用者（８０歳代）が
当該製品に座ったところ、脚部が曲がり
、転倒、負傷した。

　○当該製品は、業務用として不特定多数の顧客に使用されていた。○前後のそれぞれの脚
同士を溶接で固定している２本の桟のうち、１本は外れており、もう１本は、ほとんど外れ
かけていた。○桟の溶接破断面には、溶接不良は認められなかった。○構造、寸法等を同等
品と比較したが異常は認められなかった。●当該製品は事業所の窓口で不特定多数の顧客に
使用されていたことから、詳細な使用状況が不明なため事故原因の特定には至らなかったが
、脚部の溶接や強度に異常は認められなかったことから、製品に起因しない事故と推定され
る。　なお、当該製品の脚部の強度は、ＪＩＳ基準を満たしていた。

(受付:2014/11/21)

( 重傷 ) ( F2 )

 A201400523

 2014/11/10

 (事故発生地)

兵庫県

 2014-1869

脚立（伸縮式、はしご
兼用、アルミニウム合
金製）

　建築中の建物で当該製品を脚立として
使用中、転倒し、足を負傷した。

　○新築中の住宅の屋内で当該製品を設置し、脚立をまたいだ状態で壁に穴を開けていたと
ころ当該製品が転倒し、右足踵を剥離骨折した。○昇降面からみて左側の支柱が内側へ折損
していた。また、右側の支柱も最下段踏ざん取り付け部付近で内側に変形が認められた。○
支柱折損部の破断面は、表面に汚れの付着、変色は認められず、破断面端部には、ネッキン
グが認められた。また、破断部周辺には白化や＂しわ＂模様が認められた。○折損した支柱
の肉厚は設計図面通りで、硬さ（引張り強度代用値）にも異常は認められなかった。●当該
製品の強度等に異常が認められないことから、使用者が当該製品の天板をまたいだ姿勢で作
業中、バランスを崩して当該製品が転倒し事故に至ったものと推定される。　なお、本体及
び取扱説明書には、「天板の上にまたがらない」旨、記載されている。

(受付:2014/11/21)

( 重傷 ) ( E2 )

 A201400582

 2014/12/15

 (事故発生地)

長野県

 2014-2059

除雪機（歩行型） 　使用者（８０歳代）が当該製品を使用
中、池に転落し、当該製品の下敷きにな
り、病院に搬送後、死亡が確認された。

　〇使用者の敷地内の融雪池の中で、使用者は当該製品の下敷きになっていた。〇事故現場
は事故の前々日からの降雪で積雪しており、氷の張っていた融雪池の位置を示す目印はなか
った。〇当該製品は安全装置として、セーフティクラッチやセーフティパネルが取り付けら
れており、作動すると変速レバーを中立の位置に戻し、また、身体に結ばれたセーフティス
イッチ紐が引っ張られて抜けるとエンジンが停止する構造になっていた。〇事故の約１か月
前に行った点検整備の記録によれば、操作レバーや安全装置などに異常は認められなかった
。〇融雪池から引き上げられた当該製品は、セーフティスイッチ紐端末が本体のハンドルに
付いたままになっており、使用者の身体に結ばれていなかった。〇事故後に当該製品のセー
フティクラッチとセーフティパネルの作動を確認したところ、正常に作動した。●使用者が
当該製品を後退中に融雪池に転落し、使用者は当該製品の引抜式セーフティスイッチの紐端
末を身体に結ばずに除雪作業を行ったために当該製品もそのまま融雪池に落ちて使用者の上
に転落して事故に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、取
扱説明書には「引抜式セーフティスイッチの紐端末は必ず身体に結ぶ」旨、警告表記されて
いる。

(受付:2014/12/17)

( 死亡 ) ( E2 )



　製品区分：　05.乗物・乗物用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0064

 A201201042

 2013/03/13

 (事故発生地)

神奈川県

 2012-3429

自転車 　当該製品で走行中、転倒し、負傷した
。

　○当該製品は、往復２７ｋｍの通学に使用されていた。○当該製品の前輪は前泥よけごと
脱落しており、前ホークは前後左右に大きく変形していた。○当該製品には傷や破損が認め
られ、いくつかの部品が取り外されていた。○事故以前に前輪の取り外しが行われていたか
は特定できなかった。○事故以前の詳細な使用実態は確認できなかった。○当該製品の前ホ
ーク先端には、脱輪防止用ワッシャの圧痕が認められ、取付不良の痕跡はなかった。○前輪
を固定しているハブナットは、製造時にトルクレンチによって締め付けが行われており、ト
ルクの設定値は２５Ｎ・ｍに管理されていた。●当該製品の使用実態が不明のため事故原因
の特定には至らなかったが、製造段階での前輪取付けに異常が認められないことから、走行
中に前輪のハブナットが緩んだことにより前輪が脱落したものと考えられ、製品に起因しな
い事故と推定される。

(受付:2013/03/22)

( 重傷 ) ( F2 )

 A201300134

 2013/04/22

 (事故発生地)

広島県

 2013-0529

折りたたみ自転車 　当該製品で走行中、前輪がロックし、
転倒、負傷した。

　○前輪の回転は円滑で異常は認められなかった。○前輪スポークに湾曲は認められなかっ
た。○前ホークが後ろ方向と左方向に変形していた。○前輪タイヤに横滑りの痕跡があった
。●当該製品は事故の詳細な状況が不明なことから、事故原因の特定には至らなかったが、
ハンドルが急旋回したために前輪がロックされて転倒に至ったものと考えられ、製品に起因
しない事故と推定される。

(受付:2013/05/21)

( 重傷 ) ( F2 )

 A201300354

 2013/08/03

 (事故発生地)

愛知県

 2013-1323

自転車（フレーム） 　当該製品で走行中、転倒し、負傷した
。

　○当該製品（ロードバイク）で舗装路を直進中、突然転倒していた。○当該製品はカーボ
ン製の前ホークが左右ともに折損していた。○右ホークの折損部と同じ位置に右スポークの
変形が認められ、前ホーク後側には異物が接触した擦り傷が付着し、全周の１／４のスポー
クが連続して折損・変形していた。●当該製品で走行中、前輪右側に何らかの異物を巻き込
んだため、右ホークが折損するとともに前輪がロックし、その衝撃で左ホークも折損し、転
倒に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2013/08/20)

( 重傷 ) ( F2 )

 A201300680

 2013/12/09

 (事故発生地)

愛知県

 2013-3440

自転車 　当該製品で走行中、当該製品の前輪が
ロックして転倒し、負傷した。

　○当該製品の前ホークが後方に変形し、前ホーク右内側に擦り傷が認められた。○前輪の
右側スポーク３本が連続して変形しており、変形位置が前ホーク右内側の擦り傷の位置と同
じであった。○前かごに荷物を入れていたか、ハンドルに荷物を引っ掛けていたかは不明で
あった。●当該製品で走行中、前輪と右ホークのすき間に何らかの異物が入り込んだため、
前輪がロックして転倒に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2014/01/14)

( 重傷 ) ( F2 )



　製品区分：　05.乗物・乗物用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0065

 A201400285

 2014/07/13

 (事故発生地)

東京都

 2014-1182

自転車 　当該製品で走行中、当該製品のチェー
ンが外れ、転倒し、左手指を負傷した。

　○当該製品のギヤクランクとチェーンケース内部に擦れ痕がみられた。○チェーンの弛み
は、６ｃｍであった。（推奨値：１．５ｃｍ）○ギヤクランクとチェーンは錆びていた。○
走行は安定しており、適正に制動できた。○使用者は、点検・整備等は購入後一度もしてい
なかった。○使用者は、立ちこぎ走行中にチェーンが外れ転倒した。○輸入事業者は、チェ
ーンの弛みの検査を全数行っている。●使用者が、当該製品のチェーンが著しく弛んだ状態
で立ちこぎ走行をしたために、ギヤクランクからチェーンが外れ、急にペダルに抵抗がなく
なり空走行状態になり、事故に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される
。　なお、取扱説明書には、日常点検項目として「たるみすぎていないか。チェーン中央で
１．５ｃｍの遊びがあり、たるみがある場合は販売店に相談する旨、たるみが大きくなると
走行時にチェーンが外れやすくなり危険であるため販売店で調整を受ける。」旨記載してい
る。

(受付:2014/08/13)

( 重傷 ) ( E2 )

 A201400339

 2014/08/02

 (事故発生地)

宮城県

 2014-1353

自転車 　当該製品で走行中、当該製品の前ホー
クと車体の間が折れて転倒し、負傷した
。

　○当該製品は、前ホークに、後方への大きな変形が認められた。○前輪スポークに異物の
巻き込みによる湾曲や破断は認められなかった。○当該製品の前ホークのパイプの厚さ及び
硬さを確認した結果、異常は認められなかった。●当該製品の詳細な使用状況が不明のため
事故原因の特定には至らなかったが、当該製品の前ホークの強度に異常が認められなかった
ことから、走行中に何らかの大きな力が加わったため前ホークが変形したものと考えられ、
製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2014/09/08)

( 重傷 ) ( F2 )

 A201400372

 2014/09/06

 (事故発生地)

大阪府

 2014-1432

電動車いす（ハンドル
型）

　使用者が当該製品に乗車中、踏切内で
列車にはねられ重傷を負った。

　○当該製品に乗車した使用者が、踏切を通過したのち再度踏切に進入し、二本目のレール
付近で、進行方向左側から来た上り回送電車と接触し、頭部を骨折した。○本体前方左側が
破損し、前輪左タイヤの変形、カバーの割れ等が認められた。○バッテリー、コントローラ
ーに異常は認められなかった。○キースイッチを「走」に入れ、アクセル操作をするとモー
ターは正常に前後回転することを確認した。その他、アクセル位置設定や握り込み停止機能
も正常であった。○アクセル、トランスミッション等に異常は認められなかった。○コント
ローラーには、事故発生前に当該製品の異常を示す履歴は認められなかった。○変形した左
前輪の支持部品を交換し、実走行試験を実施したところ、正常に走行し、異常は認められな
かった。●当該製品の使用状況が不明なことから、事故原因の特定には至らなかったが、当
該製品の各部及び履歴に異常が認められないことから、製品には起因しない事故と推定され
る。

(受付:2014/09/22)

( 重傷 ) ( F2 )

 A201400377

 2014/09/11

 (事故発生地)

宮崎県

 2014-1457

電動車いす（ハンドル
型）

　使用者（９０歳代）が当該製品に乗車
中、工事現場の穴に転落し、病院に搬送
後、死亡が確認された。

　○使用者は、橋の架け替え工事現場の誘導路を走行中に、道路脇の橋脚を設置するために
掘られた穴に転落した。○道路には、三角コーンとコーンバーが置かれ、穴と道路の境にあ
る土の部分にタイヤが滑った痕跡が認められた。○当該製品は、走行可能な状態であり、ブ
レーキ等各部は正常に作動し、コントローラーに記録された履歴に故障や異常を示す履歴は
認められなかった。●事故当時の状況が不明であるため、原因の特定には至らなかったが、
当該製品に異常は認められないことから、工事現場の誘導路を走行中に誤って道路脇にあっ
た橋脚設置中の穴に転落したものと考えられ、製品に起因しない事故であると推定される。

(受付:2014/09/25)

( 死亡 ) ( F2 )



　製品区分：　05.乗物・乗物用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0066

 A201400414

 2014/09/28

 (事故発生地)

愛知県

 2014-1545

自転車 　当該製品で走行中、当該製品のチェー
ンが外れ、転倒し、負傷した。

　○当該製品は、フロントディレーラ（変速機の部品）の固定位置が正常位置からずれてお
り、変速操作をしたところ、チェーンガイドが正常時よりも内側に移動し、チェーンが内側
に外れた。○フロントディレーラに大きな傷や変形は無く、フレーム縦パイプに固定するバ
ンド締付けネジに緩みも無かったが、縦パイプには、フロントディレーラを正常位置に取り
付けた際に付いた傷が認められた。○フロントディレーラを正常位置に付け直して変速操作
をしたところ、チェーンが外れることはなかった。●詳細な使用状況が不明のため事故原因
の特定には至らなかったが、フロントディレーラの固定位置がずれていたため、フロントギ
アを変速した際にチェーンガイドが正常時より内側まで移動し、チェーンが外れて事故に至
ったものと推定される。

(受付:2014/10/09)

( 重傷 ) ( F2 )

 A201400514

 2014/09/25

 (事故発生地)

岡山県

 2014-1829

折りたたみ自転車 　当該製品で走行中、転倒し、負傷した
。

　○使用者が当該製品で自宅近くの緩やかな上り坂を走行中、急に右ペダルがクランクから
外れ落ち、転倒して右鎖骨を骨折した。○当該製品には、右ペダルの外れ以外に顕著な変形
や傷などは認められなかった。○ペダルが脱落した右側のクランクには、ペダルが締め付け
られた痕跡が認められなかった。○脱落したペダルは販売事業者が純正部品を外して付け替
えたものであった。●当該製品は、販売店でのペダル取り付け作業において、ペダルの締め
付けが不十分であったため、走行中に右ペダルがクランクから外れたものと推定される。

(受付:2014/11/18)

( 重傷 ) ( D1 )



　製品区分：　06.身のまわり品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0067

 A201200850

 2012/09/26

 (事故発生地)

大阪府

 2012-2246

ライター（注入式） 　当該製品を点火したところ、顔面等に
火傷を負った。

　○台所で喫煙のために点火を試みたが固くて押しづらく、２～３回点火操作を行ったとこ
ろ、突然炎が上がり毛髪に引火し、頭部、顔面に火傷を負った。○当該製品にガスは残って
おらず、焼損や溶融等の異常は認められなかった。○当該製品は事故直後に台所の洗い桶に
水没させており、このため、点火機構を支えるバネが腐食（錆が発生）し、点火機構（圧電
着火）が正常に作動しなかった。○当該製品にガスを注入した結果、ガス漏れは認められな
かった。また、点火レバーを操作し外部からの炎で着火したところ、炎の高さや燃焼状態に
異常は認められなかった。●当該製品の事故時の状況が不明なことから、事故原因の特定に
は至らなかったが、当該製品に事故につながる異常が認められなかったことから、製品に起
因しない事故と推定される。

(受付:2013/01/31)

( 重傷 ) ( F2 )

 A201300073

 2013/03/20

 (事故発生地)

長崎県

 2013-0325

汗とりフィルム 　当該製品を使用後、当該製品を貼り付
けた箇所に炎症が生じた。

　○被害者は当該製品の２回目の使用後に、脇に色素沈着を起こした。○当該製品を貼付し
た部位と色素沈着を起こした部位は同じである。○同等品を分析した結果、ポリウレタンの
原料であり、感作性のあるジフェニルメタンジイソシアネートが検出された。○被害者自身
によるパッチテストは実施されていない。●同等品から感作性のあるポリウレタン原料成分
が検出されたことから、使用者の感受性が高かったため、事故品に含まれる成分により色素
沈着を起こしたものと推定される。

(受付:2013/04/30)

( 重傷 ) ( F2 )

 A201300258

 2013/05/02

 (事故発生地)

群馬県

 2013-0967

靴 　当該製品を履いて、砂利道の下り坂を
歩行中、滑って転倒し、右足を負傷した
。

　○使用者が、急な下り坂を歩いていたところ、左足が滑って転倒し、右足首をひねって骨
折した。○転倒場所の地面には、大小の砂利が混ざり合っていたほか、斜度が約１８．４～
２１．８度であった。○当該製品は、傾斜や不安定な状態を意図的に作り出すことによって
、トレーニング効果を生み出すことを目的とした製品であった。○当該製品の靴底は、かか
との半分程度がすり減っており、特に右足のかかと外側の摩耗が激しく、ミッドソールが露
出していた。○当該製品を履いて被験者に歩行してもらったところ、明らかな異常や、滑り
などは認められなかった。○当該製品は、靴底の形状によって不安定な状態を意図的に作り
出し、トレーニング効果を生み出すことを狙った製品であり、注意書きに当該製品の特徴が
記載されていた。●当該製品に異常が認められないことから、当該製品を履いて急な下り坂
の砂利道を下る際に、使用者がバランスを崩して転倒し、事故に至ったものと考えられ、製
品に起因しない事故と推定される。　なお、注意書きには、「事故防止と安全のため、階段
や坂など段差のある場所、また、滑りやすい場所などでのご使用は充分注意する」旨、また
、取扱説明書には、「すり減ったソールなど劣化が進んだシューズは怪我の原因となる恐れ
がありますのでご使用を中止する」旨、記載されていた。

(受付:2013/07/12)

( 重傷 ) ( E2 )



　製品区分：　06.身のまわり品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0068

 A201300434

 2013/07/05

 (事故発生地)

和歌山県

 2013-1573

靴 　当該製品を履いて歩行中、左足をひね
って転倒し、負傷した。

　○使用者は、当該製品を履き、ご主人と下り坂を歩いていたところ、小石を左足で踏み、
足首をひねって転倒し、左足くるぶしを骨折した。○靴底は、両足とも前方の外側部分が摩
耗しており、特に左足の前部箇所の摩耗が著しかった。○被験者３人による試し履き試験（
乾燥状態のコンクリート及び鉄板上を歩行）では、全く滑らないとの評価が得られた。また
、ＪＩＳ　Ｔ８１０１安全靴を準用した靴底滑り試験の結果、基準値を満たしていた。○当
該製品には、正しい靴の着用について取扱説明書及び注意表示により、注意喚起しているが
、使用者は読んでいなかった。●当該製品に滑りの問題は見られないことから、使用者は靴
底が摩耗した当該製品を履いて下り坂を歩いていた際に小石を踏み、バランスを崩して転倒
し、事故に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、取扱説明
書には、「すり減ったソールなど摩耗、劣化が進んだフットウェアは怪我の原因となる恐れ
があるのでご使用を中止する」、「事故防止と安全のため、階段や坂など段差のある場所、
また、滑りやすい場所などでのご使用は充分注意する」旨、記載されている。

(受付:2013/09/24)

( 重傷 ) ( E2 )

 A201300495

 2013/09/24

 (事故発生地)

千葉県

 2013-1946

靴 　学校で当該製品を履いて歩行中、振り
向いた際に転倒し、負傷した。

　○使用者がグラウンドの遊具のある場所を歩いていたところ、後方から呼び止められて振
り向いた際に、右足の踵部分が土中から出ている遊具タイヤに引っ掛かって転倒した。○当
該製品は約１０か月間使用されていたが、使用者は事故以前に異常を感じたことはなかった
。○当該製品のアウトソールには事故以前の使用で損傷した箇所があったが、その他に製品
外観上の異常は認められなかった。○試し履き試験において、滑りやすい等の異常は認めら
れなかった。○事故発生時の事故現場の地面の状態は特定できなかったが、事故の７日前か
ら雨は降っていなかった。●当該製品のアウトソールには事故以前に損傷した箇所があった
が、歩行に影響する異常が認められなかったことから、使用者の踵が遊具に引っ掛かってバ
ランスを崩し、事故に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。

(受付:2013/10/21)

( 重傷 ) ( F2 )

 A201400378

 2014/09/01

 (事故発生地)

福井県

 2014-1290

バッテリー（ニッケル
水素、電動工具用）

　車両内に当該製品を置いていたところ
、当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生していた。

　○当該製品の充電側マイナス端子に溶融痕が認められた。○当該製品の内部配線の断線部
には溶融痕等の異常は認められなかった。○当該製品は充電後、バッテリーカバーをかぶせ
ずに、他の金属製品とともに保管されていた。●当該製品の端子部が、周囲にあった他の電
気製品、工具等の金属部と接触して短絡し、出火に至ったものと推定される。　なお、当該
製品には、「使用しないときはバッテリーカバーをかぶせる」旨、記載されていた。

(受付:2014/09/25)

( 火災 ) ( E2 )



　製品区分：　06.身のまわり品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0069

 A201400467

 2014/09/30

 (事故発生地)

群馬県

 2014-1696

バッテリー（リチウム
ポリマー、電動エアガ
ン用）

　当該製品を充電中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　○当該製品、充電器及び電動エアガンは、使用者が知人から預かったものであった。○使
用者がエアガンを使用したが、引き金を引いても動かなかったため、バッテリー残量を確認
せずに当該製品を充電したところ、充電開始から約２時間後に出火した。○当該製品は、外
装が焼失し、電極箔、入出力端子及び配線のみ残存していた。○当該製品は、直列に接続さ
れた３つのセルで構成され、過放電、過充電保護機能はなかった。○エアガンに過放電保護
機能はなく、充電器にも過放電等によりセル毎の電圧に差が生じたバッテリーを充電しない
機能及び過充電にならないようにセル毎の電圧を監視する機能はなかった。●当該製品が過
放電状態になっていないかを確認せずに充電したため、過放電によりセル毎の電圧に差が生
じていた当該製品が過充電となり、出火に至ったものと推定される。　なお、取扱説明書に
は、「エアガンが作動しなくなるまでの使用等により、バッテリーが過放電になる」、「充
電前に過放電になっていないか別売のバッテリーチェッカーで確認する」、「膨張、過放電
したバッテリーは、充電し続けると発火、破裂する可能性があるため充電器への接続、充電
はしない」旨、記載されている。

(受付:2014/10/31)

( 火災 ) ( E2 )

 A201400563

 2014/11/27

 (事故発生地)

愛知県

 2014-1895

バッテリー（リチウム
イオン、携帯電話機用
）

　当該製品を携帯電話機から外して鞄に
入れておいたところ、当該製品が破裂し
、周辺を焼損する火災が発生した。

　〇当該製品は膨らんで、ガス排出弁が作動しており、外装缶には外側から内側に向かって
直径１ｍｍ程度の鋭利な物が刺さった痕跡が認められた。〇外装缶の穴あき箇所と同じ位置
で電極体の穴あきが４層目まで達していることが認められた。　なお、電極体は穴開き箇所
以外に異常は認められなかった。〇同型品に直径０．９ｍｍの釘を２ｍｍの深さまで刺した
ところ、同様の状況（膨れ、ガス排出弁作動、電極体の４層目の穴あきなど）が再現した。
●詳細な使用状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に鋭利な物が
刺さったため、内部短絡が生じて異常発熱し、焼損に至ったものと考えられ、製品に起因し
ない事故と推定される。

(受付:2014/12/10)

( 火災 ) ( F2 )

 A201400614

 2014/08/31

 (事故発生地)

愛知県

 2014-2064

バッテリー（リチウム
ポリマー、模型用）

　当該製品を充電中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　○当該製品は２つのセルで構成されており、一方のセルは著しく焼損していた。○充電器
の最終充電モードを確認したところ、バランスモードで充電していなかった。○充電器に出
火の痕跡は認められず、正常にバランス充電することができた。●当該製品を充電する際、
バランスモードで充電を行わなかったため、一方のセルが過充電により異常発熱し、出火に
至ったものと推定される。　なお、取扱説明書には、「発火する危険があるため必ずバラン
スモードで充電する。」旨、記載されており、事業者及び工業会のホームページにおいても
注意喚起を行っている。

(受付:2014/12/25)

( 火災 ) ( E2 )



　製品区分：　06.身のまわり品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0070

 A201400707

 2015/01/08

 (事故発生地)

岐阜県

 2014-2470

モバイルバッテリー（
リチウムポリマー、ノ
ートパソコン用）

　店舗で当該製品及び周辺を焼損する火
災が発生した。

　○当該製品は他社製の充電器を接続して充電していた。○当該製品の焼損は著しく、６個
あるセルが全て焼損していたが、基板に出火の痕跡は認められなかった。○当該製品のＤＣ
出力コネクターに、他社製の充電器のＤＣプラグが接続されていたが、他社製の充電器に出
火の痕跡はなく、出力電圧にも異常は認められなかった。　なお、専用充電器のＤＣプラグ
は、ＤＣ出力コネクターに接続できない構造であった。○同等品に他社製の充電器を接続し
、制御基板からセルに加わる電圧を測定したところ、ＤＣ入力コネクターに接続すると正常
に充電できたが、ＤＣ出力コネクターに接続すると過電圧で充電された。●当該製品の出力
側に誤って他社製の充電器を接続したため、過電圧がセルに加わって過充電となり、出火に
至ったものと推定される。　なお、取扱説明書には「付属の充電器で充電する」「ＤＣ出力
とＤＣ入力を確認し、逆に接続しない」旨、記載されている。

(受付:2015/01/30)

( 火災 ) ( E2 )



　製品区分：　07.保健衛生用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0071

 A201400476

 2012/02/07

 (事故発生地)

兵庫県

 2013-0706

トイレットペーパー 　当該製品を使用したところ、皮膚炎を
発症した。

　○使用者は、当該トイレットペーパーを１年分まとめ買いで購入し、使用していたところ
、臀裂にかゆみが出現し、顔面を含む全身に拡大した。○使用者は、時にはナプキンの代用
として長時間下着との間に挟んで使用していた。○当該製品でパッチテストを実施したとこ
ろ、陽性反応を示した。○当該製品は再生紙１００％のトイレットペーパーである。○当該
製品を分析したところ、古紙原料由来と考えられるピンク色の色素が検出され、既知のアレ
ルギー物質であるスダンⅠと類似構造であった。●当該製品によるパッチテストで陽性反応
を示しており、使用者の感受性が高かったため、当該製品の古紙原料由来の色素により皮膚
炎を発症したものと推定される。

(受付:2014/11/05)

( 重傷 ) ( F2 )



　製品区分：　08.レジャー用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0072

 A201200958

 2012/12/31

 (事故発生地)

新潟県

 2012-2967

雪上自転車（スノーモ
ト）

　当該製品で滑走中、転倒し、負傷した
。

　○当該製品のフレームとフロントボードを接続する部品が破断していた。○当該製品のフ
レームとフロントボードの接続部品には非純正品が使用されていた。○接続部品の純正品は
、ゴムブッシュにステンレス製のボルトを貫通させたものであるのに対し、非純正品は、円
柱状のゴムの上下にボルトを埋め込んだ構造で、ボルトは貫通していなかった。○当該製品
に使われていた非純正の接続部品は、ゴムの部分から破断していた。○フレーム及びリアボ
ードに変形は認められなかった。○フロントボードの裏面や側面には、傷や変形等の損傷が
確認されたが、使用者は、これらの損傷は事故以前のもので、事故時にフロントボードに衝
撃は加わっていないとしている。●事故時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至
らなかったが、接続部品以外の箇所に事故に関係したと判断できる異常が認められないこと
から、製品に起因しない事故と推定される。　なお、取扱説明書には、「加工または改造を
行わない」旨、記載されている。

(受付:2013/02/27)

( 重傷 ) ( F2 )

 A201400561

 2014/03/07

 (事故発生地)

奈良県

 2014-1797

登山用具（アイゼン） 　当該製品を登山靴に装着して登山中、
滑落し、1か月後に発見され、死亡が確
認された。

　○当該製品を装備して雪の登山道を移動中に滑落して死亡した。○当該製品は被害者の近
傍でベルトが切れた状態で発見された。○当該製品は靴底の土踏まず部分が収まる程度の簡
易タイプのものであった。○ベルト破断部の破面解析の結果、左右から複数回の衝撃を受け
段階的に破断した痕跡が認められた。○当該製品のベルトは樹脂製（ポリウレタン）で、分
析の結果劣化は認められなかった。○当該製品のベルトの破断荷重は３４０Ｎで同等品とほ
ぼ同等レベルであった。●当該製品の詳細な使用状況が不明なことから、事故原因の特定に
は至らなかったが、当該製品に異常は認められないことから、製品に起因しない事故と推定
される。

(受付:2014/12/09)

( 死亡 ) ( F2 )



　製品区分：　09.乳幼児用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

 

No. 0073

 A201300188

 2013/05/29

 (事故発生地)

山口県

 2013-0728

哺乳瓶 　異常に気付き確認すると、当該製品が
破損しており、幼児（１歳）が左手を負
傷していた。

　○授乳後、母親がキッチンで洗い物をしていると、ベランダで長女（２歳）が騒いだので
見てみたところ、使用者（１歳１か月・男児）が転んでおり、当該製品が割れ、左手からひ
どい出血をしていた。○当該製品に外部からの衝撃力によって破損した痕跡が認められた。
○当該製品の破損に残留熱ひずみが関与した痕跡は認められなかった。○当該製品は製造時
に異常はなかった。●当該製品は外部からの衝撃力によって破損し、割れた破片で使用者が
負傷したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。　なお、当該製品はＪＩＳ
規格を満足しており、取扱説明書には、「お子さまには、決して一人では持たせない。落と
したり、転んだりした際に割れて危険である」旨、記載されている。

(受付:2013/06/10)

( 重傷 ) ( E2 )


